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SQFIについて
SQFIはFMIの一部門であり、業界有数の世界的な食品安全品質認証マネジメントシステムであるSQFプログラ
ムを運営するために設立されました。SQFIの使命は、世界的に認知された、確実な根拠のある科学的原理に基
づく一貫した食品の安全性および品質認証プログラムを提供することです。同プログラムは、全業種を横断して
適用され、すべての利害関係者に評価されています（www.sqfi.com）。

FMIについて
食品業界団体としてFMIは業界全体と協力し、業界を代表して、より安全かつ健全で、より効率的な消費者食品
サプライチェーンを促進します。FMIは、バリューチェーンを横断して幅広いメンバー（消費者に販売する小売業
者から、食品やその他の生産物を供給する生産者や重要なサービスを提供する多種多様な企業まで）を結集
し、業界の共同作業を拡大します（www.fmi.org）。

Copyright 2020 
FMI 

All rights reserved. 本書は、いかなる形式または方法（電子的、機械的、複写、録音、その他の方法）であっ
ても、本書の全部または一部をFMIの文書による明示的な許可なく複製、あらゆる情報検索システムへの保管、
または送信を行うことはできません。

許可については、FMI（www.fmi.org）または「FMI, 2345 Crystal Drive, Suite 800, Arlington, VA, 22202, 
USA」にお問い合わせください。コードは最新版を必ず使用し、コードの修正または改訂時には資料の確実な
更新に、細心の注意を払ってください。本コードの日付は資料に明確に表示する必要があります。

1995年5月初版。

SQFコード第9版の改善点に関して、利用者各位からの提案を歓迎します。提案は、「SQFI, 2345 Crystal 
Drive, Suite 800, Arlington, VA, 22202, USA」まで、書面でご送付ください。
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SQFI
One World. One Standard.
グローバル化は食品サプライチェーンに大変革をもたらしています。このグローバル化は多くの企業に世界的な
好機をもたらしていますが、同時にリスクも拡大しています。消費者と小売業者は企業に最高水準の安全性、品
質、責任を要求しています。消費者と小売業者は、業界と規制の厳しい基準のすべてに従うことを期待します。
SQF（安全高品質食品）インスティテュート（SQFI）は、製品のサービスとプロセスの安全と品質に対する普遍
的な認定を達成するための信頼できるパートナーです。

SQFIの目標は常に食品の安全性および品質にあり、厳格な基準の策定と包括的なトレーニング資料、密着し
たガイダンス資料、および無償の教育資源の開発に専念し、至る所で支援を行います。成功が他と無関係には
起こらないように、食品安全の成功も他とは無関係には起こりません。SQFIでは力を合わせて、1つのより安全
なサプライチェーン、1つの食品生産者を一度に構築する手助けを行います。

SQFコード第9版
SQFIは、以下のために、SQFコードを第8.1版から第9版に更新しました。

1. 要求事項を整理して、規格の完全性に悪影響を与えずに、より簡素でより合理化された経験を生み出す。

2. 2020年以降の実施に関するGFSI要求事項の更新に対応する。

SQF第9版は、コードの構造、方法、および技術的な要求事項に対するいくつかの強化と改善に対応します。 
栄養補助食品からペットフードまで、一次産業および製造業に対して個々の専用規格コードを用意し、より特化
したそれぞれの要求事項とリスクアセスメントを提供します。

SQFコードに行われたすべての機能強化は、SQF認証に対するさらなる価値を与え、より優れた良好な審査環境
を構築するためのものです。

SQFIのコミットメント
SQF認証は、サイトの食品の安全性および品質プランの実施を評価および確保し、食品の安全性および品質を
管理するために、サイトが必要なツールとトレーニングを有していることを確認します。

SQF食品安全認証のサイトの達成は、以下に対するコミットメントを示します。

1. 安全で質の高い食品の製造
2. SQFコード要求事項の遵守
3. 適用食品法の遵守

SQF食品安全マネジメントシステムを実施して、サイトは、取引先の食品の安全性および品質要求事項に対処
するために設備を備えます。SQFコードは、自国内および世界の食品市場に食品を供給している企業にソリュー
ションを提供します。SQFコード認証プロセスを経由して生産・製造される製品は、世界中の市場で高く認めら
れ、認証済みサイトとそのサイトの顧客双方に利益をもたらしています。
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SQFプログラムについて
SQFプログラムは、1995年にオーストラリアで初めて策定され、2003年から食品業界団体であるFMIが所有お
よび管理しています。2004年にGFSIは、同ベンチマークの要求事項を満たしているとして、SQFプログラムの
基準を初めて評価しました。

SQFIのビジョン
世界的な食品の安全性および品質認証として最も信頼できる唯一のソースであること。

SQFIの使命 
SQFIの使命は、世界的に認知された、確実な根拠のある科学的原理に基づく一貫した食品の安全性および品質
認証プログラムを提供することです。同プログラムは、全業種を横断して適用され、すべての利害関係者に評価
されています。

SQFIの連絡先
SQFIでは小売業者と利害関係者のフィードバックを取り入れて、社会が毎日直面する多くの世界的な食品の 
安全性および品質問題に対処します。事業の認証プログラムを達成することは、食品の安全性および品質の 
経験レベルを問わず、大変な責務であると認識しています。

SQF認証サイトの電話番号、SQFガイダンス、ヒントシートとチェックリスト、トレーニング機会、認証機関を検索
し、SQFI評価データベースに登録するための工具などについては、www.sqfi.comを参照してください。

SQFI評価データベースは、審査マネジメントとデータ収集のソリューションであり、コストを抑制するため、およ
び食品安全審査の効率性と有効性を改善するために開発されました。この革新的な技術は、審査データの収集
方法、管理方法、利用可能方法において著しい進歩を示し、その他類似のGFSIプログラムとは別のSQFプログラ
ムを設定します。

顧客サービス – info@sqfi.com | 202-220-0635 | 1-877-277-2635
データベース支援 – info@sqfi.com
コンプライアンス – compliance@sqfi.com

免責事項 
SQF協会（SQFI）のライセンスをもった認証機関によるサイトのSQFシステム認証は、サイトの製品の安全性 
またはすべての食品安全性に関する規制要求が常に遵守されていることを保証するものではありません。

本基準文書は英語で発行されていますが、他言語版もいくつか用意されています。翻訳された内容が異なる 
場合は、元の英語版を最終的な解釈のための基準とする必要があります。

本書で用いる用語の詳細な背景と明確化のために、付録に記載された用語集をご使用ください。
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A1：本コードの食品セクター分類

安全高品質食品インスティテュート（SQFI）は、世界的に認知された一連の食品の安全性および品質コードを発行
して、一次生産から小売やフードサービスまで、あらゆる側面の食品サプライチェーンをカバーします。規格はす
べて無料でwww.sqfi.comから入手できます。

SQFへの対応を開始する前に、サイトにおいては、ニーズに最適なSQFコードをダウンロードして確認すること
を推奨します。

食品安全の基礎

一次生産向けSQFの基礎 – 基本 全一次生産の食品セクター分類（FSC）

一次生産向けSQFの基礎 - 中級 全一次生産の食品セクター分類（FSC）

製造向けSQFの基礎 – 基本 全製造、保管、流通の食品セクター分類（FSC）

製造向けSQFの基礎 - 中級 全製造、保管、流通の食品セクター分類（FSC）

HACCPに基づく食品安全コード
*GFSIのベンチマークを受けているSQF食品安全コードを示す

一次生産

SQF食品安全コード：一次動物生産* FSC 1： 家畜および狩猟動物、ならびに養蜂の生産、捕獲、収穫

SQF食品安全コード：一次植物生産* FSC 2： 生鮮青果と発芽種子作物の室内栽培および室内収穫（新規）
FSC 3：生鮮青果とナッツ類の栽培と生産
FSC 4：生鮮青果、穀類、ナッツ類の包装作業
FSC 5：大規模農業の操業

SQF食品安全コード：水産養殖 FSC 6：水産物の養殖

モジュール9：畜産物の加工処理に関するGMP

モジュール9：畜産物の前処理加工に関するGMP

FSC 区分 適用GMPモジュール

食肉処理、脱骨、および食肉解体

加工肉類および家禽肉

水産加工

7 

8 

9 モジュール9：畜産物の前処理加工に関するGMP
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A2： SQF認証達成ステップ 
（ステップ1～10）

SQF食品安全コード：畜産物製造は、赤肉、家禽肉、魚類の製品を含む、あらゆる種類の動物に基づく製品の屠
殺、加工処理、包装、保管、輸送に関与するサイトの実施、メンテナンス、および技術的要求事項を示します。

	■ パートA（このパート）は、SQF食品安全コード（畜産物製造）の認証を実施および維持するために、通過する必要が
あるステップを示します。

	■ パートBは審査可能な規格です。パートBは、適合しなければならない畜産物の加工処理に対するSQFシステム要素
（モジュール2）、および畜産物の加工処理に対する適正製造規範（GMP）（モジュール9）について詳述します。

もしあなたがサイトのマネジメントまたは技術的役割を担当し、SQF食品安全コード（畜産物製造）の要求事項
の実施に責任がある場合、SQFシステムの開始方法と実施方法につ

いていくつかの方法で学習することができます。

	■ SQFIには、オンラインの「SQFシステム実施」トレーニングコースがあり、sqfi.comからアクセスできます。このオン
ライントレーニングコースは、それぞれ都合の良い時間に、自分のペースで、SQFシステムトレーニングに登録し、
修了することのできるウェブベースの教育手段です。

	■ 認定トレーニングセンターのSQFIネットワークを通じて、「SQFシステム実施」トレーニングコースを利用できます。 
トレーニングセンターおよびトレーニングセンターが運営されている国についての詳細は、sqfi.comで確認でき 
ます。

	■ トレーニングの受講を推奨しますが、sqfi.comから無料で自身の業種、サイト、およびプロセスに適合するSQF食
品安全コード（畜産物製造）をダウンロードして、自分自身でトレーニングすることもできます。

	■ マネジメントについては、登録済みSQFコンサルタントのサービスを利用することを選択することもできます。すべて
のSQFコンサルタントには、特定の食品セクター分類（FSC）で活動するためにSQFIに登録され、登録されたFSC
を示す識別カードが発行されます。SQFコンサルタント資格取得に必要な要求事項を概説する基準および申請
フォームは、sqfi.comで入手できます。「SQFコンサルタント行動規範コード」は、SQFコンサルタントに期待される
規範を概説します。

	■ ガイダンス文書はいくつかのSQFコードとFSCに対して準備されており、sqfi.comから入手できます。これらの文書
は、SQFコードの要求事項の解釈を助け、SQFシステムの文書化と実施を支援します。この文書は食品セクターに
おける技術専門家の援助を受けて作成されています。ガイダンス文書は、補助として利用できますが、審査に適用さ
れる文書ではありません。ガイダンス文書とSQF食品安全コード（畜産物製造）の間に相違がある場合は、英語版
のSQFコードが優先します。
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SQF認証を達成するステップは以下のとおりです。

ステップ1：SQFI評価 
データベースへの登録

ステップ2：SQFプラクティ 
ショナーの指名

2.1 トレーニング 
（オプション）

ステップ3：認証の対象範囲の
決定

3.1 免除

ステップ4：SQFシステムの 
文書化

4.1 適用要素 4.2 必須要素

ステップ5：SQFシステムの 
実施

ステップ6：プレアセスメント 
審査（オプション）

ステップ7：認証機関の選定 7.1 SQF審査員の選定

ステップ8：初回認証審査 8.1 審査期間 8.2 コーポレート審査 8.3 季節生産

ステップ9：審査報告と対処 9.1 不適合 9.2 審査のスコア
9.3 レビュー済み 
審査報告書

9.4 是正処置

ステップ10：認証授与 10.1 認証発行 10.2 不適合
10.3 異議申し立てと 

苦情
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製造

SQF食品安全コード：食品製造* FSC 10：酪農食品加工
FSC 11：蜂蜜加工
FSC 12：卵の加工処理
FSC 13：パンおよびスナック食品の加工処理
FSC 14：果物、野菜、およびナッツ類の加工処理、ならびに果物ジュース
FSC 15：缶詰、UHT、および殺菌処理
FSC 16：氷および飲料加工 
FSC 17：菓子製造
FSC 18：保存食品の製造
FSC 19：食品原料成分の製造
FSC 20：調理済み食品の製造
FSC 21：油脂および油脂ベースのスプレッド製造
FSC 22：穀物加工
FSC 25：サイトで製造されない製品の再包装 
FSC 33：食品加工助剤の製造

SQF食品安全コード：畜産物製造* FSC 7：食肉処理、脱骨、および食肉解体
FSC 8：加工肉類および家禽肉
FSC 9：水産加工

SQF食品安全コード：栄養補助食品の製造* FSC 31：栄養補助食品の製造

SQF食品安全コード：ペットフードの製造* FSC 32：ペットフードの製造

SQF食品安全コード：動物飼料の製造* FSC 34：動物飼料の製造

食品包装

SQF食品安全コード：食品包装材の製造* FSC 27：食品包装材の製造

保管および流通

SQF食品安全コード：保管および流通* FSC 26：保管および流通

小売

SQF食品安全コード：食品小売 FSC 24：食品小売業

フードサービス

SQF食品安全コード：フードサービス FSC 23：ケータリングとフードサービス 

HACCPに基づく食品品質

品質

SQF品質コード GFSI認定の同等規格、HACCP認証とISO 22000を含む、その他の食品
安全マネジメント規格に適用される
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ステップ1：SQFI評価データベースへの登録
SQF認証を受けるには、SQFI評価データベースにサイトを登録する必要があります。このデータベースには、
sqfi.comからアクセスできます。

登録時および毎年の更新時に、サイトごとに支払うべき手数料があります。手数料の料金はサイトの規模に応じ
て設定されており、この規模は年間総売上高と業種に基づいて決定されます。手数料料金表は、sqfi.comで確
認できます。

初回認証審査の開始前にサイトをSQFIに登録する必要があります。また、サイト認証を維持するために、継続
的な登録が必要です。登録を維持しない場合、当該サイトがSQFI評価データベースに適切に登録されるまで、
サイト認証は無効となります。

ステップ2：SQFプラクティショナーの指名
SQF食品安全コード：畜産物製造では、各認証済みサイトが適切な資格を有するSQFプラクティショナーをサイ
トに配し、システム要素、適正製造規範（GMP）、食品安全プランを含む、SQFシステムの開発、実施、レビュー、
およびメンテナンスを監督することを義務付けています。SQFプラクティショナーの要求事項は、パートBのシス
テム要素の第2.1.1.4項および第2.1.1.5項に記載されています。

シフト上および運営上の要求事項に応じるために、2人以上のSQFプラクティショナーを配置することを選択で
きます。

指名SQFプラクティショナーの不在時にSQFシステムを管理するために、代替スタッフメンバーも特定する必要
があります。

2.1  トレーニング（オプション）
オンラインおよび認定トレーニングセンターのSQFIネットワークを通じて、「SQFシステム実施」トレーニング
コースを利用できます。SQF食品安全コード（畜産物製造）の要求事項の設計、実施、維持に責任があるSQF 
プラクティショナーは、トレーニングコースへ参加することが推奨されます。「SQFシステム実施」トレーニング
コースの受講はSQFプラクティショナーの必須義務ではありませんが、強く推奨されるものです。

トレーニングコースに関する詳細は、sqfi.comで入手できます。

SQFプラクティショナーは、最低2日間のHACCP訓練を無事終了して評価を受ける必要があります。

その他の食品業界分野、適正製造規範（GMP）、および内部監査のトレーニングも有益であるため、認定SQF 
トレーニングセンターでは、各センターが提供するその他のトレーニングコースの詳細を案内しています。
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ステップ3：認証の対象範囲の決定
SQFコードの実施の前に、認証の対象範囲（すなわち、SQFシステムに含める食品セクター分類、製品、および
プロセス）を決定しなければなりません。

認証の対象範囲では、SQF食品安全コード（畜産物製造）のどの要素を文書化および実施して、認証機関が審
査する必要があるかを特定します。対象範囲は、初回認証審査の前にサイトと認証機関の間で合意する必要が
あり、認証審査または再認証審査の最中または直後に変更することはできません。

認証の対象範囲の規定は以下のとおりです。

	■ サイト。SQF認証はサイト固有です。全施設、支援用建物、サイロ、タンク、積込および積み下ろしエリア、ならびに
外部の土地を含むサイト全体を認証の対象範囲に識別して含めます。

認証活動が、運営および技術的管理を担当する同一の上級管理職が監督する複数の施設で行われ、かつ1つのSQF
システムでカバーされる場合は、サイトを拡大して各施設を含めることができます。

	■ 食品セクター分類（FSC）。SQFIは、製品グループを分類するため、およびサイトを審査する審査員が前提知識と 
スキルを確実に有するようにするための食品セクター分類のリストを有します。SQF食品セクター分類（FSC）は、
GFSIの業種分類と一致しています。すべてのSQF食品安全コードの食品セクター分類の完全リストを付録1に示しま
す。SQF食品安全コード（畜産物製造）に適用されるFSCは以下のとおりです。

• FSC 7：食肉処理場、脱骨、食肉解体業務

• FSC 8：加工肉類および家禽肉の加工処理

• FSC 9：水産加工

	■ 製品。SQF認証は製品に固有のものです。適用されるそれぞれの食品セクター分類内で、SQFシステムに含まれる
製品（最高級の牛肉など）を識別する必要があります。リストに記載されたすべての製品の製造がSQFへの遵守に
ついて審査され、免除の要請がない限り、遵守の登録認証に記載されます（パートAの第3.1項を参照）。

認証の対象範囲の変更に関する要求事項については、パートAの第4.1項を参照してください。
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3.1  免除
サイトまたは施設の一部で加工処理または取り扱いが行われる製品に免除を求める場合は、認証審査の前に、
免除の理由を詳述した書面で免除の要請を認証機関に提出する必要があります。

認証機関により承認されると、免除は、SQFI評価データベースのサイト説明と審査報告書に記載されます。 
ただし、対象範囲に含まれる製品の生産、加工処理、保管に関与する施設およびプロセスの全部分は免除でき
ません。

サイトの免除製品および免除部分は、認証対象であると掲げることはできません。免除されたサイトの製品、 
装置、または区域を掲げていることが（定期審査またはその他の手段により）確認および実証された場合、SQF
認証は即時取り下げとなります。

サイト、プロセス、または製品の免除部分により、認証済み製品が食品安全リスクにさらされることがないこと
を示す必要があります。

ステップ4：SQFシステムの文書化 
SQF食品安全認証を達成するために、SQF食品安全コード（畜産物製造）のシステム要素（モジュール2）と関連
GMPの要求事項（モジュール9）を文書化および実施する必要があります。これは、以下の2段階のプロセスで
す。

まず、SQF食品安全コード（畜産物製造）のシステム要素とGMPモジュールに対応する方針、手順、作業指示、
仕様を作成します。つまり、「実行する内容を説明する」ことです。

4.1  適用要素
SQF食品安全コード（畜産物製造）の審査可能要求事項は、以下の階層で記載されます。

	■ モジュール、モジュール2（システム要素）、およびモジュール9（GMP要求事項）

	■ セクション（第2.1項、第2.2項、第2.3項など）

	■ 条項（第2.1.1項、第2.1.2項、第2.1.3項など）

	■ 要素（第2.1.1.1項、第2.1.1.2項、第2.1.1.3項など）

適用要素は、認証の対象範囲内の製品の安全性を確保するために、文書化および実施しなければならない関連
SQF食品安全コードの要素です。すべての要素が適用されるとは限りません。サイトに適用されないセクション
または条項が一部ある場合があります。

適用されるすべてのシステム要素とGMP要求事項は、認証審査中に評価されます。

要素が適用されないことを適切に正当化できる場合、SQF食品安全審査員によって審査報告書に「該当なし」
または「N/A」と記載されます。
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4.2  必須条項
必須条項は、モジュール2（サイトがSQF認証を取得するために文書化、実施、および審査しなければならない
システム要素、ならびに認証審査または再認証審査の期間中に免除できないシステム要素）内の要求事項です。

必須要素は「該当なし」や「免除」と報告できないものであるため、審査を行って適合／不適合を報告する必要
があります。

SQF食品安全コード（畜産物製造）のシステム要素では、必須要素は「必須」と表示されます。必須要素は以下
のとおりです。

2.1.1 マネジメント責任 2.5.1 妥当性および有効性

2.1.2 マネジメントレビュー 2.5.2 検証活動

2.1.3 苦情管理 2.5.3 是正処置と予防措置

2.2.1 食品安全マネジメントシステム 2.5.4 内部監査および検査

2.2.2 文書管理 2.6.1 製品の識別

2.2.3 記録 2.6.2 製品トレース

2.3.4 承認済みサプライヤープログラム 2.6.3 製品の撤去とリコール

2.4.1 食品関連法規 2.7.1 フードディフェンスプラン

2.4.2 適正製造規範 2.7.2 食品偽装

2.4.3 食品安全プラン 2.8.1 アレルゲンマネジメント

2.4.7 製品リリース 2.9.2 教育訓練プログラム

ステップ5：SQFシステムの実施
SQF要求事項に対応する方針、手順、作業指示、および仕様を無事整備したら、すべての文書が遵守されてい
ること、およびSQF食品安全コード（畜産物製造）の関連モジュールへの遵守を示す記録が維持されていること
を確認する必要があります。

つまり、「説明した内容を実行する」ことです。SQFIは、サイト審査実施前には、最低90日間分の記録が利用で
きるようになっていることを推奨しています。

ステップ6：プレアセスメント審査（オプション）
プレアセスメント審査は強制ではありませんが、サイトの実施済みSQF食品安全システムに対して「健全性
チェック」を行う手段として推奨されます。プレアセスメント審査は、文書化のオンサイトまたはオフサイトレ
ビューを含めることもでき、サイトのSQF食品安全システムの欠落点の特定に役立てることができます。これに
より、選定した認証機関を完全な認証審査のために関与させる前に、是正処置を講じることができます。

このプレアセスメント審査は、社内リソース、登録済みSQFコンサルタント、または登録済みSQF食品安全審査
員など様々な手段を使って実施できます。
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ステップ7：認証機関の選定 
認証機関は、SQFIからライセンスされ、SQF審査を実施し、SQF登録認証を発行します。SQFIのライセンスを
もった認証機関は、国際規格ISO/IEC 17065:2012（または、該当する場合は後続版）の認定を受け、SQFIの 
ライセンスをもった認定機関による認証活動の評価を年1回受けます。

サイトは、合意により提供されるSQF認証サービスの概要を示す認証機関との契約書を所定の場所に常備して
おく必要があります。概要には、最低でも以下が含まれます。

	■ 承認された免除を含む、認証の対象範囲（ステップ3を参照）

	■ 予定審査期間および報告要求事項

	■ 審査コスト、出張時間と旅費、報告書作成、付帯コスト、および不適合の対処コストを含む認証機関の 
料金体系

	■ SQF認証の発行、取り下げ、一時停止の条件

	■ 認証機関の異議申し立てと苦情のプロセス 

	■ サイトのFSCに対する審査員の対応可能性

該当する地域または国にて運営するライセンスをもった認証機関のリストは、sqfi.comから入手できます。認証
機関はSQFI評価データベースにも記載されているため、登録済みであれば、見積価格の要請や認証機関の 
選定をオンラインで行うことができます（パートAのステップ1を参照）。

SQFマルチサイトプログラムの実施を求める場合は、その旨を認証機関に申請書で示す必要があることに留意
してください。セントラルサイトの識別、サブサイトの数や名前などのマルチサイトプログラムについて合意され
た内容は、認証機関との契約に入れる必要があります。マルチサイト認証の要求事項については、付録4を参照
してください。

7.1  SQF審査員の選定
SQF食品安全審査員は、認証機関によって選定されます。審査員は、認証機関によって雇用されるか、または 
同認証機関と契約を結び、サイトの認証の対象範囲と同一の食品セクター分類としてSQFIに登録される必要
があります（パートAのステップ3を参照）。SQF審査員が、要求される食品セクター分類を有していない場合は、
専門技術者を用いて登録済みのSQF食品安全審査員を補助することもできます（パートAの第15.7項を参照）。

認証機関には、SQF食品安全審査員が同一サイトの審査を、3連続認証サイクルを超えて実施しないようにする
ことが義務付けられています。

認証機関は、SQF審査の予定を決める時点で、SQF食品安全審査員名をサイトの当事者に通知する必要があ
ります（無通告審査を除く）。SQF食品安全審査員の登録と食品セクター分類をsqfi.comでチェックすることが
できます。

SQF食品安全審査員は、過去2年以内にサイトにおいて、コンサルタントとしての役割に参加していた場合、ま
たは過去2年以内にサイトの誰かと利害の対立がある場合、サイトを審査することはできません。SQF食品安全
審査員が利害の対立を抱えていると考えられる場合、またはその他の理由のために、その審査員のサービスを
拒否できます。そのような場合、サイトは、その理由の概要を書面で認証機関に説明する必要があります。
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ステップ8：初回認証審査 
SQF食品安全コード（畜産物製造）のSQF審査は、資格を有し、かつ登録されたSQF食品安全審査員（または
審査チーム）が実施するアセスメントであり、文書化（ステップ4を参照）がSQFコードを遵守すること、ならびに
食品安全、衛生、およびマネジメントの各活動が文書化された方針、手順、および仕様に従って実施されている
ことを確認します。SQF審査に関する定義はすべて「付録2：用語集」にあります。

審査範囲（ステップ3を参照）について認証機関と合意して、審査が開始されたら、審査範囲は変更できません。

初回認証審査は、認証機関が指名するSQF食品安全審査員によって実施されます。審査の一部は、情報通信技
術（ICT）を用いてリモートから実施することができますが、割り当てられた審査期間の少なくとも半分は、オン
サイトで実施しなければなりません。リモート活動は、サイトの当事者と認証機関が合意した場合に限り実施で
き、ICT能力と情報セキュリティ要求事項によって異なります。

オフサイト部分とオンサイト部分は、サイトの当事者と認証機関が合意した時間に実施され、オンサイトの構成
要素は、主要プロセスが稼働中の場合に限り実施されます。

リモート部分の審査プロセスの期間中に実施してもよい活動は以下のとおりです。

	■ SQFプラクティショナーと食品安全（HACCP）チームの資格のレビュー

	■ 方針、手順、食品安全プラン、作業指示、および登録リスト／リストのレビュー 

	■ 主要人員へのインタビュー 

	■ 食品安全プラン、HACCPプログラム、および食品安全マネジメントの人員

	■ 内部監査、是正処置、苦情、リコールのレビュー

	■ トレーサビリティと模擬リコールの訓練

	■ フードディフェンスおよび食品偽装プログラムに対する脅威と脆弱性のアセスメント

オンサイト活動には、必要に応じて、以下を含めることができます。

	■ 討議中の文書と記録に対するリモート活動からのフォローアップ 

	■ 面談と作業手順の観察に対するフォローアップ

	■ 食品安全プランと適正製造規範の実施

	■ HACCPを含む食品安全マネジメントシステムが、認証の対象範囲内に含まれるすべての製品、プロセス、および 
施設に対処していることを検証 

リモート活動は無通告審査には適用されません（第11.4項を参照）。
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8.1  審査期間
審査期間は、SQF審査員がSQFシステムのアセスメントを完了するために必要な予定される合計審査時間で
す。審査期間には報告書作成に必要な時間を含めることも含めないことも許されます。報告書作成時間を含む
審査の料金を認証機関と確認する必要があります。

認証審査または再認証審査の最低期間は、リモート活動とオンサイト活動の両方を含めて2日間です（ステップ8
を参照）。

審査期間は、施設のサイズ、従業員数、プロセスの複雑度、および食品安全リスクに基づき、認証機関が算出し
ます。認証機関は、SQFシステムの完全網羅を確保するために、審査期間についてサイトの当事者と意見交換し
て同意に達します。

審査期間に影響を及ぼす可能性のある要素には、以下が含まれます。

	■ 審査の範囲

	■ サイトの大きさ、製品フローのデザイン、スタッフの移動

	■ 製品ラインの数と複雑度、全体的なプロセス

	■ 製品のリスクレベルの高低

	■ SQFシステムと関連文書の複雑度合い

	■ 機械化および労働集約のレベル

	■ 会社要員とのコミュニケーションの容易さ（サイト内で話される異言語など）

認証機関は、審査期間の正当な理由をサイトの当事者との契約書に文書化する必要があります。

8.2 コーポレート審査
サイトが大規模法人の一部であり、食品安全機能の一部がコーポレートヘッドオフィス（製品の加工処理または
取り扱いを行わないオフィス）で実施されている場合、認証機関は、ヘッドオフィスが管理するコード要素に対す
るコーポレート審査をオプションで実施できます。アセスメントのこの部分は、ICTを用いてリモートから実施す
ることもできます。

個別のコーポレート審査を実施する必要があるか否かの決定は、認証機関と法人との合意により行われ、コー
ポレートオフィスが管理下のSQF認証サイトに周知します。

コーポレート審査を実施する場合、審査証拠をレビューするものとし、法人にて識別されたすべての不適合は、
サイト審査を実施するまでに対処されなければなりません。完了していないあらゆる未対処の不適合は、サイト
に帰属します。

SQF食品安全審査員は、コーポレートオフィスが管理する各サイトの審査中にサイトの認証の対象範囲に関連
するコーポレート機能の適用を審査します。SQF食品安全コード（畜産物製造）の必須要素と適用要素のすべ
ては、コーポレート審査の所見を問わず、各サイトで審査されます。

ヘッドオフィスのコーポレート審査は、SQFマルチサイトプログラム内の指名されたセントラルサイトには適用さ
れません（付録4を参照）。
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8.3  季節生産
サイトが季節生産（任意の暦年中の5連続月を超えない短期間に実施される主要な生産活動）に関与している
場合、初回認証審査は、季節のピーク操業時（プロセスの操業時期）に実施される必要があります。

複数季節の製品を認証の対象範囲内に含めるよう求める場合、サイトの当事者と認証機関は、最もリスクの高
いおよび／または最も生産量の多い操業時に初回認証審査を実施するよう合意する必要があります。

その他の季節生産の文書化と記録を認証審査の一部としてレビューします。

ステップ9：審査報告と対処
SQF食品安全審査員は、文書化された方針、手順、および仕様の文書化と実施の有効性をレビューします。審
査員は、文書化と記録、主要スタッフとの面談、業務活動と清掃活動の観察をレビューして、SQFコードのすべ
ての必須要素と適用要素に対する適合または不適合の証拠を集めます。

オンサイト活動には、認証の対象範囲および合意した免除を問わず、建物の内部および外部を含む、サイト全体
を含めます。サイト審査には、すべての業務および清掃シフトのレビュー、ならびに該当する場合は業務前の点
検も含めます。

リモート審査活動を利用する場合、SQFIは、観察と面談にオンサイト審査時間の80%を使うことを想定します。

9.1 不適合 
SQF食品安全審査員がSQF食品安全コード（畜産物製造）の関連モジュールの要求事項からの逸脱を見つけ
た場合は、サイトの当事者に不適合の数、説明、不適合の等級を通知します。不適合は、「規格不適合性」とも
呼ばれます。

SQF食品安全コード（畜産物製造）に照らした不適合は以下のように等級分けされます。

	■ 軽微な不適合は、要求事項のへの適合を維持する上で偶発的なまたはめったに起こらない支障の証拠だが、食品
安全マネジメントシステムの破綻や食品安全が損なわれていることを示す物ではない。軽微な不適合は、SQF規格
要求に対する不完全なまたは不適切な実施の証拠であり、修正されない場合は、システム要素の崩壊を招く可能性
がある。

	■ 重大な不適合はシステム要素における支障で、食品安全マネジメントシステムの破綻、要求事項からのかなりの逸
脱、および／または適用システム要素もしくは適正製造規範への適合を示す証拠の不在である。重大な不適合は、
認証の対象範囲に含まれる製品における食品安全リスクの証拠である。

	■ 致命的な不適合は、重要管理点、前提条件プログラム、またはその他のプロセスステップにおける管理の破綻のこ
とで、著しい公衆衛生上の危険および／または製品汚染を招く可能性があると判断されるものである。

致命的な不適合は、認証機関が食品安全管理およびSQFシステムに関連する記録が全体的に改ざんされていると
見なす場合にも提起される。

SQF食品安全審査員が、認証審査中に致命的な不適合が存在すると見なす場合、当該審査員は、サイトの当
事者への助言と認証機関への通知を速やかに行うことが義務付けられています。

初回認証審査において提起される致命的な不適合は、審査は自動的に不合格となり、サイトは認証を再申請す
る必要があります（第10.2項を参照）。
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9.2 審査のスコア
SQF食品安全審査員により収集された証拠に基づき、SQF認証食品安全審査の各適用条項のスコア付けは審
査報告書で自動的に行われます。

スコアは以下の因子に基づきます。

0 - 基準を満たしている
1 - 軽微な変動が原因で、基準を満たしていない側面がある（軽微な不適合）
5 - 基準を満たしていない側面がある（重大な不適合）
50 - 基準を満たしていない側面がある（致命的な不適合）

単一の格付けは、サイト審査に対して（100 - N）として計算されます。この場合、Nは、割り当てられた個別の
格付け基準の合計です。格付けは、SQF食品安全コード（畜産物製造）に照らしたサイトの全体的な状態を示す
もので、認証機関によるサーベイランスの要求レベルに関する指標を示します。各格付けレベルの審査頻度は、
以下のとおりです。

スコア 格付け 認証1 審査頻度

96～100 E - 優 認証を発行する 12カ月ごとに再認証審査を実施

86～95 G - 良 認証を発行する 12カ月ごとに再認証審査を実施

70～85 C - 適合 認証を発行する 6カ月ごとにサーベイランス審査を実施

0～69 F – 不適合 認証を発行しない SQF審査不合格と見なす
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9.3 レビュー済み審査報告書
SQFIは、SQF食品安全審査実施時にSQF食品安全審査員が使用する電子審査用チェックリストを認証機関に
提供します。このSQF審査用チェックリストは、SQFI評価データベースから入手でき、SQFの業種によってカスタ
マイズされます。審査に用いるチェックリストはサイトに固有のものです。

このSQFチェックリストは、SQF食品安全審査要求事項の統一的な適用を確保するために作成されます。SQF
チェックリストは、SQF食品安全審査員が所見を記録するためや、SQF要求事項に対するサイトの業務の遵守
度を判断するために使用します。

審査報告書はドラフトの形式で維持され、審査証拠は、技術面のレビューが行われ、認証機関の権限のある認
証マネージャーにより承認されるまで、推奨扱いとされます。

SQFIは以下のことを義務付けます。

	■ 食品安全審査員は、提出しなければならないSQF食品安全審査報告書のすべての必須要素（第4.2項を参照）に対
して報告（適合／不適合）しなければならない。

	■ サイト審査中に特定された不適合（第9.1項を参照）は、SQF食品安全審査報告書に正確に記載され、記載には
SQF食品安全コード（畜産物製造）の要素と不適合の理由を含める必要がある。

	■ SQF食品安全審査員は、サイト審査の終了前にすべての不適合を報告する必要がある。

	■ ドラフト段階の審査報告書は、SQF審査員が漏れなく記入した上で、技術レビューを受けるために認証機関に提供
する。

	■ 認証機関は審査証拠記録をレビューおよび承認し、審査の最終日から10暦日以内にサイトの当事者が利用できる
ようにする。

9.4  是正処置
SQF食品安全審査員が特定したすべての不適合に対して適切な是正処置を講じる必要があります。是正処置
は、検出された不適合の原因を取り除いて再発を防止するために講じる処置のことです（すべての定義は「付
録2：用語集」にある）。

サイト審査の完了日から30歴日以内に是正処置を検証して対処できるよう、その是正処置の証拠をSQF食品
安全審査員に送付する必要があります。

是正処置の提出を怠る場合やSQF食品安全審査員が30日以内に是正処置を検証しない場合、認証機関はサ
イトを認証できないため、認証を再申請する必要があります（第10.2項を参照）。

	■ 軽微な不適合（第9.1項を参照）は、サイト審査の完了日から30暦日以内にSQFI評価データベースで対処する必要
があります。製品の安全性に差し迫った脅威がない場合は、認証機関によって期間延長が認められ、一時的な管理
の代替手段が開始されます。サイトは延長期間が通知されます。

追加時間が許可された場合、不適合は継続してSQFI評価データベースで対処され、SQF食品安全審査員は期間延
長の正当な理由、リスク管理の方法、合意された完了日の全詳細を文書化します。

文書化された根本的な原因分析は、是正処置の証拠の一部として軽微な不適合ごとに必要です。



パートA：SQF食品安全コードの実施および維持：畜産物製造

SQF食品安全コード：畜産物製造（第9版） 22

	■ 重大な不適合（第9.1項を参照）も、サイト審査の完了日から30暦日以内にSQFI評価データベースで対処する必要
があります。文書化された根本的な原因分析は、是正処置の証拠の一部として重大な不適合ごとに必要です。

是正処置に構造的変更が必要になる場合、または季節的条件や導入リードタイムのために是正処置を修正できな
い場合、是正処置期間に認証機関が同意でき、かつサイトが暫定措置を講じて製品安全性に対するリスクを軽減す
るという条件で、追加期間が許可される可能性があります。

そのような場合は、不適合が対処され、SQF食品安全審査員は、期間延長の正当な理由、リスク管理の方法、合意
された完了日の全詳細を文書化します。

ステップ10：認証授与
認証機関は、SQF食品安全審査員がSQF審査中に推奨した適合と不適合の証拠に基づいて認証の決定を行い
ます。SQFIは認証に関するガイダンスを提示しますが、認証が、SQF食品安全審査員が提示する客観的証拠に
基づいて正当かつ当然であるか否かを判断する責任を負うのは認証機関です。

本項の対象範囲外で行われる認証決定はすべて、認証機関がSQFIに正当な理由を書面で提出する必要があり
ます。

完了して承認された是正処置を含む最終審査報告書は、最終認証決定が行われる前に、サイトで利用可能に
なります。SQF食品安全審査報告書は、サイトの所有物であり、サイトの許可なしに第三者に配布することはで
きません。

SQFシステム認証は、未対処の不適合がない、審査格付け「C - 適合」以上を達成しているサイトに授与されま
す。認証機関はサイト審査の最終日から45暦日以内に認証決定を行います。SQF認証が授与されると、認証機
関は、当該サイトに固有の認証番号を発行します。



パートA：SQF食品安全コードの実施および維持：畜産物製造

SQF食品安全コード：畜産物製造（第9版） 23

10.1 認証発行
認証授与から10暦日以内に、認証機関はサイトの登録認証の電子コピーおよび／またはハードコピーを提供し
ます。登録認証は、初回認証審査の応当日を過ぎてから75日間有効です。

登録認証は、認証機関の財産として維持され、認証機関が設計した形式を維持し、以下の情報を記載しなけれ
ばなりません。

	■ SQFI評価データベースに記載されたとおりのサイトの名称と所在地

	■ 認証機関の名称、所在地、およびロゴ

	■ 認定機関のロゴおよび認証機関の認定番号

	■ 「認証」という見出し

	■ 「（サイト名）は、SQF食品安全コード（畜産物製造）第9版の要求事項を満たすものとして登録される」という文言

	■ 登録の対象範囲 - 食品セクター分類および製品

	■ 審査日（最終日）、次回の再認証審査日、認証決定日、認証の有効期限日

	■ 無通告での再認証審査の実施（該当する場合）

	■ 認証機関の正当な権限ある役員および発行担当役員の署名

	■ SQFロゴ

認証済みのサイト情報はsqfi.comに掲示されます。

登録認証は英語で発行されます。ただし、英語以外の言語を話す国の登録認証は、現地語による登録認証を要
求することができます。SQFIでは、以下である限り、要請があれば認証機関に対して現地語による登録認証の
発行を許可します。

	■ 上記の認証情報を含む。

	■ 認証機関は翻訳のためのプロトコルを整備し、翻訳を検証できる。および

	■ SQFIが要請すれば、英語と翻訳されたコピーの登録認証を入手できる。

10.2 不適合
サイトが初回食品安全認証審査で「F – 不適合」評価を受けるか、要求された期間（第9.4項を参照）内に特定
された不適合の修正をできなかった場合、サイトはSQF食品安全審査に失敗したと見なされるため、別の認証
審査を申請しなければなりません。
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10.3 異議申し立てと苦情
認証機関は、サイトまたはサイトに関する別の関係者によって行われる異議申し立てと苦情の取り扱いおよび
解決のために手順書をサイトの当事者に提供する必要があります。

異議申し立て。SQF食品安全審査員が審査の結果として行った判定または認証に関して認証機関が行った決
定に異議を申し立てる理由がある場合は、その異議申し立てを認証機関に申し出る必要があります。認証機関
は、この問題を先延ばしすることなく調査および解決し、すべての異議申し立てとその解決の記録を維持する必
要があります。

異議申し立てが認証機関によって円満に解決できない場合、その問題は、宛先がcompliance@sqfi.comの
電子メールでSQFIに転送されます。ただし、これは、問題が認証機関に持ち込まれ、円満に解決されなかった
場合に限ります。

認証機関によるSQF認証の一時停止および／または取り下げについての意思決定に関する異議申し立てでは、
認証の一時停止または取り下げを行う判断を先延ばしにしてはなりません。

SQF登録審査員またはその他の認証機関の人員の行為や態度に関する苦情は、認証機関に申し立てる必要が
あります。認証機関は、苦情を先延ばしすることなく調査および解決し、その解決の記録を維持します。

認証機関が他の関係者からサイトに関する苦情を受け取った場合、認証機関は、その問題を先延ばしすること
なく調査および解決し、その解決の記録を維持する必要があります。

苦情の調査の結果、サイトのSQFシステムに立証できる破綻があることもしくはSQF食品安全コード（畜産物製
造）に従わないその他の状態があること、および／またはその他の裏付けとなる文書があることが判明した場
合、認証機関はステップ14の記載に従って認証を一時停止する必要があります。

SQFI、SQFコード、SQFI評価データベース、SQFトレーニングセンター、およびSQF専門家に関する苦情、なら
びに認証機関に申し立てられた未解決の苦情は宛先がcompliance@sqfi.comの電子メールでSQFIに転
送することができます。



パートA：SQF食品安全コードの実施および維持：畜産物製造

SQF食品安全コード：畜産物製造（第9版） 25

A3： SQF認証の維持（ステップ11～15）
ステップ11：再認証
SQF食品安全コード（畜産物製造）の認証を維持するために、サイトは、認証および再認証審査で審査格付け
「C - 適合」以上を取得すること、要求される期間内にサーベイランス審査および／または再認証審査を確実
に行うこと、致命的な不適合がサーベイランス審査または再認証審査で提起されないようにすること、すべての
重大な不適合および軽微な不適合を指定期間内に修正することが必要となります。

11.1 再認証審査
サイトの再認証審査は、初回認証審査の最終応当日の前後30暦日以内に実施されます。この再認証審査は、
サイトのSQFシステムの継続的な有効性を検証するために実施されます。

初回認証審査に示すとおり、再認証審査の一部はICTを利用してリモートから実施することができます。ただし、
割り当てられた審査期間の少なくとも50%はオンサイトでなければなりません。リモート活動は、認証機関と合
意した場合に限り実施でき、ICT能力と情報セキュリティ要求事項によって異なります。オフサイトとオンサイト
の活動例を「ステップ8：初回認証審査」に示しています。

再認証審査のスコアは、初回認証審査と同じ方法で計算され、同じ格付けシステムが適用されます（第9.2項を 
参照）。

再認証審査の目的は以下のとおりです。

	■ 前回審査で対処された修正事項および是正処置の継続的な有効性を検証すること

	■ SQF食品安全システムが、文書化されたとおりに継続的に実施されていることを検証すること

	■ 内部監査、危機プラン、フードディフェンスプラン、およびリコールシステムの年1回のレビュー、ならびにマネジメント
レビューが効果的に完了しているかを検証すること

	■ すべての規格不適合性に対して是正処置と予防措置を講じているかを検証すること

	■ サイトのSQF食品安全システムに影響及ぼす変更がサイトの業務に行われた場合に適切な処置を講じていること
を確認すること

	■ すべての重要ステップ、およびSQFシステムの全要素間の効果的な相互作用が継続的に制御されていることを検証
すること

	■ 業務内の変更点を踏まえて、SQFシステムの総合的な有効性を全体として検証すること

	■ サイトが、SQFシステムの有効性を維持すること、ならびに規制および顧客要求事項を満たすことへのコミットメント
を継続的に実証していることを検証すること

	■ サイトのSQFシステムおよび業務運営の継続的改善に対する貢献を確認すること
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11.2  初回認証プロセスとの差異
再認証審査の要求事項は、初回認証審査に関するステップ8の記載と同じですが、以下の例外があります。

	■ サイトが合意した期間内に再認証審査を許可しない場合、認証機関は、サイトの登録認証を速やかに一時停止する
必要がある

	■ サイトが、再認証審査で「F - 不適合」の評価を受けた場合、認証機関は、サイトの登録認証を速やかに一時停止す
る必要がある

	■ サイトが30日以内に規格不適合性に対処できない場合、認証機関はサイトの登録認証を速やかに一時停止する必
要がある

再認証審査日および認証の期間延長の一時的変更または永久的変更については、第15.1項を参照してくださ
い。

11.3  再認証審査：季節操業
季節操業の再認証審査はステップの第11.1項の要求事項に従います。ただし、季節操業が大幅に変更され、60日
間の再認証審査期間を満たせない場合は、季節のピーク操業時期に審査を行うよう、サイトの当事者は、認証
機関と一時的に再認証審査日を設定し直します。

季節的条件のために再認証審査日の永久的な変更を希望する場合は、SQFコンプライアンスマネージャーに書
面で要請を行わなければなりません。

11.4  無通告審査
認証機関は、サイトの無通告審査を3年に一度実施することが義務付けられます。最初の3年サイクルは、初回
認証審査日から開始されます。認証の最初の3年以内に、無通告審査を1回受ける必要があります。その後は、 
3年ごとに無通告審査があります。

SQF無通告再認証審査のプロトコルは以下のとおりです。

	■ 無通告食品安全審査は、60日間の再認証期間（初回認証審査の契約応当日の前後30日）以内に実施する 

	■ 認証機関を変更しても、サイトの無通告再認証審査スケジュールは変更されない

	■ SQFマルチサイトプログラム（付録4を参照）内のセントラルサイトとサブサイトは無通告審査から免除される

	■ 初回無通告審査の実施年は、サイトと認証機関との間で決定される その後は、無通告審査は3年ごとである 

	■ 無通告審査日は、60日間の再認証審査期間内に認証機関により決定される 

	■ 定義済みブラックアウト期間は、季節外れやサイトが合法的な業務理由で稼働していない時期に無通告再認証審査
の実施を避けるために、サイトと認証機関との交渉により確定される場合がある

	■ 無通告審査はオンサイトの審査である。ICTを利用するリモート活動は、無通告審査には適用されない 

	■ SQF食品安全審査員に対して無通告審査のための立ち入りを拒否する場合、認証機関は登録認証を速やかに一時
停止する必要がある 

	■ 無通告再認証審査後に発行される登録認証は、審査が無通告であったことを示す（第10.1項を参照）
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サイトは、3年の認証サイクルを見合わせ、自発的に年度の無通告再認証審査を選択することもできます。年度
の無通告再認証審査をサイトで実施する場合は、3年の認証サイクル審査のために概説されたプロトコルに認
証のたびに従う必要があります。

SQF認証に年度の無通告再認証審査が記載されたサイトは、「SQFI選択サイト」として承認されています。

ステップ12：サーベイランス審査
サーベイランス審査は、サイトが認証審査または再認証審査で「C - 適合」評価を達成した場合に実施されます。

サーベイランス審査は、最後の認証審査または再認証審査の最終日から6カ月目の応当日の前後30暦日以内
に実施されます。

新しいスコアと格付けがサーベイランス審査で発行されますが、サイトの再認証審査日には影響しません。

サーベイランス審査はSQFシステム全体にわたる審査です。サーベイランス審査は特に以下のことを意図して
います。

	■ 前回審査で対処された修正事項および是正処置の継続的な有効性を検証すること

	■ SQFシステムが、文書化されたとおり継続的に実施されていることを検証すること

	■ サイトのSQF食品安全システムに影響及ぼす変更がサイトの業務に行われた場合に適切な処置を講じていること
を検証すること

	■ SQF食品安全コード（畜産物製造）への要求事項の継続的適合を確認すること

	■ すべての重要なステップを継続管理中であることを検証すること

	■ サイトのSQFシステムおよび業務運営の継続的改善に貢献すること

サーベイランス審査で提起された重大なまたは軽微な規格不適合性は、パートAの第9.4項の指示に従って 
対処する必要があります。
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12.1 サーベイランス審査：季節操業
季節操業は、任意の暦年中の5連続月を超えない短期間に主要な生産活動が実施されるサイトで起こります。

認証審査または再認証審査で「C - 適合」評価を達成する季節操業は、サーベイランス審査を受ける必要があ
ります。

サーベイランス審査日が操業季節の範囲内にある場合、サーベイランス審査は、前回の認証審査または再認証
審査の最終日から6カ月目の応当日の前後30暦日以内に実施される必要があります。

サーベイランス審査の期限が操業季節の範囲外にある場合、認証機関は、次回の季節の30日以上前に、操業
前審査を実施する必要があります。操業前審査は、最後の審査による是正処置の完全レビューと次回の再認証
審査の準備で構成します。

ステップ13：認証の一時停止
サイトが以下の場合、認証機関はSQF認証を一時停止する必要があります。

	■ 審査期間内に再認証審査またはサーベイランス審査を許可しない場合

	■ 第9.4項に規定された期間内に是正処置を講じない場合 

	■ 無通告審査を許可しない場合またはSQF食品安全審査員に対して無通告審査のための立ち入りを拒否する場合

	■ サーベイランス審査または再認証審査で「F - 不適合」評価を受ける場合 

食品安全審査員の意見および技術レビュー担当者のサポートのために、サイトがSQF食品安全コード（畜産物
製造）の要求事項を維持できない場合、認証機関も認証を一時停止する場合があります。

13.1  一時停止の報告
サイトの認証が一時停止すると、認証機関はすぐに、SQFI評価データベース上にある当該サイトの詳細情報を
「一時停止」状態に修正し、一時停止の理由と発効日を表示します。さらに認証機関は以下も行います。

	■ 講じた処置の理由と発効日を書面でサイトに通知する 一時停止通知の受入の確認を必要とする

	■ オンライン変更通知フォームを用いて一時停止をSQFIに通知する
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13.2  一時停止後の是正処置
一時停止の理由によっては、以下の処置が必要です。

以下の場合 以下を実行する
i. 審査期間内の再
認証審査または
サーベイランス
審査をサイトが
許可しない場合：

認証機関は、サイトの当事者が、一時停止の通知受入の48時間以内に、遅延の正当な理由と再スケジュー
ルされた審査の予定（審査期間から30日以内でなければならない）を詳述したプランを提出するよう要請
する。
認証機関は、通告したオンサイトの再認証審査またはサーベイランス審査（該当する場合）を是正処置プ
ランの受入から30暦日以内に実施する。
サイトがSQF審査をE、G、またはCの評価で無事に完了した場合、認証機関は、サイトのステータスを
SQFI評価データベースに再掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイ
トの当事者に送付する。
評価を問わず、指定された期間の再認証審査をサイトが許可しないため、認証機関は、一時停止から6カ
月以内に追加の無通告サーベイランス審査を実施して、SQFコードの継続的な適合を検証する。

ii. 指定された期間
内にサイトが是
正処置を講じな
い場合：

未処理の不適合を解決するために講じる是正処置を概説する詳細なプランを、一時停止通知の受入後 
48時間以内に提供するよう認証機関が要請する。
認証機関は、是正処置プランの受入後30暦日以内にオンサイト訪問によって是正処置プランが実施され
ていることを検証する。
是正処置プランが無事に実施された場合、認証機関は、サイトのステータスをSQFI評価データベースに再
掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイトの当事者に送付する。

iii. サイトが無通告
審査を許可しな
い場合または
SQF食品安全審
査員に対して無
通告審査のため
の立ち入りを拒
否する場合：

認証機関は、サイトの当事者に対して、一時停止の通知受入から48時間以内に、無通告審査を許可しな
い正当な理由を詳述したプランと次の30日以内に無通告審査を開始するための合意書を提出するよう要
請する。
認証機関は、サイトの確認の受入から30暦日以内にオンサイトの再認証審査を実施する。
サイトが無通告審査をE、G、またはCの評価で無事に完了した場合、認証機関は、サイトのステータスを
SQFI評価データベースに再掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイ
トの当事者に送付する。
さらに、上記の無通告再認証審査から6カ月以内に無通告のサーベイランス審査を実施して、SQFシステ
ムの継続的な適合を検証する。

iv. サーベイランス
審査または再認
証審査で「F - 不
適合」評価をサイ
トが受ける場合：

未処理の不適合を解決するために講じる是正処置を概説する詳細なプランを、一時停止通知の受入後 
48時間以内に提供するよう認証機関が要請する。
認証機関は、是正処置プランの受入後60暦日以内にオンサイト訪問の手段によって是正処置が実施され
ていることを検証する。
是正処置プランが無事に実施された場合、認証機関は、サイトのステータスをSQFI評価データベースに再
掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイトの当事者に送付する。
一時停止が再認証審査の結果である場合、認証機関は、一時停止から6カ月以内に、無通告のサーベイラ
ンス審査を実施して、是正処置プランの効果的な実施を検証する。

v. SQF食品安全
コード（畜産物
製造）の要求事
項をサイトが維
持しない場合：

SQF食品安全コードを維持しないことに関し、サイトが講じなければならない是正処置について概要を示
す詳細プランを、一時停止通知の受入後48時間以内に提出するよう認証機関が要請する。
認証機関は、是正処置プランの受入後30暦日以内にオンサイト訪問の手段によって是正処置が実施され
ていることを検証する。
是正処置プランが無事に実施された場合、認証機関は、サイトのステータスをSQFI評価データベースに再
掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイトの当事者に送付する。

サイトのSQF認証が一時停止されると、サイトは、一時停止期間中、自サイトがSQF認証取得サイトであること
を示すことができません。

認証機関によるSQF認証の一時停止および／または取り下げについての決定に関する異議申し立てでは、認
証の一時停止または取り下げを行う判断を先延ばしにしてはならないものとします（第10.3項を参照）。
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ステップ14：認証の取り下げ
サイトが以下に該当する場合、認証機関は登録認証を取り下げます。

	■ 一時停止状態に置かれ、認証機関が一時停止の通知に定義した、一時停止プロトコルに従っていない

	■ 認証機関の決定どおり、指定された期間内に承認済み是正処置を講じていない場合（ステップ13.1を参照）

	■ 意図的かつ体系的に記録を偽造している

	■ SQF認証の完全性を維持していない場合

	■ 当該サイトの資産に管財人、財産保全管理人、財産保全管理人兼管理人、公的管理人、暫定清算人が任命されて
いる場合、または当該サイトの閉鎖に関して命令が下される場合もしくは決議が可決される場合（合併や再建目的
を除く）、または当該サイトが営業停止するもしくは倒産するもしくは倒産や破産者の救済のために法の恩恵を受け
るもしくは債権者と取り決めや和議を行う場合

サイトの認証が取り下げになると、認証機関は、SQFI評価データベースにある当該サイトの詳細情報を「取り
下げ」ステータスに修正し、取り下げの理由と発効日を表示します。さらに認証機関は以下も行います。

	■ SQF認証が取り下げられたこと、そのような措置の理由、発効日を書面で通知する 取り下げ通知の受入の確認を
必要とする

	■ オンライン変更通知フォームを用いて取り下げをSQFIに通知する

	■ 登録認証を通知から30日以内に返却するよう指示する

登録認証が取り下げになると、登録認証が認証機関から取り下げを受けた日から12カ月の間、認証の再申請が
禁止されます。取り下げを受けたサイトは、12カ月の間sqfi.comに掲示されます。

ステップ15：サイトのSQF要求事項の変更
SQF食品安全コード：SQF食品安全コード（畜産物製造）では、事業内容の変更に基づき要求事項を変更でき
ます。これには、製品の対象範囲の変更と追加、認証機関の変更、サイトの移転、事業オーナーシップの変更が
含まれます。

サイトが、認証の対象範囲に含まれる製品のリコールを経験する場合または規制の介入を受ける場合、認証機
関は通知を受ける必要があります。

SQF要求事項がここに示されます。これらのいずれかの変更に支援が必要な場合は、SQFI顧客サービスチーム
（宛先info@sqfi.com）まで電子メールでお問い合わせください。
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15.1 審査日の一時的変更または恒久的変更
天災や異常気象などの異常事象による変更を含む、サイトの認証の期間延長またはサイトの再認証審査期間
の一時的または永久的変更を発行するには、SQFコンプライアンスマネージャーの書面による承認を必要とし
ます。

すべての変更要請は、サイトの直近のSQF認証を発行した認証機関が送付する必要があります。

合法的な事業理由による一時的または永久的な認証変更に関するすべての要請は、変更要請および通知
フォーム（sqfi.comで入手可）を用いて認証機関がSQFIに提出する必要があります。このオンラインフォームを
使用することで、SQFIは受信したすべてのリクエストを追跡・管理し、タイムリーに対応することができます。

15.2 認証の対象範囲の変更
食品セクター分類または新製品を認証の対象範囲に加えることを希望する場合、認証機関に認証の対象範囲
の拡大を書面で要請することができます。

対象範囲の変更が新しいプロセスもしくは既存のプロセスの主要変更、新製品ライン、または人員、原材料、包
装材、もしくは原料成分の重大な変更である場合、認証機関に書面で通知する必要があります。認証機関は追
加のプロセスまたは製品のサイト審査を実施し、新しい登録認証を発行するか、または新しい登録認証を発行
できない理由を文書にてサイトに通知します。

対象範囲の拡大に対する審査では、再認証日または認証の有効期限日は変更されません。新しい認証が発行
された場合、再認証審査日と認証の有効期限日は、元の認証と同一のものが継続します。

認証の対象範囲が変更された場合、認証機関はSQFI評価データベースのサイト記録に対して適切な対象範囲
の変更を行います。

再認証審査期間までの30日以内に要請を受けた場合、認証機関は、対象範囲の期間延長の決定を次回の再
認証審査まで延期し、サイトの当事者に通知します。再認証審査に合格するまで新しい認証は発行されません。
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15.3 認証機関の変更
認証機関の手配または遂行に不満がある場合、1認証サイクル後、かつ未処理のすべての不適合の解決後に限
り、かつ認証が一時停止されていないか、または一時停止もしくは取り下げの危険状況にない限り、別のSQFの
ライセンスをもった認証機関に変更できます。

サイトがサーベイランス審査を必要とする場合、認証機関の変更は、当該サーベイランス審査の実施後または
SQFコンプライアンスマネージャー（compliance@sqfi.com）の書面による承認がある限り、許可されます。

サイトが認証機関を変更する場合、以前の認証機関が発行した認証は、有効期限まで有効です。

認証番号および再認証日は、サイトが新しい認証機関に伝達します。

新しい認証機関は、移転の完了前に、以下のためにサイトの認証のレビューを行う必要があります。

	■ 登録認証が最新かつ有効なものであり、認証取得済みとしてSQFシステムに関連することを確認

	■ サイトの食品セクター分類が、新認証機関の認証範囲に含まれることを確認

	■ 受けた苦情に対処していることの確認

	■ サイトの審査履歴のレビュー（以前の認証機関が完成させた審査報告書の写しで新しい認証機関が満足するよう 
サイトの審査履歴を明示できる場合、および未処理の不適合が及ぼす影響を明示できる場合）

	■ 現在の認証サイクル段階の確認

認証機関を変更する必要がある場合、サイトの当事者は、新しい認証機関が利用するために、最新の再認証審
査報告書とサーベイランス審査報告書（該当する場合）を用意する必要があります。

15.4 施設の移転
SQF認証はサイト固有（ステップ3を参照）のものであるため、事業施設を移転する場合は、サイトの認証は新し
いサイトには移行しません。

新しい施設の合格認証が必要です。新しい施設に対して初回認証審査を完了しなければなりません。

15.5 事業オーナーシップの変更
認証済みサイトのオーナーシップが変更された（サイトの事業が売却された）場合、オーナーシップの変更から
30暦日以内に、新オーナーは、認証機関に通知し、SQF認証と既存の認証番号の維持を申請する必要があり
ます。

SQF食品安全システムの管理および監督の主要担当スタッフは維持されている場合、当該認証機関は従来の
審査頻度状況を保つことができます。

サイトの管理および人員に重大な変更がある場合、認証機関は初回認証審査を完了し、新しい認証と新しい認
証番号を発行する必要があります。また、新しい認証に該当する審査頻度が適用されます。
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15.6 リコールおよび規則違反の通知
サイトで、公示が義務付けられている食品安全に関する事故（クラスIまたはクラスIIのリコール、あるいは規制
警告状の受入など）が発生した場合、当該サイトは、その事象から24時間以内に認証機関およびSQFI（宛先：
foodsafetycrisis@sqfi.com）に書面で通知しなければなりません。

認証機関およびSQFIは、SQF食品安全コード（畜産物製造）のシステム要素の第2.6.3項の定義に従い、サイト
の最重要連絡先リストに掲載される必要があります。

認証機関は、認証の完全性を確保するために意図して講じる処置について、さらに48時間以内に、SQFIに通知
する必要があります。

15.7 専門技術者の利用
審査員がSQF登録者であるが、サイトの食品セクター分類を専門としていない場合の審査または、専門技術者
の助言が審査のために必要となると考えられる製品／プロセスにおいては、SQF食品安全審査員をサポート 
するために、技術専門家を利用できます。

SQF審査実施においてSQF食品安全審査員をサポートするために専門技術者を利用することは、当該専門 
技術者が参加する旨の通知をサイトが審査前に受け、それを承認しているときに認められます。専門技術者は、
認証機関との秘密保持契約に署名する必要があります。

審査前に、認証機関は当該専門技術者の技術的資格および当該専門技術者の利用を正当とする理由をSQFI
に提出しなければなりません。承認された場合、その承認は1つのサイト審査に限り有効です。

専門技術者は以下の条件が必要です。

	■ 高リスクセクターに関する食品セクター分類の関連分野で学位を取得しているか、低リスク区分に関する高度な教育
資格を有している

	■ HACCPトレーニングを受講して到達証明書が発行されている

	■ 食品セクター分類と特定製品に関する技術職、専門職、または管理職として5年間のフルタイムでの業務経験を有
している

審査がリモート活動を含む場合、割り当てられる専門技術者は審査プロセス中にICTを利用できます。登録済み
SQF審査員は、自ら参加するか、またはリモートから参加する必要があります。
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15.8 審査で使用する言語
認証機関は、審査を実施するSQF食品安全審査員が、審査対象サイトで使用される言語による会話の聞き取り
および文書読解により完全に意思疎通できる状態を確保する必要があります。

通訳者が必要な場合は、認証機関が通訳者を用意しなければならず、かつ当該通訳者は審査中に使用する 
技術用語の知識を有し、審査対象サイトから独立し、かつ一切の利害の対立があってはなりません。サイトは、
審査期間が長期化し、かつ通訳者利用に伴う費用が増えることについて通知を受ける必要があります。

相違がある場合、英語版のSQF食品安全コード（畜産物製造）が優先します。

15.9 SQFIのコンプライアンスと完全性プログラム
SQFIのコンプライアンスおよび完全性プログラムの要件を満たすため、SQFIは、検証審査および／または立会
審査を含むがこれに限定されない手法を用いて、認証機関およびその審査員の活動を無作為にモニタリングを
実施する場合があります。

これらの追加モニタリング活動を実施している間、サイトは、審査の実施中または実施後に、SQFIから権限を受
けた代表者によるサイトへの立ち入りを許可することが求められます。

このSQFIの代表者の参加により、サイトの業務が妨げられたり、審査時間の追加や逸脱を招いたりすることは
ありません。また、審査に対して認証機関が請求する費用が増えることもありません。
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2.1 マネジメントのコミットメント
2.1.1  マネジメント責任（必須）

2.1.1.1  サイトの最上級管理者は、以下を行うために、少なくともすべてのサイトマネジメントのコミットメント
を概説する方針声明を作成して実施するものとします。

i. 安全食品を供給する

ii. サイト内に食品安全文化を確立して維持する 

iii. サイトの食品安全マネジメントシステムを確立して継続的に改善する

iv. 顧客要求事項と規制要求事項を遵守して安全食品を供給する

方針声明は以下であるものとします。

v. サイトの最上級管理者が署名し、目立つ位置に掲示される

vi. すべてのサイトの人員が理解する言語ですべてのサイトの人員に効果的に伝達する

2.1.1.2  サイトの最上級管理者は、サイト内の食品安全文化を先導して支援し、少なくとも以下を確保するも
のとします。

i. 食品の安全性目標と性能対策の確立、文書化、およびすべての関連スタッフへの周知 

ii. 食品の安全性目標の達成に利用できる十分な資源 

iii. 食品安全規範とSQFシステムのすべての適用要求事項の導入および維持 

iv. スタッフに食品安全と規制の責任について知らせ、それらに対して説明責任を負ってもらう 

v. スタッフに実際のまたは潜在的な食品安全問題について経営管理者に知らせるよう積極的に働きかけ、義務付 
ける 

vi. スタッフは自身の業務範囲内において食品安全の諸問題を解決するために行動するための権限を与えられてい
る

2.1.1.3  報告体系は、食品安全マネジメントシステム内の作業に特定の責任を負うサイトの人員を識別して記
載し、主要人員の不在時におけるバックアップを特定するものとします。主要人員の職務詳細を文書
化するものとします。

サイトの経営者は、食品の安全性目標を達成するために、部門と業務にスタッフを適切に配置し、部
門と業務を組織的に割り当てるようにするものとします。

2.1.1.4  サイトの最上級管理者は、以下の責任と権限を有する各サイトの主任および代理のSQFプラクティ
ショナーを指名するものとします。

i. SQFシステムの開発、実施、レビュー、メンテナンスの監督 

ii. 適切な措置を講じることによるSQFシステムの完全性確保

iii. SQFシステムの効果的な実施および維持を確実に行うために欠かせないすべての情報を関係要員に伝達すること
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2.1.1.5  主任および代理のSQFプラクティショナーは以下であるものとします。

i. サイトにより完全に雇用されること

ii. サイトのSQFシステムマネジメントに関して責任を負う役職についていること

iii. HACCPに基づくトレーニングコースを修了していること

iv. HACCPに基づく食品安全プランを実施および維持する力量があること

v. SQF食品安全コード（畜産物製造）ならびにサイトの認証の対象範囲に関連するSQFシステムの実施および維持
の要求事項を理解していること

2.1.1.6  サイトの最上級管理者は、サイトのトレーニングニーズに対して資源を提供し、トレーニングの実施に
より、システム要素の第2.9項に概説する要求事項を満たし、かつサイト要員が、食品の適法性と安全
性に影響する機能を遂行するために必要な力量を有することを保証するものとします。

2.1.1.7  企業内または関連施設において組織の変更または人員の変更が発生した場合、サイトの最上級管理
者は、食品安全システムの完全性と業務の継続性を確保するものとします。

2.1.1.8  サイトの最上級管理者は、季節外れやサイトが合法的な業務理由で稼働していない時期に無通告再認
証審査の実施を防止するための定義済みブラックアウト期間を指定するものとします。ブラックアウト期
間のリストとその期間の正当な理由について、合意した無通告審査のための60日間の再認証期間の
少なくとも1カ月前に、認証機関に提出するものとします。

2.1.2  マネジメントレビュー（必須） 

2.1.2.1  SQFシステムは、サイトの最上級管理者が少なくとも年1回レビューし、レビューには以下を含めるも
のとします。

i. 食品安全マネジメントシステムに対する変更の文書化（方針、手順、仕様、食品安全プラン） 

ii. 食品安全文化のパフォーマンス 

iii. 食品安全性目標とパフォーマンス評価 

iv. 是正処置と予防措置、内部監査および外部審査の所見の傾向、顧客の苦情、ならびに検証および妥当性確認活動 

v. ハザードおよびリスクマネジメントシステム 

vi. 前回のマネジメントレビューのフォローアップ処置項目

すべてのマネジメントレビューと更新の記録を維持するものとします。

2.1.2.2  SQFプラクティショナーは、SQFシステムの実施および維持に影響する問題についてサイトの最上級 
管理者に少なくとも毎月報告するものとします。更新情報と経営者からの対応を文書化するものとし 
ます。
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2.1.3  苦情管理（必須）

2.1.3.1  オンサイトまたは委託先にて、製造または取り扱いが行われる製品から発生する顧客、消費者、当局から
の食品安全苦情の取り扱い、調査、解決を行う方法および責任を文書化し、実施するものとします。

2.1.3.2  顧客の苦情データにおける悪い傾向は、調査と分析を行いそのインシデントに精通した人員によって
根本原因が特定されるものとします。

2.1.3.3  インシデントの深刻度をもとに、是正処置と予防措置を第2.5.3項の概説に従い根本的な原因分析に
基づいて実施するものとします。顧客の苦情、調査、解決の記録は、維持するものとします。

2.2 文書管理および記録
2.2.1 食品安全マネジメントシステム（必須）

2.2.1.1  SQF食品安全コード（畜産物製造）の要求事項を満たすためにサイトが用いる方法と手順は、電子文
書および／またはハードコピー文書で維持するものとします。方法と手順は関連スタッフが利用でき、
以下が含まれています。

i. 本規格要求事項を満たすために適用する、組織の食品安全に関する方針と方法の概要

ii. 食品安全方針の声明および組織図

iii. 認証の対象範囲に含まれるプロセスと製品

iv. 製造サイトと販売国に適用される食品安全性に関する規制（既知の場合）

v. 原材料、原料成分、包装材、最終製品の仕様書

vi. 食品安全手順、前提条件プログラム、食品安全プラン 

vii. 製品の安全性に影響を及ぼすプロセス管理

viii. SQFシステムの開発、実施、維持、管理の支援に必要なその他の文書化 

2.2.1.2  実施された変更が、安全食品を提供するサイトの能力に影響する可能性がある場合、食品安全プラン、
適正製造規範、ならびにSQFシステムのすべての関連する側面をレビュー、更新し、必要に応じて伝達
するものとします。

食品安全プラン、適正製造規範、およびSQFシステムのその他の側面に行われるすべての変更につい
て、実施前に妥当性確認するか、正当性を示すものとします。変更理由を文書化するものとします。
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2.2.2  文書管理（必須）

2.2.2.1  文書管理を維持し、スタッフが最新の要求事項と指示を確実に利用できるようにする方法および責任
は、文書化し、実施するものとします。

SQFシステムに関する最新文書および文書の改訂を維持するものとします。

2.2.3 記録（必須）

2.2.3.1  記録の検証、維持、保持の方法、頻度、および責任は、文書化し、実施するものとします。

2.2.3.2  すべての記録は、判読できるものとし、完了した検査、分析、その他の重要な活動を明らかにするモニ
タリング活動を行う者によって確認されるものとします。

2.2.3.3  記録は、アクセスや検索が容易であり、安全に保管して、不正なアクセス、消失、損傷、劣化を防ぐもの
とします。保存期間は、顧客、法的、および規制要求事項に従うものとし、少なくとも製品の賞味期限
内、または賞味期限がない場合はサイトによって規定されるものとします。

2.3  仕様、配合、商品化、サプライヤー承認
2.3.1  製品の配合と商品化 

2.3.1.1  商品化に向けた新製品の配合の設計および開発、ならびに製品コンセプトの改良に関する方法およ
び責任を文書化し、実施するものとします。

2.3.1.2  新製品の配合、製造プロセス、および製品要求事項の達成は、サイトの試験および必要に応じて製品
試験によって、確立、妥当性確認、検証を行い、製品の安全性を確保するものとします。

製品の配合は、指定されたニーズへの適合を確保するように権限が付与された担当者によって開発さ
れるものとします。シェルライフ試験は、新製品の以下の点について妥当性確認と検証を行うために、
必要に応じて、実施するものとします。

i. 「消費期限」、「賞味期限」、または同等の用語の設定を含む、消費者使用前の取り扱いおよび保管の要求事項 

ii. 微生物学的基準（該当する場合）

iii. 消費者の調理（該当する場合）ならびに保管および取り扱いの要求事項

2.3.1.3  食品安全プランでは、商業生産および流通への転換のために、または食品安全性に影響を及ぼす可
能性のある変更が原料成分、プロセス、包装材に生じる場合に、食品安全チームが、各新製品とその
関連プロセスの妥当性確認と検証を行うものとします。
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2.3.1.4  認証の対象範囲に含まれる製品の製品配合と製造プロセスは、材料、原料成分、または機器の変更
がある場合はレビューするものとします。

2.3.1.5  新規および既存のすべての製造プロセスのプロセスフローは、製品が承認済みの製品配合に従って 
確実に製造されるよう、かつ交差汚染を防止するよう設計するものとします。

2.3.1.6  製品の設計、配合、ラベル遵守、プロセスフロー、シェルライフ試験、ならびに新規および既存のすべ
ての製品の承認の記録は、維持するものとします。

2.3.2  仕様書（原材料、包装材、最終製品、サービス）

2.3.2.1  原材料、最終製品、および包装材の仕様を策定、管理、承認する方法および責任は、文書化するもの
とします。

2.3.2.2  最終製品の安全性に影響を及ぼす原料成分、添加物、危険化学物質、加工助剤、包装材を含む（ただ
し、これらに限定されない）すべての原材料および包装材の仕様は、文書化し、常に最新の状態を保
つものとします。

2.3.2.3  同一法人のオーナーシップ傘下のその他のサイトからの受入物を含む、すべての原材料、包装材、お
よび原料成分は、仕様および、製造国と目的地国（既知の場合）の関連法規に従うものとします。

2.3.2.4  製品の安全性が損なわれていないこと、および材料が用途に適していることを確保するため、原材料、
包装材、原料成分の妥当性を確認するものとします。

2.3.2.5  サイト管理者は、承認された原材料サプライヤーに対し、製品の配合に影響を与える可能性のある製
品組成の変更をサイトに通知するよう要求するものとします。（例、タンパク質含有量、水分、アミノ酸 
プロファイル、汚染物質レベル、アレルゲン、および／または季節により変化しうるその他のパラメー
ター）。

2.3.2.6  包装材の検証には、食品に直接接触するすべての包装材が、規制当局の承認または認可基準のいず
れかを満たしているかどうかの認証を含めるものとします。証拠書類は、継続的な遵守保証、適合証
明書、適用される規制当局の証明書のいずれかの形式をとるものとします。

適合証明書、分析証明書、保証書がない場合、包装資材から食品内容物への化学的移動の可能性が
ないことを確認するための分析を実施し、記録を維持するものとします。

2.3.2.7  最終製品ラベルは、正確で、関連法を遵守し、資格のある会社要員の承認を受けているものとします。

2.3.2.8  製品の安全性に影響を及ぼす契約サービスプロバイダーのサービスの説明は、文書化し、最新の状態
を保ち、提供サービスの十分な説明とすべての契約人員の関連トレーニングの詳細な要求事項を含む
ものとします。
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2.3.2.9  最終製品の仕様は、文書化し、最新の状態を保ち、サイトおよびその顧客による承認を受け、関連ス
タッフが利用できるものとし、さらに以下を含む（該当する場合）ものとします。

i. 微生物学的、化学的、および物理的限界 

ii. ラベルの表示内容の構成

iii. ラベル付け要求事項および包装要求事項

iv. 保管条件

2.3.2.10  原材料と包装材、化学物質、加工助剤、契約サービス、最終製品は、製品の安全性に影響を及ぼす変
更の発生に応じてレビューするものとします。レビューの記録は維持するものとします。

上記のすべての仕様のリストは、維持し、最新の状態を保つものとします。

2.3.3  契約製造業者 

2.3.3.1  食品安全、顧客の製品要求事項、その商品化、引き渡しに関連する契約製造業者とのすべての合意を
保証する方法および責任を文書化し、実施するものとします。

2.3.3.2  サイトは、契約製造製品の食品安全リスクレベルの特定方法を確立し、リスクを文書化するものとしま
す。サイトは以下を満たすものとします。

i. 高リスクと見なされる委託製造業者の製品およびプロセスは、サイトまたは第三者代理業者による審査を受け
て、SQF食品安全コード（畜産物製造）ならびに規制および顧客要求事項の遵守を確認する

ii. 低リスクと見なされる委託製造業者の製品およびプロセスは、SQF食品安全コード（畜産物製造）の要求事項、 
又はその他のGFSIベンチマークを受けた認証プログラムおよび規制・顧客要求事項を満たす

iii. 契約上の合意に対する変更が、両当事者によって承認され、関係要員に伝達される

2.3.3.3  第三者の保管および流通事業との契約上の合意は、顧客製品要求事項に関連する要求事項を含み、
SQF食品安全コード（畜産物製造）の第2.3.3.2項の遵守は、両当事者によって承認され、関係要員に
伝達されるものとします。契約上の合意は、両当事者によって承認され、関係要員に伝達されるものと
します。サイトは、SQFコードへの適合を検証し、規制および顧客要求事項が常に適合していることを
確認するものとします。

2.3.3.4  審査、契約、および契約上の合意に対する変更、ならびにそれらの承認の記録は、維持するものとしま
す。

2.3.4 承認済みサプライヤープログラム（必須）

2.3.4.1  承認済みサプライヤーの選定、評価、承認、モニタリングの責任および手順を文書化し、実施するもの
とします。

承認済みサプライヤー、受入検査、およびサプライヤー審査の最新の記録は、維持するものとします。
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2.3.4.2  承認済みサプライヤープログラムは、サプライヤーの過去のパフォーマンス、および原材料、原料成分、
加工助剤、包装材、供給されるサービスのリスクレベルを根拠とし、かつ最低でも以下を含むものとし
ます。

i. 合意済みの仕様書（第2.3.2項を参照）

ii. 承認済みサプライヤーからの原材料、原料成分、包装、サービスに適用されるリスクレベルに対する言及

iii. 承認済みサプライヤーが実施している食品安全管理の概要

iv. 承認済みサプライヤーというステータスの承認方法

v. 承認済みサプライヤーをモニタリングする方法と頻度

vi. 要求があった場合、適合証明書の詳細

vii. 承認済みサプライヤーの能力およびステータスをレビューする方法と頻度

2.3.4.3  原材料の検証には、適合証明書、分析証明書、またはサンプリング、試験を含むものとします。検証の
頻度は、サイトによって特定されるものとします。

2.3.4.4  未承認サプライヤーからの原材料、原料成分、加工助剤、包装材の受入は、使用前にそれらの検査ま
たは分析が行われていることを条件に、緊急事態の場合に限り容認できるものとします。

2.3.4.5  同一法人のオーナーシップ下にあるその他の施設から受け入れる原材料、原料成分、および包装材
は、その他すべての材料プロバイダーと同じ仕様要求事項（第2.3.2項を参照）、同じ承認済みサプラ
イヤー要求事項、同じ受入検査の対象となるものとします。

2.3.4.6  サプライヤー審査はリスクに基づくものとし（第2.3.4.2項で決定）、適用規制と食品安全性要求事項
の知識を有し、審査技法のトレーニングを受けた個人が実施するものとします。

2.4  食品安全システム
2.4.1  食品関連法規（必須）

2.4.1.1  サイトは、顧客への配達時に最終製品が製造国と販売国に適用される食品安全法規に従うものとし
ます。これには、最大残留基準値、食品の安全性、包装材、製品説明、内容量、栄養成分、アレルゲン、
および添加物の表示に適用される法的要求事項、保存食品の識別表示、食品関連法規に記載された
その他の基準、ならびに関連業界行動規範の遵守が含まれます。

2.4.1.2  サイトに関連する法律、科学的および技術的進歩、発生する食品安全問題、および関連業界行動規範
に対する変更通知を常に受けることを確保する方法および責任について文書化し、実施するものとし
ます。

2.4.1.3  SQFIおよび認証機関は、規制当局による警告発生から24時間以内に書面で通知を受けるものとしま
す。SQFIへの通知は電子メールによるものとし、宛先はfoodsafetycrisis@sqfi.comとします。
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2.4.2  適正製造規範（必須）

2.4.2.1  サイトは、この食品安全コードのモジュール9に記載されている、適正製造規範が適用される、または
免除によって食品安全が損なわれないこと、あるいは代替管理措置に対する正当性または有効性の
証拠を概説する書面によるリスク分析に従って除外されることを確実にするものとします。

2.4.2.2  認証の対象範囲に適用されるこれらの適正製造規範は食品安全の管理と保証の方法について概説
し、文書化および実施されるものとします。

2.4.3  食品安全プラン（必須）

2.4.3.1  食品安全プランは、コーデックス委員会のHACCPのガイドラインが規定する12ステップに準拠して作
成されるものとします。食品安全プランは効果的に実施および維持されるものとし、サイトが、SQF認
証の対象範囲とその関連プロセスに含まれる製品または製品グループの食品安全を管理および保証
する手段について概説するものとします。認証の対象範囲に含まれるすべての製品をカバーするため
に複数のHACCP食品安全プランが必要になる場合があります。

2.4.3.2  食品安全プランは、SQFプラクティショナーをはじめ、関連する原材料、包装材、加工助剤、製品と関
連プロセスに関する技術的、生産的、およびエンジニアリング的知識を有するサイト要員で構成され
る分野横断チームが開発および維持するものとします。関連する専門知識がオンサイトで入手できな
い場合、他の情報提供元から助言を受け、食品安全チームを支援することも可能です。

2.4.3.3  検討中のプロセスの開始点と終了点、および関連するすべてのインプットとアウトプットを含む、各食
品安全プランの対象範囲を策定、文書化するものとします。

2.4.3.4  食品安全プランの対象範囲に含まれる全製品の製品説明を策定および文書化するものとします。説
明には、最終製品の仕様書（第2.3.2.9項を参照）に加え、pH、水分活性、および／または組成などの
製品の安全性に関連する追加情報を参照するものとします。

2.4.3.5  各製品の意図する使用については、食品安全チームが決定、文書化するものとします。これには、標的
とする消費者グループ、全住民の中の社会的弱者による消費の可能性、該当する場合は、さらなる加
工処理に関する要求事項、および製品の別の用途の可能性を含めるものとします。

2.4.3.6  食品安全チームは、各食品安全プランの対象範囲を網羅するフロー図を策定、文書化するものとしま
す。フロー図には、プロセスの全ステップ、原材料、包装材、およびサービスのインプット（該当する場
合は水、蒸気、気体など）のすべて、スケジュール済みプロセスの遅延、ならびに廃棄物や手直しなど
プロセスのアウトプットのすべてを含めるものとします。各フロー図は業務の全段階および全時間をカ
バーするために食品安全チームが確認するものとします。

2.4.3.7  食品安全チームは、プロセスの各ステップで発生が合理的に予想できる、原材料のインプットなどを含
む、すべての食品安全性のハザードを識別および文書化します。
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2.4.3.8  食品安全チームは、特定されるハザードのすべてに対して危害分析を実施して重大なハザードを特定
するものとし、食品の安全性を管理するために、特定したハザードを排除または容認可能なレベルま
で削減することが必要です。ハザードの重大さを判定するための手法を文書化し、一貫して使用するこ
とでハザードの可能性をすべて評価するものとします。

2.4.3.9  食品安全チームは、重大なハザードのすべてに適用する必要がある管理方法を決定し、文書化するも
のとします。特定されたハザードを管理するために複数の管理方法を必要とする場合があり、さらに複
数の重大なハザードを特定の管理方法で管理する場合があります。

2.4.3.10  危害分析（第2.4.3.8項を参照）の結果に基づき、食品安全チームは、管理を適用して重大なハザード
を排除または容認可能なレベル（すなわち、重要管理点（CCP））まで削減する必要があるプロセスの
ステップを特定するものとします。重大なハザードがプロセスのステップで特定され、管理方法がない
場合、食品安全チームはそのプロセスを変更して適切な管理方法を組み込むものとします。

2.4.3.11  識別されたCCPごとに、食品安全チームは、安全な製品と安全でない製品を分離する限界（許容限
界）を特定および文書化するものとします。食品安全チームは、すべての許容限界を妥当性確認して、
識別された食品安全性のハザードに対する管理レベルを確保し、すべての許容限界および管理方法
を個別にまたは効果的に組み合わせて、必要な管理レベルを確実に提供するものとします（第2.5.2.1
項を参照）。

2.4.3.12  食品安全チームは、CCPが設定された限界内に確実に収まるよう監視するための手順を開発し、文
書化するものとします（第2.4.3.11項を参照）。モニタリング手順は、モニタリングを実施するために割
り当てられた要員、サンプリングと試験方法、試験頻度を識別するものとします。

2.4.3.13  食品安全チームは、モニタリングがCCPの管理不能を示すときに影響を受けた製品の処分を特定す
る逸脱手順を開発および文書化するものとします。手順では、安全上の不備の再発を防止するために
プロセスステップの是正処置も規定するものとします。

2.4.3.14  文書化および承認された食品安全プランを完全に実施するものとします。食品安全チームは効果的な
実施を監視し、文書化および実施されたプランの完全レビューを少なくとも毎年、または製品の安全
性に影響を及ぼす恐れがあるプロセス、機器、インプット、もしくはその他の変更が発生したとき、実施
するものとします。

2.4.3.15  手順は、重要管理点が効果的にモニタリングされること、および適切な是正処置が適用されることを
検証するために整備するものとします。実施された食品安全プランは、SQFシステム検証の一部として
検証するものとします（第2.5項を参照）。

2.4.3.16  重要管理点、モニタリング、是正処置、および検証記録は、維持し、適切に使用するものとします。

2.4.3.17  生産国および仕向国（既知の場合）の食品安全性に関する規制がコーデックス委員会のHACCPガイ
ドライン以外の食品安全管理方法を規定している場合、食品安全チームは、コーデックスの要求事項
と食品規制要求事項の両方に適合する食品安全プランを実施するものとします。
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2.4.4  製品のサンプリング、検査、および分析

2.4.4.1  原材料、仕掛品、および最終製品のサンプリング、検査および／または分析の手法、責任および基準
を文書化し、実施するものとします。

適用される方法は、検査と分析は必要に応じ、同意された仕様および法的要求事項に従って一定の
間隔で完了するようにするものとします。

サンプリングと試験は、製造バッチを代表するものとし、プロセス管理が仕様と配合を満たすように維
持されるものとします。

2.4.4.2  製品分析は、公的に認められた手法または企業の要求事項または公的に認められた手法に相当する
妥当性確認済みの代替的手法に従って実施するものとします。

内部検査室が環境分析、原料または製品分析の実施に使用される場合、実施されるサンプリングおよ
び分析方法は、検査担当者に対する毎年の技能評価試験を含む、ISO/IEC 17025の要求事項に準拠
するものとします。

外部検査機関は、ISO/IEC 17025または相当する国際規格の認定を受けているものとし、サイトの 
契約サービスの仕様書リストに含まれるものとします（第2.3.2.11項を参照）。

2.4.4.3  製品安全性に対するリスクをもたらす可能性がある化学的および微生物学的分析を行うオンサイトの
検査室は、食品加工処理または取り扱い活動から離れた場所に設置し、アクセスを、権限が与えられ
た人員に限定するよう設計するものとします。

検査室エリアが権限を付与された担当者のみアクセスできる制限エリアである旨の掲示を掲げるも
のとします。

2.4.4.4  すべての危険な検査室廃棄物を分離し、施設内に保持し、食品廃棄物とは別に管理するための設備
を用意するものとします。検査室排水の出口は、少なくとも、食品加工処理および取り扱いエリアから
の排水の下流にあるものとします。

2.4.4.5  顧客または規制により求められる場合、保存サンプルは、製品の一般保管条件に従って保管し、製品
の記載された賞味期限まで維持するものとします。

2.4.4.6  すべての検査と分析の記録を維持するものとします。
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2.4.5  不適合な材料および製品 

2.4.5.1  受入、保管、加工処理、取り扱い、または配達中に検出される不適合な製品、原材料、原料成分、仕掛
品、または包装資材の処理方法について概説する責任および方法を文書化し、実施するものとします。
適用される方法では以下を確実にするものとします。

i. 不適合製品は、不用意な使用のリスク、不適切な使用のリスク、または最終製品の完全性に対するリスクを最小
限に抑える方法で隔離、識別、取り扱い、および／または廃棄を行うこと

ii. 関係要員全員が、隔離状態にある製品に適用される、所属組織の隔離要求事項およびリリース要求事項を理解
すること

2.4.5.2  隔離記録、取り扱い記録、是正処置、または不適合な材料もしくは製品の廃棄は、維持されるものと
します。

2.4.6  製品の手直し

2.4.6.1  原料成分、包装、または製品の手直しの方法について概説する責任および方法を文書化し、実施する
ものとします。適用される方法では以下を確実にするものとします。

i. 手直し業務は、資格のある人員が監督する

ii. 手直し製品は、明確に識別され、トレース可能とする

iii. 手直し製品は、サイトの食品安全プランに従って加工処理される

iv. 手直し製品の各バッチについては、必要に応じてリリース前に検査または分析を行う

v. 検査と分析は、2.4.4.1項に概説されている要求事項に適合する

vi. 手直し製品のリリースは、2.4.7項に適合する

vii. 手直し製品は、最終製品の安全性と完全性に影響しない

すべての手直し業務の記録を維持するものとします。

2.4.7  製品リリース（必須）

2.4.7.1  製品リリースの責任および方法を文書化し、実施するものとします。適用される方法では、製品リリー
スは権限を与えられた人員が行い、かつすべての法的統制およびその他の定められた食品安全管理
に対する適合を検証するための検査と分析が無事完了し、文書化された後に限られるものとします。

すべての製品リリースの記録を維持するものとします。

2.4.7.2  製品のリリースには、製品ラベルが製造国および使用又は販売国で適用される食品法に準拠している
ことを確認する手順を含むものとします（2.4.1.1 を参照）。

製品が包装されて大量にまたはラベルを付けないで流通する場合は、製品情報を利用可能にして、顧
客および／または消費者に安全使用に関する要求事項を知らせるものとします。
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2.4.7.3  サイトが製品の病原体試験または化学物質試験に基づいてポジティブリリースを用いる場合は、手順
を配備して、容認できる結果を受け入れるまで製品をリリースしないようにするものとします。

オフサイト倉庫または契約倉庫を用いる場合は、これらの要求事項を効果的に伝達し、遵守状況を検
証するものとします。

2.4.8  環境モニタリング

2.4.8.1  リスクベースの環境モニタリングプログラムは、すべての食品製造プロセスおよび製造プロセスに 
影響を及ぼす隣接エリアに対して設定するものとします。

環境モニタリングプログラムの責任および方法を文書化し、実施するものとします。

2.4.8.2  環境のサンプリングと試験のスケジュールを作成します。スケジュールには最低でも以下を含むものと
します。

i. 該当する業界で試験が適用される病原体のまたは指標有機体について詳述する

ii. 採取するサンプル数およびサンプリング頻度を示す

iii. サンプルを採取する場所および必要に応じて場所のローテーションについて概説する

iv. 悪化傾向または好ましくない結果をに対応する方法について説明する

2.4.8.3  環境試験の結果は、モニタリング、追跡、傾向分析を行い、不満足な結果または傾向が見られた場合
は、予防措置（第2.5.3.1項を参照）を実施するものとします。

2.5  SQFシステム検証 
2.5.1  妥当性および有効性（必須）

2.5.1.1  SQFプログラムのすべての該当要素の有効性の確保に関する方法、責任、および基準は、文書化および
実施するものとします。適用される方法は以下を確実にするものとします。

i. 求められる結果を確実に達成するために適正製造規範を確認すること 

ii. 食品の安全性に関する許容限界について年1回レビューを実施し、変更が発生した場合には規制基準によって 
再妥当性確認または正当化を行うこと

iii. プロセスまたは手順への変更を評価し、管理の有効性の継続を確保すること

あらゆる妥当性確認活動の記録は、維持するものとします。
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2.5.2  検証活動（必須）

2.5.2.1  適正製造規範、重要管理点およびその他の食品安全管理、ならびに認証済み製品の適法性のモニタ
リングを検証するための方法、責任、および基準を文書化および実施するものとします。適用される方
法によって、モニタリング活動検証責任者が検証済みの各記録を承認することを確実にするものとし
ます。

2.5.2.2  検証活動、各活動の完了頻度と担当者を概説するスケジュールを作成し、実施するものとします。

活動の検証記録を維持するものとします。

2.5.3  是正処置と予防措置（必須）

2.5.3.1  根本的な原因の特定、食品の安全性に関わる許容限界の不適合の解決、食品安全要求事項からの逸
脱を含む、是正処置および予防措置を決定、実施、および検証する方法について概説する責任および
方法を文書化および実施するものとします。

食品安全要求事項からの逸脱には、必要に応じて、顧客の苦情、内部監査または外部審査および検
査で提起された不適合、不適合製品と不適合機器、取り下げとリコールを含めることができます。

2.5.3.2  不適合に対するすべての調査、根本原因分析および不適合の解決、それらの修正、ならびに予防措置
の実施の記録を維持するものとします。

2.5.4  内部監査および検査（必須）

2.5.4.1  SQFシステムの有効性を検証するための内部監査に対する、スケジュール作成および実施の方法およ
び責任を文書化し、実施するものとします。完全な内部監査は少なくとも年1回実施するものとします。
適用される方法では以下を確実にするものとします。

i. SQF食品安全コード（畜産物製造）のすべての要求事項は、SQF審査チェックリストまたは同様の手段に従って 
審査する

ii. 客観的証拠を記録して、適合および／または不適合を検証する

iii. 内部監査中に特定された不備に対する是正処置と予防措置を実施する

iv. 審査の結果は、是正処置と予防措置の実施および検証の責任を負う管理者と担当者に伝達される

2.5.4.2  内部監査を実施するスタッフは、内部監査手順のトレーニングを受け、力量があるものとします。内部
監査を実施する実務スタッフは、審査対象の機能からは独立しているものとします。
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2.5.4.3  サイトと機器の定期検査を計画および実施して、適正製造規範および施設と設備機器の維持がSQF
食品安全コード（畜産物製造）を遵守していることを検証するものとします。サイトは以下を行うもの
とします。

i. 修正または是正処置と予防措置を行う

ii. 検査および実施された是正処置の記録を維持する

2.5.4.4  内部監査および検査、ならびに内部監査の結果実施される是正処置と予防措置の記録を第2.5.3項
に従って維持するものとします。

安全な食品を供給するためのサイトの能力に影響を及ぼす、内部監査により実施された変更は、SQF
システムの適用される側面をレビューする必要があるものとします（第2.3.1.3項を参照）。

2.6  製品のトレーサビリティと危機管理
2.6.1  製品の識別（必須）

2.6.1.1  以下を確実に行うために、生産および保管の全段階において、原材料、原料成分、包装材、仕掛品、 
プロセスインプット、および最終製品を識別する方法および責任を文書化し、実施するものとします。

i. 原材料、原料成分、包装材、仕掛品、プロセスインプット、および最終製品は、受入、生産、保管、出荷の全段階で
明確に識別される

ii. 最終製品を、顧客の仕様および／または規制要求事項のとおりに表示する

2.6.1.2  製造開始、製品切り替え、および包装中の切り替え（ラベルの切り替えを含む）手順を文書化および 
実施し、正しい製品が正しく包装され、正しくラベル付けされていること、および切り替えが検査され、
権限が付与された担当者により承認されていることを確認するものとします。

ラベルの使用は調整され、不整合があれば調査、解決されるための手順が実装される必要があります

製品の切り替えおよびラベルの照合記録を維持するものとします。

2.6.2  製品トレース（必須）

2.6.2.1  製品トレースの責任および方法は、以下を確実にするために文書化し、実施するものとします。

i. 最終製品は、少なくとも顧客の1段階先および少なくともプロセスから製造サプライヤーまでの1段階前をトレース
できる

ii. 原材料、原料成分、食品接触包装材、ならびに材料およびその他のインプットを記録する（アレルゲン含有食品の
トレースバックについては第2.8.1.8項を参照）

iii. 手直し品についてもトレーサビリティが維持される（第2.4.6項を参照）

iv. 製品トレースシステムの有効性を製品のリコールと撤去のレビューの一部として少なくとも年1回レビューする 
（第2.6.3.2項を参照）

原料、包装材の受入および使用、ならびに最終製品の出荷と出荷先の記録を維持する
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2.6.3  製品の撤去とリコール（必須）

2.6.3.1  製品の撤去またはリコールに関する責任および方法は、文書化し、実施するものとします。手順は以
下のとおりとします。

i. 製品の撤去またはリコールの開始、管理、調査の責任を負う者を特定する

実施されるマネジメント手順について、法的、規制的、および専門的な助言を得るための情報源、なら
びにトレーサビリティにおける必須情報などを説明する

ii. サイトの人員、顧客、消費者、当局およびその他重要関係者に、インシデントの性質に適したタイムリーに情報を
伝えるためのコミュニケーション計画の概要を記す

iii. SQFI、認証機関、および該当する規制機関は、重要な組織として記載され、公共性のある食品安全インシデント
または何らかの理由による製品リコールがあれば通知を受ける

2.6.3.2  製品の撤去とリコールのシステムは、少なくとも、年1回レビューし、テストを行い、有効性を検証する
ものとします。テストには、受入原材料（少なくとも1段階前のトレーサビリティ）および最終製品（少な
くとも1段階先のトレーサビリティ）を含めるものとします。

テストは、異なる製造シフトからの製品、ならびに広範囲の製品群および／または幅広い顧客に出荷
される製品に使用される原材料（バルク原料を含む）に対して実施するものとします。

2.6.3.3  撤退とリコールのテスト、実際の撤退とリコールの根本原因調査、および適用された是正措置と予防
措置の記録を維持するものとします。

2.6.3.4  SQFIおよび認証機関は、公示が義務付けられている食品安全に関する事故が確認され次第、24時間
以内に書面で通知を受けるものとします。また、SQFIについてはfoodsafetycrisis@sqfi.comの
宛先に通知を受けるものとします。

2.6.4  危機管理計画

2.6.4.1  安全食品を提供するサイトの能力に影響する可能性がある既知の危険の可能性（洪水、干ばつ、火災、
津波、もしくはその他の厳しい気象事象、武力衝突や市民の暴動、コンピューターの停止、パンデミッ
ク、電気または冷蔵機能の消失、アンモニア漏れ、労働争議など）の把握に基づく危機管理計画は、上
級管理者によって文書化され、事業上の危機に対処するためにサイトが実施する方法および責任につ
いて概説されるものとします。危機管理計画は少なくとも以下を含むものとします。

i. 意思決定、危機管理、そのインシデントに起因する措置の監督・開始に責任を負う上級管理者

ii. 危機管理チームの任命とトレーニング

iii. 製品の安全性を危うくしないための対応を確保するために実施される管理
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iv. 危機への対応の影響を受ける製品を隔離および識別する方法

v. リリース前に食品の使用可否を検証するための方法

vi. サプライチェーン顧客を含む、最新の緊急連絡先リストの作成および維持

vii. 法律上の助言、専門的な助言の情報源

viii. 内部連絡ならびに当局、外部組織、およびメディアとの連絡の責任

2.6.4.2  危機管理計画は、少なくとも年1回レビュー、テストおよび検証され、計画とのギャップおよび適切な是
正処置記録が文書化されるものとします。危機管理計画のレビュー記録を維持するものとします。

2.7  フードディフェンスおよび食品偽装
2.7.1  フードディフェンスプラン（必須）

2.7.1.1  フードディフェンス脅威評価を実施し、意図的な妨害工作またはテロリスト的インシデントにより引き
起こされる可能性がある潜在的な脅威を特定するものとします。

2.7.1.2  脅威評価に基づいてフードディフェンスプランを文書化、実施、および維持するものとします（第2.7.1.1
項を参照）。フードディフェンスプランは、該当する場合、法的要求事項を満たし、少なくとも以下を含
むものとします。

i. 意図的な妨害工作またはテロリスト的インシデントに起因する食品への不純物混入を予防する方法、責任、およ
び基準

ii. フードディフェンスに責任を負うサイトの最上級管理者の名前

iii. 権限を与えられた人員のみが、指定のアクセスポイントを通して生産設備、車両、製造および保管エリアにアクセ
スを有することを確実にするための実施済みの方法

iv. 注意を要するプロセスポイントを意図的な不純物混入から守るために実施される方法

v. 意図的な妨害工作またはテロリスト的インシデントから保護するために、原材料、原料成分、包装材、備品、および
危険化学物質の安全な受入および保管を確実にするための実施済みの対策

vi. 原材料、原料成分、包装材（ラベルを含む）、仕掛品、プロセスインプット、および最終製品を確保するために実施
される措置は、安全な保管および輸送の条件下で保持される

vii. サイトの人員、契約業者、来訪者による敷地へのアクセスを記録し管理するために実施済みの方法

2.7.1.3  フードディフェンスプランの効果的な実施についてすべての関連スタッフに指示を与えるものとします
（第2.9.2.1項を参照）。

2.7.1.4  食品防御の脅威評価および予防プランは、少なくとも年に1回、または脅威評価で定義されている脅威
レベルが変更されたときにレビューおよびテストされるものとします。フードディフェンスプランのレ
ビューと試験の記録は維持するものとします。
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2.7.2  食品偽装（必須）

2.7.2.1  原材料もしくは原料成分の代替に対する感受性、最終製品の不正表示、水増し、または偽装を含む、
食品偽装に対するサイトの脆弱性を特定するための方法、責任、および基準を文書化、実施、および
維持するものとします。

2.7.2.2  食品偽装軽減計画を開発および実施し、計画では、原料成分および材料の識別された食品安全の脆
弱性を含む、識別された食品偽装脆弱性の管理方法を規定するものとします。

2.7.2.3  食品偽装軽減計画の効果的な実施についてすべての関連スタッフに指示を与えるものとします（第
2.9.2.1項を参照）。

2.7.2.4  食品偽装脆弱性評価および軽減計画は少なくとも年1回レビューおよび検証し、評価、計画とのギャッ
プおよび是正処置を文書化するものとします。レビューの記録は維持するものとします。

2.8  アレルゲンマネジメント 
2.8.1  アレルゲンマネジメント（必須）

2.8.1.1  アレルゲン管理およびアレルゲン含有製品からの汚染を防止する責任および方法を文書化し、実施す
るものとします。アレルゲンマネジメントプログラムは以下を含むものとします。

i. 食品グレードの潤滑剤を含む、食品アレルゲンを含有する原材料、成分と加工助剤のリスク分析

ii. ロッカールーム、自動販売機、食堂、来訪者に由来する可能性がある作業場に関連する食品アレルゲンの評価

iii. 既知の場合は、製造国および仕向国に適用されるアレルゲンのリスト

iv. 関連スタッフがアクセス可能なアレルゲンのリスト

v. 食品安全プランに組み込まれるアレルゲンに関連するハザードの管理

vi. 識別されたアレルゲン管理に関するマネジメント計画

2.8.1.2  アレルゲンを含有する原材料と製品を識別、処理、保管、および分離する方法について、原材料、仕掛
品、手直し、または最終製品の受入または取り扱いに関与するすべての関連スタッフに指示を与える
ものとします。

2.8.1.3  アレルゲンを含有する食品を明確に識別および分離するための対策を行うものとします。分離手順を
実施し継続的にモニタリングするものとします。

2.8.1.4  アレルゲン性物質が、意図的であるか否かを問わず、存在する可能性がある場合、ライン切り替え間
の製品接触表面の清掃および衛生を、リスクと法的要求事項に対し有効、適切であるものとし、交差
接触防止のために、必要に応じて、エアロゾルを含むすべての標的アレルゲンを製品接触表面から除
去するのに十分であるものとします。

十分なラインの衛生と清浄または分離が不可能な場合、取り扱いと生産に別々の設備を提供するも
のとします。
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2.8.1.5  リスクアセスメントに基づき、アレルゲンが使用されるエリアと設備の清掃および衛生の有効性に対す
る妥当性確認と検証の手順は文書化し、効果的に実施するものとします。

2.8.1.6  アレルゲン性物質が存在する可能性がある場合は、製品切り替え手順を文書化および実施して、交差
接触のリスクを排除するものとします。

2.8.1.7  製品の識別システム（第2.6.1.1項を参照）は、アレルゲンを含有する食品を製造する生産ラインと機器
により生産される製品の規制要求事項に従った明確な識別と表示を設けるものとします。

2.8.1.8  製品トレースシステム（第2.6.2項を参照）はアレルゲン含有食品が製造される状態を考慮に入れ、使
用される全成分と加工助剤の完全に遡ってのトレースを確実にするものとします。

2.8.1.9  サイトは最終製品のラベル（または該当する場合は消費者情報）の正確さを管理する方法を文書化お
よび実施し、仕掛品および最終製品がアレルゲンに関してラベルどおりであることを保証するものとし
ます。この措置には、受入時のラベル承認、生産時のラベル調整、使われなくなったラベルの廃棄、お
よび必要に応じて最終製品のラベルの検証、ならびに製品の切り替え手順を含めることができます。

2.8.1.10  食品アレルゲンを含む製品の手直し（第2.4.6項を参照）においては、製品の安全性と完全性が確実
に維持される条件で行われるものとします。アレルゲンを含有する手直し済みの製品は明確に識別さ
れ、トレース可能であるものとします。

2.8.1.11  アレルゲン性物質を取り扱わないサイトまたはアレルゲン製品を生産しないサイトは、少なくとも、 
サプライヤー、契約製造業者、サイトの人員、および来訪者の活動を介した意図しないアレルゲン導入
の軽減に対処するアレルゲンマネジメントプログラムを文書化、実施、および維持するものとします。

2.9  トレーニング
2.9.1  トレーニングの要求事項 

2.9.1.1  組織の要員が製品、法的義務、安全性に影響する各自の職務を遂行するために必要なトレーニングを
定め、実施する責任を定義し、文書化するものとします（第2.1.1.6項を参照）。

2.9.1.2  SQFシステムの効果的な実施ならびに食品安全および規制要求事項の維持管理に必須の業務を遂
行する人員に対し適切なトレーニングを準備するものとします。
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2.9.2  教育訓練プログラム（必須）

2.9.2.1  教育訓練プログラムは、文書化および実施するものとし、少なくとも、特定の職務に必要な力量と、 
以下に関連する業務を遂行する人員に適用されるトレーニング方法について概要を示します。

i. 食品安全プランの開発と維持に関与するスタッフに対するHACCPの実施

ii. モニタリングの重要管理点（CCP）に関与するすべてのスタッフに対するモニタリングと是正処置の手順

iii. 食品および食品接触表面の取り扱いに関与するすべてのスタッフに対する個人衛生の慣行

iv. 食品取り扱い、食品加工処理、および機器に関与するすべてのスタッフに対する適正製造規範と作業指示

v. 原材料、包装、仕掛品、および最終製品のサンプリングと試験に関与するすべてのスタッフに対するサンプリング
と試験の方法

vi. 関連スタッフに対する環境モニタリング

vii. すべての関連スタッフに対するアレルゲンマネジメント、フードディフェンス、および食品偽装

viii. SQFコードの効果的な実施および維持の達成に重要と認識された業務

教育訓練プログラムには、組織のリフレッシュトレーニングのニーズを特定して実施するための準備を
含めるものとします。

2.9.2.2  規制遵守の達成と食品安全の維持管理に重要なすべての作業に関するトレーニング資料、トレーニン
グの実施、および手順は、スタッフが理解する言語で提供するものとします。

2.9.2.3  トレーニング記録を維持し、記録には以下を含めるものとします。

i. 参加者名

ii. スキルの説明

iii. 行われたトレーニングの説明

iv. トレーニング修了日

v. トレーナーまたはトレーニングプロバイダー

vi. トレーニング参加者が必要な業務を完了するための力量があるかの検証
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モジュール9：畜産物の加工処理に関する
適正製造規範
9.1  サイトの場所と施設
9.1.1  施設の場所、建設、および住居

9.1.1.1  サイトは、現地の活動とサイトの環境を評価して、製品の安全性に悪影響を及ぼす可能性があるリスク
を特定し、特定されたリスクに対する管理を実施するものとします。

現地の環境や活動の変更に対応しての評価はレビューされるものとします。

サイトの施設の建設および業務進行は、管轄機関による承認を受けるものとします。

9.1.1.2  囲い、追い込み場、家畜休憩場は、ストレスや怪我、病気を最小限に抑え、周囲のエリアや天然資源に
与える影響を最小限にするよう設計、配置、建設、維持管理されるものとします。囲いや追い込み場の
柵、ゲート、およびその他の表面は、摂取や吸入、接触を介して汚染を起こす傾向があるような塗料、
処理液、消毒液、その他の資材が用いられていないものとします。

液体廃棄物を排水し、必要に応じて回収できるようにし、空中の糞便汚染が肉類製品を汚染しないよ
う設計するものとします。

9.1.1.3  通路、けん引路、入口、出口、入庫／出庫用傾斜路は、以下であるものとします。

i. 家畜の社会的行動や動きを考慮するよう設計する 

ii. 家畜に怪我をさせるような場所がないよう設計および維持管理する

iii. 家畜を傷つける尖った物がないようにする 

iv. 管轄機関によって家畜利用が認可されていない化学物質がない状態にする

9.1.2  建物材料

9.1.2.1  床は、効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、容易に清掃できるような、滑らかで緻密な、耐
衝撃性材料で構築するものとします。床は、通常の作業条件下で、溢流水や排水がすべて効果的に除
去できるような好適な傾斜で、床の排水へと傾斜がつけられているものとします。

床排水が利用できない場合は、溢流水または廃水を処理する配管を設置するものとします。

9.1.2.2  排水は、容易に清掃でき、ハザードをもたらさないように構築および配置するものとします。
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9.1.2.3  廃棄物トラップシステムは、施設の食品取り扱いエリアまたは入口から離して配置されるものとしま
す。

9.1.2.4  壁、仕切り、天井、およびドアは、耐久性のある構築物であるものとします。内側表面は平らな標準表
面で不透水性であり、薄い色の仕上げで、清潔に保たれるものとします（第9.2.5項を参照）。

壁と壁との継ぎ目、および壁と床との継ぎ目は、容易に清掃できるように設計され、食品屑の蓄積を
防ぐように密封されるものとする

9.1.2.5  原料成分、製品、または蒸気や水などのサービスの供給を行う配管、導管、パイプは、食品、原料成分、
および食品接触表面の汚染を防止し、清掃が容易なように設計および構築されるものとします。

リスク分析を実施して食品汚染リスクを軽減するものとします。

9.1.2.6  製造ラインまたは保管エリアの真上に配置され、衛生廃棄物または衛生廃水が通過するパイプは、食
品、材料、原料成分、および食品接触表面の汚染を防止するよう設計および構築され、清掃が容易で
あるものとします。

リスク分析を実施して食品汚染リスクを軽減するものとします。

9.1.2.7  食品加工、取り扱い、または保管エリアのドア、ハッチ、および窓、ならびにフレームは、内部の壁と仕
切りに関するものと同じ機能要求事項に適合する材料および構造から成るものとします。ドアとハッチ
は丈夫な構造とします。窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質とします。

9.1.2.8  製品の加工処理と取り扱いは、製品の汚染を防ぐよう構築および維持管理された、天井およびその他
の容認される構造を用いたエリアで行われるものとします。吊り天井がある場合は、有害生物の活動
をモニタリングし、清掃を促進し、ユーティリティへのアクセスを提供するため、構築されるものとしま
す。

9.1.2.9  食品加工処理および取り扱いエリアの階段、通路、足場は、製品汚染のリスクをもたらさないよう設計
および構築され、露出した食品製品表面の真上に開いた格子窓がないようにするものとします。これ
らは清潔に保たれるものとします（第9.2.5項を参照）。

9.1.3  照明と照明設備

9.1.3.1  食品加工処理および取り扱いエリア、ならびに検品ステーションでの照明は、スタッフが作業を効率的
かつ効果的に実施できるよう適切な強度のものとし、地域の照明強度の規制または業界基準を遵守
するものとします。

9.1.3.2  食品加工処理エリア、検品ステーション、材料と包装の保管エリアおよび製品が露出するすべてのエリア
での照明設備は、飛散防止材質か、飛散防止カバーを伴って製造されているか、保護カバーが取り付
けられていて、かつ天井内の凹所に収められているか天井と同一面にはめ込まれているものとします。

付属器具を凹所に収められない場合は、構造物を偶発的破損から保護し、清掃可能な材料によって
製造され、清掃および衛生プログラムに記載しなければなりません。

9.1.3.3  製品が保護されている倉庫やその他のエリアでの照明設備は、破損および製品汚染を防ぐよう設計さ
れているものとします。
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9.1.4  検査／品質管理エリア

9.1.4.1  ライン上での検査が必要な場合は、製品の検査のために加工処理ラインの近くに好適なエリアを提供
するものとします（第2.4.4項を参照）。検査／品質管理エリアは、取り扱い／加工処理が行われる製
品タイプの検査および試験に好適な施設とともに提供されるものとします。この検査エリアは以下の
要素を伴うものとします。

i. 手洗い設備への容易なアクセス

ii. 該当する廃棄物の取り扱いおよび除去

iii. 清潔を保ち、製品汚染を防止する

9.1.5  埃、昆虫、および有害生物の防御 

9.1.5.1  屋外に面した窓、換気口、ドア、およびその他の開口部はすべて、閉じているときに効果的に密閉され、
埃、害虫、その他の有害生物を防ぐものとします。

外部の出入り用ドアは、効果的に防虫され、自動閉鎖装置と適切な密閉が備えられ、埃、害虫、その
他の有害生物の侵入を防止するものとします。

9.1.5.2  製品や作業者、トラックアクセスのために使用されるドックドアを含む、食品取り扱いエリアの屋外に
面したドアは、以下の方法の内少なくとも1つまたは組み合わせによって、有害生物を防御するよう設
計および維持するものとします。

i. 自動閉鎖装置

ii. 効果的なエアカーテン

iii. 有害生物防御のためのスクリーン（網） 

iv. 有害生物防御のための付加物

v. ドッキングエリアのトラック周りに適切なシーリング

9.1.5.3  電気防虫装置、フェロモン、その他のベイト剤付きトラップは、製品、包装、容器、加工処理機器に汚染
のリスクをもたらさないような場所に配置して操作するものとします。毒性殺鼠剤（ベイト剤）は、原料
成分、包装材、および製品の取り扱い、加工処理、または露出がある、原料成分もしくは製品の保管エ
リアまたは加工処理エリア内では使用してはならないものとします。

9.1.6  換気

9.1.6.1  密閉された加工処理エリアおよび食品取り扱いエリアには、適切な換気を提供するものとします。

適切な場合は、陽圧システムを設置して、空気からの汚染を防ぐものとします。

9.1.6.2  製品保管および取り扱いエリアのすべての換気機器および装置は、非衛生的状態を防止するために
第9.2.5項に従って十分に清掃するものとします。
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9.1.6.3  加熱調理作業が実施されるエリアや、大量の蒸気が発生するエリアには、換気扇および覆いが提供さ
れるものとします。結露の蓄積を防ぎ、かつ熱、煙霧、その他のエアロゾルをすべて、調理器の上に配
置された排気フードから屋外に逃がすよう、十分な排気能力があるものとする

9.1.6.4  ファンと排気口は防虫機能を備え、汚染リスクをもたらさないよう配置し、清潔に保つものとします。

9.1.7  機器および器具 

9.1.7.1  機器と器具の仕様、および機器購入の手順を文書化し実施するものとします。

9.1.7.2  機器および器具は、該当する規制要求事項に適合し、製品に汚染の脅威をもたらさないよう設計、構築、
取付、操作、維持するものとします。

9.1.7.3  機器保管室は、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築するものと
します。可能な場合、食品接触機器を食品以外の接触機器から分離するものとします。

9.1.7.4  食品取り扱いエリア、原材料保管庫、包装材保管庫、冷却保管エリアにおける、製品接触表面および
食品に直接接触しない表面は、食品安全リスクをもたらさないような材料で構築するものとします。

9.1.7.5  ベンチ、テーブル、コンベア、ミキサー、ミンサー、グレーダー、その他の機械的加工処理機器は、衛生
的に設計され、適切な洗浄ができるよう配置するものとします。機器表面は滑らかで不透水性であり、
ひび割れや溝がないものとします。

9.1.7.6  食用および非食用の材料に用いる製品容器、桶、箱は、非毒性で滑らか、不浸透性で洗浄が容易な材
質で構築されるものとします（第9.2.5.1項を参照）。非食用材料に用いる容器は、明確に識別するもの
とします。

9.1.7.7  すべての機器および器具は、使用後（第9.2.5.1項を参照）または汚染の管理頻度で洗浄し、微生物学
的または交差接触によるアレルゲン汚染を防止するために、作業に適した清潔な状態で保管するもの
とします。

9.1.7.8  食品接触、取り扱い、もしくは加工処理ゾーン、または冷却保存室で用いる車両は、食品安全ハザード
をもたらさないよう設計および使用するものとします。

9.1.7.9  不適合機器は、不用意な使用、不適切な使用、または最終製品の完全性に対するリスクを最小限に
抑える方法で修理または廃棄のために識別、タグ付け、および／または分離するものとします。不適合
機器の取り扱い、是正処置、および／または廃棄の記録は、維持されるものとします。
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9.1.8  地面と道路

9.1.8.1  好適な外部環境を確立するものとし、その方策の有効性を監視し、定期的にレビューするものとしま
す。施設、その周囲、保管設備、機械および機器は、廃棄物や蓄積した屑がないように維持するものと
し、病的増殖を抑制して、有害生物や害虫をおびき寄せないようにし、サイトの衛生的業務に食品安
全性のハザードをもたらさないように管理するものとします。

9.1.8.2  通路、道路、積み込み、および荷降ろしエリアは、施設の食品安全業務に対してハザードをもたらさな
いように維持管理するものとします。通路、道路、積み込み、および荷降ろしの各エリアは、滞水を防
止するために十分排水するものとします。排水はサイトの排水システムとは分離し、屑を定期的に除
去するものとします。

9.1.8.3  スタッフ用設備からサイトの入口への通路は、効果的に密閉するものとします。

9.2  サイトの業務
9.2.1  修理およびメンテナンス

9.2.1.1  工場、機器、建物の維持管理および修理の方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染のリス
クを最小限に抑えるような方法で、文書化、計画、および実施するものとします。

9.2.1.2  食品加工、取り扱い、または保管エリアでの工場および機器の日常のメンテナンスは、メンテナンス 
管理スケジュールに従って実施し、記録するものとします。

メンテナンススケジュールは、製品の安全性のメンテナンスに重要である建物、機器、および施設のそ
の他のエリアを含めて準備するものとします。

9.2.1.3  食品加工、取り扱い、または保管エリアの工場および機器の欠損は、メンテナンス管理スケジュールの
中で、文書化し、レビューし、そして修理について組み入れるものとします。

9.2.1.4  加工処理、取り扱い、または保管エリアでメンテナンスまたは修理を受ける必要がある場合には、サイ
トの監督者に通知するものとします。

9.2.1.5  何らかの修理またはメンテナンス活動が、製品の安全性に対する脅威をもたらす可能性がある（例：電
線の断片、破損した照明設備、緩んだ頭上器具など）場合は、メンテナンス監督者およびサイト監督者
に通知するものとします。できれば、メンテナンスは業務時間外に行うべきです。

9.2.1.6  必要とされる応急修理が食品安全リスクをもたらさないものとし、この応急修理を日常の点検（第
2.5.4.3項を参照）と清掃プログラムに盛り込むものとします。応急修理が永久的解決にはならないこ
とを保証するために、応急修理の完了に対処するための計画を準備するものとします。

9.2.1.7  食品接触機器および食品接触機器の上にある機器は、食品グレードの潤滑剤で潤滑し、その使用は、
製品の汚染を最小限に抑えるよう管理するものとします。

9.2.1.8  食品取り扱いまたは加工処理エリアに使用する塗料は、使用に適し、状態がよく、製品接触面には 
一切使用しないものとします。
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9.2.2  メンテナンススタッフと契約業者

9.2.2.1  適切な衛生管理を実施し、現場の運転を再開する前の稼働前検査を実施できるよう、メンテナンスス
タッフと契約業者は、メンテナンス作業終了後は、メンテナンス責任者および該当エリアの責任者に連
絡し、工具とメンテナンスに伴うゴミを取り除くものとします（第9.3項を参照）。

9.2.2.2  サイトに出向いて作業する必要があるすべてのメンテナンス契約業者およびその他のエンジニアリン
グ契約業者は、サイトの食品安全および衛生手順でトレーニングを受けるものとするか、または作業
の完了まで案内人が常に付き添うものとします。

9.2.2.3  適切な衛生管理を実施し、現場の運転を再開する前の稼働前検査を実施できるよう、メンテナンスス
タッフと契約業者は、メンテナンス作業終了後は、メンテナンス責任者および該当エリアの責任者に連
絡し、工具とメンテナンスに伴うゴミを取り除くものとします。

9.2.3  較正

9.2.3.1  前提条件プログラム、食品安全プラン、およびその他のプロセス管理に概説されるモニタリング活動
用の測定機器、試験機器、検査機器の較正および再較正に関するまたは顧客仕様の遵守を示すため
の方法および責任を文書化および実施するものとします。これらの活動に用いるソフトウェアは必要に
応じて妥当性確認を行うものとします。

9.2.3.2  機器は、国内または国際的な参照の基準と方法に照らして、または使用に適切な精度となるよう較正
するものとします。規格が入手できない場合は、サイトが、適用される較正参照方法を正当化する証拠
を提供するものとします。

9.2.3.3  較正は、規制要求事項および／または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものと
します。

9.2.3.4  測定機器、試験機器、検査機器が較正されていない状態にあると判明した場合に、影響を受ける可能
性がある製品の解決に対処する手順を文書化し実施するものとします。

9.2.3.5  較正された測定機器、試験機器、検査機器は、破損や未認可の調整や使用から保護するものとします。

9.2.3.6  較正が必要な測定機器、試験機器、および検査機器の登録リスト、ならびに較正試験の記録を維持す
るものとします。

9.2.4  有害生物の予防

9.2.4.1  文書化された有害生物の予防プログラムを効果的に実施するものとします。この有害生物の予防プロ
グラムは以下であるものとします。

i. 有害生物の予防プログラムの開発、実施、維持の方法および責任を説明する

ii. 標的有害生物駆除剤の使用のために、有害生物の目撃情報および有害生物の活動頻度の傾向を記録する

iii. 有害生物を防ぐために用いた方法を概説する

iv. 害虫駆除方法の概要する文書および、各検査に対して適切な書式を作成する

v. 有害生物の状態をチェックする頻度を概説する
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vi. 適用される有害生物管理／モニタリング装置の識別、位置、番号、およびタイプをサイトマップ上に含める

vii. 使用された化学物質を記載する 化学物質は管轄機関による承認が必要であり、安全データシート（SDS）の利用
を可能にする

viii. ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、スタッフに周知する方法
を概説する

ix. 有害生物および害虫駆除用化学物質、ベイト剤の使用について、スタッフの認識とトレーニングに対する要求事
項を概説する

x. 該当する有害生物の駆除を検証し、傾向を明らかにするために、プログラムの有効性を測定する

9.2.4.2  防虫管理契約業者および／または内部の有害生物管理担当者は、以下であるものとします。

i. 地域の管轄機関によりライセンスを受け、認可されている

ii. 規制要求事項に従う、トレーニングされた有資格の作業者のみを使用している

iii. 認可された化学物質のみを使用している

iv. 有害生物の予防プラン（第2.3.2.8項を参照）を提供する。このプランには、ベイト剤ステーショントラップおよびそ
の他の適用される有害生物管理／モニタリング装置の位置を示すサイトマップが含まれている

v. 施設に入る際および検査または処置の完了後、権限が付与された担当者に報告する

vi. 有害生物の活動に対して定期検査を行い、有害生物が存在する場合は、適切な処置を講じる

vii. 発見報告と、実施した検査および実施した処置についての文書化した報告書を提供する

9.2.4.3  有害生物の活動リスクを分析および記録するものとします。有害生物の活動の検査は、トレーニング
を受けたサイトの人員が定期的に行うものとし、有害生物が存在する場合は適切な処置を講じるもの
とします。特定された有害生物の活動により、食品、原材料、または包装材に汚染のリスクをもたらし
てはならないものとします。

すべての有害生物管理検査と適用の記録は維持するものとします。

9.2.4.4  有害生物の活動により汚染が判明した食品、原材料、または包装材は、有効に廃棄し、有害生物の蔓
延源を調査し解決するものとします。廃棄、調査、および解決の記録は維持されるものとします。

9.2.4.5  サイトで有害生物駆除剤を保管する場合は、明確にラベル付けされた状態で保管する（第9.6.5項を
参照）ものとします。

9.2.4.6  食品の取り扱いおよび保管場所への動物の立ち入りは禁止されるものとします。
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9.2.5  清掃および衛生

9.2.5.1  食品取り扱いおよび加工処理機器、ならびに環境、保管エリアの効果的な清掃のための方法および
責任は、文書化して実施するものとします。以下の事項を考慮に入れるものとします。

i. 何の清掃をすべきか

ii. どのように清掃をすべきか

iii. いつ清掃するか

iv. 清掃の責任者 

v. 食品接触表面の洗浄手順の妥当性確認（CIPを含む）

vi. 洗剤および消毒剤の適正な濃度を確認するのに用いる方法 

vii. 清掃および消毒プログラムの効果の確認についての責任および方法

9.2.5.2  洗剤および消毒剤は、食品製造環境に好適なものであり、規制要求事項に従ってラベル付けされ、適
用法規に従って購入されるものとします。組織は、要素の第9.6.5項の概説とおりに洗剤および消毒剤
が保管され、トレーニングを受けたスタッフだけが取り扱っていることを確認するものとします。

9.2.5.3  使用のために混合された洗剤や除菌剤は、製造者の指示に従って正しく混合され、使用に適した容器
に保管され、明確に識別されるものとします。混合濃度を検証し、記録を維持するものとします。

9.2.5.4  クリーンインプレイス（CIP）システムを用いる場合は、化学的汚染リスクを原材料、原料成分、または
製品にもたらさないものとします。効果的な清掃を保証するために重要なCIPパラメーターを定義、監
視、および記録（使用した化学物質と濃度、接触時間、温度など）するものとします。スプレーボールを
含むCIP機器を維持し、CIP機器に対する変更を妥当性確認するものとします。CIP作業に従事する人
員を効果的にトレーニングするものとします。

9.2.5.5  清掃および衛生プログラムの支援に用いる清掃機器、工具、ラック、その他の品目を、工具の汚染の他
に、加工処理エリア、製品取り扱い機器、保管エリアの汚染を防ぐ方法で明確に識別、保管、維持する
ものとします。

9.2.5.6  製品容器、刃物、まな板、およびスタッフが使用したその他の器具を洗浄するために、設備が備えられ
た好適なエリアを指定するものとします。これらの清掃業務のためのエリアは、製造操業や機器、製品
の邪魔にならないように管理するものとします。洗浄した器具の保管用のラックおよび容器は、リクエ
ストにより提供するものとします。

9.2.5.7  生産の開始前に、食品加工処理エリア、製品接触表面、機器、スタッフ用設備、および衛生設備、なら
びにその他の主要エリアが清潔であることを確保するため、清掃および衛生業務に続いて、業務前の
点検を実施するものとします。資格を有する人員が操業前の検査を実施するものとします。
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9.2.5.8  スタッフ用設備、衛生設備、その他の重要エリアを、資格を有する人員が検査し、エリアが清潔である
ことを定められた頻度で確認するものとします。

9.2.5.9  清掃手順の効果を確認する責任および方法は、文書化され実施されるものとします。検証スケジュー
ルが作成されるものとします。

操業前の衛生点検、清掃および消毒活動、ならびに検証活動の記録が維持管理されるものとします。

9.3  人員の衛生と福利厚生
9.3.1  人員の福利厚生

9.3.1.1  包装または保管プロセスを介して他の人に健康に対するリスクをもたらす感染症のキャリアであるこ
とが判明している人員は、食品の加工処理または包装に従事してはならないものとし、食品が露出し
ている保管エリアに入場してはならないものとします。

9.3.1.2  サイトでは開いた傷口、咳、くしゃみ、つば吐き、その他の手段により体液が、材料、原料成分、食品包
装材、食品、または食品接触表面に接触することを防止する対策を講じるものとします。

体液の漏出を引き起こす怪我が発生した場合、適切なトレーニングを受けたスタッフメンバーは、食品
取り扱いおよび加工処理エリアを含む影響を受けた全エリアが十分に清掃され、すべての材料および
製品が隔離および／または処分されていることを確認するものとします。

9.3.1.3  露出した傷、できもの、その他の患部がある人員は、露出した製品の取り扱いまたは加工処理、主な
（食品接触）包装材の取り扱いや食品接触表面の接触には関与しないものとします。小さな切り傷や
擦り傷が身体の露出部にある場合は、色つき絆創膏、金属検知絆創膏、または代替の適切な防水性
かつ色つきの保護材で覆うものとします。

9.3.2  手洗い

9.3.2.1  すべての人員は手を清潔にするものとし、以下の場合に、すべてのスタッフ、契約業者、来訪者は手を
洗うものとします。

i. 食品取り扱いまたは加工処理エリアに立ち入る際

ii. 毎回のトイレ使用後

iii. ハンカチを使った後

iv. 喫煙、飲食の後

v. 洗い流し用ホース、洗浄剤、または汚染した材料を取り扱った後

9.3.2.2  手洗いステーションはすべての人員アクセスポイントに隣接させて、必要に応じて食品取り扱いおよび
加工処理エリア全体にわたりアクセス可能な場所に設置するものとします。
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9.3.2.3  手洗いステーションはステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも次のも
のを備えるものとします。

i. 適切な温度の飲料水の供給

ii. 固定ディスペンサー内に入った液体石鹸

iii. ハンズフリーの清掃可能なディスペンサー内に収納されたペーパータオル

iv. 使用済みペーパータオルを入れる設備

9.3.2.4  高リスクエリアには、以下の追加設備を提供するものとします。

i. ハンズフリー蛇口

ii. 手の消毒剤

9.3.2.5  食品加工処理エリアに入る前に手を洗うよう、適切な言語での掲示を、該当する場合、休憩室内、休
憩室出口、トイレ、および屋外の喫食エリアの目立つ位置に掲げるものとします。

9.3.2.6  手袋を使用する場合、人員は上述の手洗い規範を維持するものとします。

9.3.3  服装と所持品

9.3.3.1  サイトは、服装と毛髪に関する施策が材料、食品、および食品接触表面を意図しない微生物学的汚染
または物理的汚染から確実に保護するようリスク分析を実施するものとします。

9.3.3.2  食品取り扱いに関与するスタッフが着用する衣服は、製品に汚染リスクをもたらさないよう維持管理、
保管、洗濯、着用されるものとします。

9.3.3.3  衣服（靴を含む）は各シフトの開始時に清潔であり、使用可能な状態で維持するものとします。

9.3.3.4  過剰に汚れたユニフォームは、製品汚染リスクをもたらす場合、着替えるか交換するものとします。

9.3.3.5  使い捨て手袋およびエプロンは、毎回休憩後、加工処理エリアに再入場する際、および破損した場合
に交換するものとします。

使い捨てではないエプロンおよび手袋は、必要に応じて洗浄および消毒するものとし、使用していな
いときは加工処理エリアに提供されているラック、または人員のロッカーの指定された密閉容器に保
管するものとします。また、包装材、原料成分、製品、または機器の上に置くことまたは保管しないも
のとします。

9.3.3.6  防護衣は、食品安全に対する脅威をもたらさない材料で製造され、容易にクリーニングできるものと
します。

すべての防護衣は、使用後または汚染の管理頻度で洗浄し、微生物学的または交差接触によるアレ
ルゲン汚染を防止するために、作業に適した清潔な状態で保管するものとします。
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9.3.3.7  スタッフが加工処理エリアから出るときの防護衣の一時的保管のためにラックが提供されるものとし、
ラックは、人員の出入り用ドアおよび手洗い設備の近くまたは隣接して提供されるものとします。

9.3.3.8  アクセサリーおよびその他の固定されていない物品は、装着してはならず、食品取り扱いエリアや加工
処理作業エリア、または食品が露出しているエリアに持ち込まないものとします。石のついていない単
純なバンド、医師の指示による医療用警告ブレスレット、または宗教的もしくは文化的理由で受け入れ
ているアクセサリーの装着は、これらの物品を適切にカバーし、食品安全リスクをもたらさないという
条件で、許可できるものとします。

すべての例外は、規制要求および顧客要求事項に適合し、リスク評価と継続的なリスクマネジメント
の証拠が必要となるものとします。

9.3.4  来訪者

9.3.4.1  すべての来訪者は、サイトの食品安全および衛生手順に関するトレーニングを受けてから食品加工処
理エリアおよび取り扱いエリアに入場するものとするか、または常に案内人に付き添われて食品加工
処理エリア、取り扱いエリア、および保管エリアに入場するものとします。

9.3.4.2  マネジメントスタッフを含め、すべての来訪者は、施設の適正製造規範および第9.3.3.8項に従って、 
アクセサリーとその他の固定されていない物品を外すことが求められるものとします。すべての来訪者
は、食品加工処理および取り扱いエリアに立ち入る際に、適切な衣服および靴を着用するものとし 
ます。

9.3.4.3  目に見える疾患の兆候を表す来訪者は、食品の取り扱いおよび加工処理エリアへの立ち入りを禁止す
るものとします。

9.3.4.4  来訪者は、適切なスタッフ入口より食品取り扱いエリアに出入りし、すべての手洗いおよびスタッフに
対する規範要求事項に従うものとします。

9.3.5  スタッフ用設備（更衣室、トイレ、休憩室）

9.3.5.1  スタッフ用設備は、文書化された清掃手順、ならびに適切な照明と換気を備えるものとし、製品の取
り扱いおよび加工処理に関与する人員全員が利用できるようにするものとします。

9.3.5.2  スタッフおよび来訪者が必要に応じて防護衣に着替えるための更衣室を提供するものとします。更衣
室は清潔に保つものとします。

9.3.5.3  高リスク食品の加工処理に携わるスタッフまたは衣服が汚れる可能性のある加工処理作業に携わる
スタッフのために、高リスクの更衣エリアが提供されるものとします。

9.3.5.4  私服および個人の所有物を清潔なユニフォーム、食品接触ゾーン、食品、および包装材保管エリアか
ら離して保管するための設備がスタッフのために用意されるものとします。

9.3.5.5  必要に応じて、スタッフが使用するための十分な数のシャワーを提供するものとします。
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9.3.5.6  トイレは、以下の環境を維持するものとします。

i. スタッフがアクセス可能で、加工処理および食品取り扱い作業から分離されて、設計および構築されている 

ii. 加工処理エリアから、屋外へまたは隣接する部屋を通って排気している気密区画を介して、アクセスできる

iii. スタッフの最大人数に対して十分な数がある 

iv. 容易に清掃および維持管理できるよう構築されている

v. 施設の利用中に防護衣、外衣、およびその他の物品を保管するためのエリアを屋内またはすぐ近くに配置する

vi. 清潔かつ整理された状態に保つ 

トイレの清掃に用いる器具／機器は、加工処理エリアの清掃には用いないものとします。

9.3.5.7   トイレの排水は、規則に従い、施設内の他の排水に接続してはならず、浄水槽または下水システムへ
と接続するものとします。

9.3.5.8  手洗い台はトイレのすぐ外またはトイレ内に提供し、第9.3.2.3項の記載に従って設計するものとします。

9.3.5.9  製品接触／取り扱いゾーンから離れた、別の休憩室が提供されるものとします。休憩場所は以下であ
るものとします。

i. 換気され良好に照明されている

ii. スタッフの最大人数を一度に着席させて対応するのに十分なテーブルと座席が提供されている

iii. 器具を洗浄するための飲料用の温水と冷水が出るシンクを備えている 

iv. スタッフが食品を保管、加熱または必要に応じてノンアルコール飲料が準備可能な冷蔵、加熱設備を備えている

v. 清潔に保ち、廃棄物や有害生物がないようにしておく

9.3.5.10  屋外に摂食エリアが設けられている場合、そのエリアは清潔に保ち、廃棄物がないようにし、有害生
物のサイトへの誘引などの汚染導入の可能性を最小限に抑えるよう維持管理する必要があります。
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9.4  作業者による加工処理の規範
9.4.1  食品の取り扱いと加工処理作業に従事するスタッフ 

9.4.1.1  食品の取り扱い、調整、または加工処理に関与する全ての人員は、製品および材料を損傷や製品汚染
から守るような方法で確実に取り扱い、保管するものとします。この人員は以下の加工処理規範に従
うものとします。

i. 加工処理エリアに立ち入る人員は、必ず出入り用ドアを通る

ii. すべてのドアを閉じたままにする 廃棄物除去や製品／原料成分／包装材の受け取りでアクセスを必要とする場
合、ドアは長時間開けたままにしない

iii. 包装材、製品、原料成分は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないものとする

iv. 廃棄物は、その目的が明記された容器に入れ、定期的に加工処理エリアから除去し、蓄積したまま放置しないも
のとする

v. 洗浄水および圧縮空気用のホースはすべて、使用後にホースラックに保管し、床に放置しないものとする

9.4.1.2  食品取り扱いもしくは加工処理作業に従事または訪問する人員は、以下を確実に行うものとします。

i. スタッフは、要素の第9.4.1.4項に記述されている場合を除き、食品取り扱い／接触ゾーンで加工処理中の製品を
食べたり味見したりしてはならない

ii. 露出した食品を取り扱う際は、つけ爪、つけまつ毛、まつ毛エクステンション、長い爪、マニキュアの使用を禁止
する

iii. 製品が露出している場所では、毛髪カバーとあごひげのカバーを着用するものとする

iv. 製品の生産エリア、保管エリア、または露出エリアでは、喫煙、チューインガム、喫食、つば吐きは許可されない 

v. 水の飲用は、汚染またはその他の食品安全リスクの発生を防止する条件下に限り許可される 生産および保管 
エリアに設置される飲料水の容器は、透明なカバー付きの容器に保管し、かつ原材料、包装材、工具、または 
機器の保管から離れた指名エリアに保管するものとする

9.4.1.3  食品の加工処理および取り扱いエリア内の人員のフローは、汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理
するものとします。

9.4.1.4  食品取り扱い／接触ゾーンで官能評価を実施する必要がある場合、サイトは管理と手順を実施して、
以下を確実にするものとします。

i. 食品安全が損なわれていない

ii. 権限を与えられた人員のみが官能評価を実施する

iii. 官能評価を実施する担当者は高水準の個人衛生を実施する

iv. 官能評価のために準備されたエリアで実施する官能評価に用いる機器を消毒し、加工処理機器とは別に維持 
および保管する
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9.4.2  動物飼育

9.4.2.1  家畜に病気がなく、食用消費に適していることを確認するために、有資格者によりも生体検査を実査
するものとします。

9.4.2.2  動物用医薬品、重金属、有害生物駆除剤などの禁止物質の規制を受ける家畜は特定され、隔離と 
加工処理の手続きが実施されるものとします。

9.4.2.3  屠殺用家畜には常に、清潔な水を与え、家畜の一時収容所に長時間置かれる場合は清潔な飼料を 
与えるものとします。

9.4.2.4  生体家畜の世話と管理を担当する従業員は、家畜の取り扱いと動物福祉についての訓練を受けた適
格者であるものとします。担当する従業員は、家畜の苦痛や病気の初期の兆候を識別することができ、
家畜の痛みやストレスを最小限に抑えるものとします。

9.4.2.5  病気にかかっていると見なされた家畜、または食用消費に不適であると見なされた家畜は、健康な家
畜から隔離し、廃棄処分とする、または加工処理から除外するものとします。

9.4.2.6  サイトは、農業用または清掃用化学物質、廃棄物、またはその他の家畜を汚染し得る材料からの、屠殺
用への家畜の交差汚染を防ぐ方策を実施するものとします。

9.4.3  屠殺

9.4.3.1  人道的であり、所与の家畜種について国内または国際的規制によって使用が認可されている屠殺方
法のみを使用するものとします。

9.4.3.2  段階プロセスを使用する場合、電撃から致死までの時間は、規制要求事項を超えないものとします。
頭蓋腔への空気の直接注入の使用は許可されないものとします。

9.4.3.3  サイトは、既知の生物学的危害に対処し、規制および顧客の基準への適合を示すことを実証する、病原
体管理プログラムを有するものとします。

9.4.3.4  剥皮に使用する刃物および工具は、個体ごとに洗浄・滅菌するものとします。汚染した刃物および器具
は、食用部位に使用する前に、洗浄・滅菌する必要があります。

9.4.3.5  屠体の衛生状態を維持管理し、汚染を防ぐための手順が、文書化され実施されるものとします。糞便
は屠殺場の床から除去し、屠体は認可された者が屠体検査を行い、病気または汚染の兆候を調べる
ものとします。

該当する場合は、屠体のグレード付けのための手順を設定するものとします。
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9.4.3.6  冷却プロセスは、定められた時間および温度要件を有し、定期的に監視され、記録されるものとします。

9.4.3.7  屠体の安全かつ衛生的な内臓除去および、解体食用部分と非食用部分の識別に関する手順を設定す
るものとします。屠体の食用部分は、清潔な消毒済み器具と容器を用い、汚染から保護した状態で、
加工処理と保管を行うものとします。食用部分は、加工処理中以外はカバーをかけるものとします。

9.4.3.8  屠体の食用部分はすべて、屠体検査プロセスで識別され、家畜個体と屠殺の日時に遡って追跡可能で
あるものとします。

9.4.3.9  屠殺の衛生状態は、少なくとも糞便病原体に関して、定期的にモニタリングされるものとします。リスク
に基づく家畜種固有の微生物学的分析も実施される場合があるものとします。

9.5  水、氷、空気供給
9.5.1  給水

9.5.1.1  既知の清潔な水源から供給される飲料水が、加工処理作業中に原料成分として使用する水、および
施設や機器の洗浄に使用する水として、供給されるものとします。サイト内での貯水（該当する場合）
や施設内の配管分岐についても、飲料水がどこから来ているかを特定するものとします。

9.5.1.2  供給される飲料水が汚染されている、または使用が不適切であると見なされる場合に備えて緊急事
態対応計画を整備するものとします。

9.5.1.3  施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水を供給するものとします。

9.5.1.4  施設内の水の供給では、飲料水が汚染されないようにするものとします。逆流防止システムの試験を
可能であれば、少なくとも年1回実施し、記録を維持するものとします。

9.5.1.5  非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理されるものとします。

i. 飲料水の配管と非飲料水の配管に相互混入がない

ii. 非飲料水の配管および出口が明確に識別されている

iii. ホース、蛇口、およびその他の考えられる類似の汚染源は、逆流または逆サイホン作用を防ぐように設計する

9.5.1.6  水がオンサイトで貯水される場合、貯水設備は汚染を防止するよう十分に設計、構築され、定期的に
清掃されるものとします。

9.5.2  水処理

9.5.2.1  水処理のための方法、装置、材料は、必要に応じて効果的な水の処理が行われるように設計、設置、
運用されるものとします。

水処理装置は、使用可能な状態を確認するため、定期的にモニタリングするものとします。
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9.5.2.2  加工処理に原料成分として用いる水、または機器の洗浄および殺菌に用いる水は試験し、必要となる
場合は、飲用を維持できるよう対処するものとします（第9.5.2.1項を参照）。

9.5.2.3  処理済みの水は、規定された指標を確実に満たすために、定期的にモニタリングするものとします。 
水処理用化学物質の使用をモニタリングして、化学残留物が許容限界の範囲内にあることを確認する
ものとします。試験結果の記録は維持するものとします。

9.5.3  水質

9.5.3.1  以下に使用する水は、必要に応じて、地域、国または国際的に認められた飲料水の微生物学的基準お
よび品質基準に従うものとします。

i. 食品の洗浄、解凍、処理

ii. 手洗い

iii. 食品の運搬

iv. 原料成分または食品加工助剤

v. 食品接触表面と機器の洗浄

vi. 氷の製造

vii. 食品に接触するか、または食品に接触する水の加熱に用いる蒸気の製造

9.5.3.2  水および氷の供給の清浄度を検証し、実施されている処理方法の実施および効果をモニタリングする
ため、水と氷の微生物学的分析を実施するものとします。分析用サンプルは、サイト内の製造または洗
浄用として供給される水から採取されるものとします。分析の頻度はリスクに基づくものとし、少なく
とも年1回であるものとします。

9.5.3.3  水と氷は、参照の基準および方法を用いて分析されるものとする。

9.5.4  氷の供給

9.5.4.1  加工処理作業中、加工助剤や原料成分として使用するために提供される氷は、第9.5.3.1項に従うも
のとします。

9.5.4.2  購入する氷は、承認済みサプライヤーから供給されるものとし、サイトの食品安全リスク評価に含まれ
るものとします。氷を供給する容器は、使用に適し、再使用時には洗浄可能で、必要に応じて試験され
るものとします。

9.5.4.3  製氷室および取出し口は、要素の第9.1.2項に概説された材料で構築され、保管、取り出し、流通時に
氷の汚染を最小限に抑えるよう設計するものとします。
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9.5.5  空気およびその他の気体

9.5.5.1  食品または食品接触表面に接触する圧縮空気またはその他の気体（窒素、二酸化炭素など）は、清浄
であり、食品の安全性にリスクをもたらさないものとします。

9.5.5.2  圧縮空気システム、および食品または食品接触表面に接触するその他の気体の貯蔵または分配に用
いるシステムは、品質と該当する食品安全性のハザードのために維持管理され、定期的にモニタリン
グするものとします。分析の頻度はリスクに基づくものとし、少なくとも年1回であるものとします。

9.6  受入、保管、輸送
9.6.1  家畜の輸送

9.6.1.1  屠殺用家畜の輸送に使用する車両は、目的に適したもので、使用前に清潔であるものとします。車両
は点検し、点検の記録を維持するものとします。

9.6.1.2  屠殺用家畜の輸送時間は、最小限に保ち、時間を記録するものとします。

9.6.1.3  家畜が長時間、囲いおよび追い込み場に保持される場合、適切な給水と飼料を供給するものとします。

9.6.2  商品の受入、保管、および取り扱い

9.6.2.1  サイトは、原材料（冷凍、冷蔵、および常温）、原料成分、包装材、機器、および化学物質の安全で衛生
的な受入と保管を可能にする効果的な保管プランを文書化および実施するものとします。

9.6.2.2  管理を整備して、原料成分、原材料、加工助剤、および包装材のすべてを受領して適切に保管し、交差
汚染のリスクを防止するものとします。未処理の原材料を受領し、処理済みの原材料とは別に保管し、
交差汚染のリスクを避けるものとします。

9.6.2.3  効果的な在庫ローテーションの原則を確保する責任および方法を文書化し、実施するものとします。

9.6.2.4  すべての原料成分、材料、仕掛品、手直し、および最終製品を指定された品質保持期間内に確実に利
用するための手順を設けるものとします。

9.6.2.5  原材料、原料成分、包装材、機器、および化学物質が、安全な商品保管のために想定されていない 
一時的な、あるいはオーバーフローした状態にある場合は、リスク分析を実施して、これら商品の完全
性に対するリスクがないこと、汚染の可能性がないこと、または食品安全に対する悪影響がないこと
を確認するものとします。

9.6.2.6  原材料、原料成分、包装材、機器、化学物質、最終製品における、代替的または一時的管理のための
措置に対する有効性を検証するための記録が利用可能であるものとします。
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9.6.3  食品の冷却保存、冷凍、冷蔵

9.6.3.1  サイトは、凍結、冷却、低温保管庫の効果的な運用性能の確認を提供するものとします。冷却器、凍結
庫、低温保管庫は、衛生的で効率的な食品の冷蔵を可能とするよう設計および構築され、点検と清掃
のためのアクセスが容易であるものとします。

9.6.3.2  冷蔵エリアの定期的な清掃を考慮したうえで、予想される最大処理量を冷蔵、冷凍、冷蔵保存、また
は冷凍保存できる十分な冷蔵能力が利用可能であるものとします。

9.6.3.3  サイトは、チェックの頻度や温度が仕様の範囲外にある場合の是正処置を含む、温度のモニタリング
に関する文書化した手順を有するものとします。

凍結、冷却、低温保管庫は、温度監視装置を備え、室内の最も高温の部分を監視し、読み取りとアク
セスが容易に可能な温度測定装置を備えるものとします。凍結、冷却、および低温保管庫の温度の記
録を維持するものとします。

9.6.3.4  解凍および結露排水は、管理された排水システムに排出されるものとします。

9.6.4  乾燥原材料、包装材、長期保存可能な包装商品の保管

9.6.4.1  製品原料成分、包装材、その他の乾燥原材料の保管に使用する部屋は、濡れたエリアからは離して配
置し、汚染と劣化から製品を保護し、包装材が有害生物または害虫の温床とならないよう構築するも
のとします。

9.6.4.2  包装材の保管用に提供されるラックは、不透水性材料で構築し、床やラックの背部の清掃と点検を可
能にするよう設計するものとします。保管エリアは事前に決められた頻度で清掃するものとします。

9.6.5  危険化学物質と有害物質の保管

9.6.5.1  食品汚染の可能性がある危険化学物質と有害物質は、以下であるものとします。

i. 明確にラベル付けし、容器の内容を識別し一致させる

ii. 使用が承認されて、オンサイトに保管されるすべての危険化学物質と有害物質を最新の登録リストに含める

iii. 最新の安全データシート（SDS）をサポートし、すべてのスタッフが利用できるようにする

9.6.5.2  危険化学物質と有害物質の保管は以下の条件を満たすものとします。

i. 危険物保管エリアであることを示す適切な掲示がエリアに設置されている 

ii. 管理され施錠されており、化学物質の保管と使用の訓練を受けた人員だけがアクセスできる

iii. 適切に換気されている

iv. 意図した場所に保管し、異なる物が混在した状態での保管しない（食品グレード品と非食品グレード品の混在など） 

v. 有害生物駆除剤、殺鼠剤、燻蒸剤、および殺虫剤は、殺菌剤および洗剤とは別に保管するよう設計する

vi. 最終製品または製品接触表面に対するハザードを防止する方法で保管する

加工処理器具および包装材は、危険化学物質と有害物質の保管に使用されるエリアには保管しない
ものとします。
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9.6.5.3  危険化学物質と有害物質は正しくラベル付けし、以下であるものとします。

i. 製造業者の指示に従って使用する

ii. 原材料、包装材、仕掛品、最終製品、または製品接触表面に対する汚染またはハザードを防止するよう管理する

iii. 使用後は該当する保管エリアに返却する

iv. 国内および地域の法規を遵守する

9.6.5.4  水に対する継続的殺菌、加工助剤、または食品接触エリアの表面や食品の加工処理機器に対する緊
急清浄などに使用される化学物質の毎日の供給については、化学物質保管設備へのアクセス権限を
与えられた人員だけに限定される条件で、加工処理エリアの内部またはすぐ近くに保管することがで
きます。

9.6.5.5  有害生物駆除剤や洗浄用化学物質を含む危険化学物質と有害物質を取り扱う人員は以下であるも
のとします。

i. 危険化学物質と有害物質の保管、取り扱い、使用ために十分なトレーニングを受けている

ii. 救急処置用具と個人用保護具（PPE）を備えている

iii. 適切な識別、保管、使用、廃棄、片付けの要求事項の遵守を確保している

9.6.5.6  サイトは、要求事項に従って空の状態、古い状態、および未使用の状態の化学物質、有害生物駆除剤、
有害物質、容器を処分するものとし、主要な容器は以下を確実に行います。

i. 再使用しない

ii. 回収前に隔離して安全に保管する

iii. 認可業者が廃棄処分する

9.6.5.7  危険物の漏出事故に備えて、サイトは以下の対策を行うものとします。

i. 漏出を適切に封じ込めるための漏出時の清掃対応についての指示書を備える 

ii. PPE、漏出事故対応キット、および清掃設備を備える
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9.6.6  積み込み、輸送、荷降ろしの規範

9.6.6.1  食品の積み込み、輸送、および荷降ろし中に適用される規範は、適切な保管条件および製品の完全性
を維持するよう文書化し、実施し、設計するものとします。交差汚染防止のための適切な条件のもとで、
食品の積み込み、輸送および荷降ろしが行われるものとします。

9.6.6.2  食品のサイト内の輸送およびサイトからの輸送に使用される車両（トラック／バン／コンテナなど）は、
積み込みの前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、目的に対して適切で、製品に対して悪影響
を与え得るような臭いまたはその他の状況がないことを確認するものとします。

9.6.6.3  車両（トラック／バン／コンテナなど）の不正操作は、シールまたはその他の合意済みの容認可能な
装置またはシステムを使用して防止するものとします。

9.6.6.4  積み込みと荷降ろし用のドックは、積み込みと荷降ろし中に製品を保護するよう設計するものとしま
す。積み込み作業の規範は、積み込み作業および輸送中に、製品と包装の完全性の維持に有害な状
況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計するものとします。

9.6.6.5  冷蔵装置は製品を求められる温度に維持するものとします。装置の温度設定は、積み込み前に設定、
チェック、記録するものとし、必要に応じて積み込み中に製品温度を一定間隔で記録するものとします。

9.6.6.6  冷蔵装置は常時作動可能状態にあるものとし、装置の動作とドアの密閉のチェックを完了し、輸送中
は一定間隔で保管温度をチェックするものとします。

9.6.6.7  到着したら、ドアを開ける前に、食品輸送車両の冷蔵装置の保管温度設定および作動温度をチェック
し、記録するものとします。荷降ろしは効率的に完了するものとし、荷降ろし開始時および荷降ろし作
業中は一定間隔で製品温度を記録するものとします。

9.6.6.8  荷降ろしの規範は、製品と包装の完全性の維持に対して有害な状況に製品を不必要にさらすことを
最小限に抑えるよう設計されるものとします。

9.7  機能の分離
9.7.1  高リスク加工処理

9.7.1.1  �殺滅�工程や、その他�食品安全に干渉する�工程を経ている、または加工済みとして取扱われる対
象となっている高リスク食品の加工は食品安全に対して影響を受けやすいエリアが、他のプロセス、
原材料、または原材料を取り扱うスタッフから保護／隔離されており、二次汚染が最小限に抑えられ
ていることが保証される管理された条件下で実施される。

9.7.1.2  高リスクエリア内の周囲の空気を少なくとも年1回試験し食品安全にリスクをもたらしていないことを
確認します。
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9.7.1.3  高リスク加工処理を実施するエリアは、その業務の専任スタッフのみが作業を行うものとします。

9.7.1.4  高リスクエリアで作業するスタッフは、高リスクエリアに入る際に清潔な着衣と靴または一時的な保
護上着に着替えるものとします。スタッフアクセスポイントは、スタッフが特殊な防護衣に着替え、高い
基準の衛生慣行を遂行して製品汚染を防ぐことができるよう、配置、設計、装備するものとします。

9.7.1.5  製品輸送ポイントは、高リスクの隔離性を低下させることなく、かつ交差汚染のリスクを最小限に抑え
るよう配置、設計するものとします。

9.7.2  食品の解凍

9.7.2.1  食品の解凍は、その目的に適した装置内および室内で実施するものとします。水を使用する解凍設備
は、水の交換速度や温度が製品の劣化や汚染の原因とならないよう、連続的に流れるようにするもの
とします。オーバーフローした水は、床の上に流さないように、床の排水システムに流すか、適切に配
管されるものとします。

9.7.2.2  空気による解凍設備は、製品の劣化や汚染を起こさないような速度と温度の管理条件下で食品を解
凍するようデザインされるものとします。

9.7.2.3  製品にリスクをもたらさないようにするため、解凍した製品から生じた使用済みカートンや包装材の
格納と定期的な廃棄を行うための設備を提供するものとします。

9.7.3  異物混入の管理

9.7.3.1  製品の異物混入防止についての責任および方法は、文書化され、実施され、全スタッフに通知される
ものとします。

工場および機器が良好な状態を維持し、機器が破損や劣化を起こしていないこと、および機器に潜在
的な汚染物質が検出されていないことを確認するため、検査を実施するものとします（第2.5.4.3項を
参照）。

9.7.3.2  ガラス、磁器、セラミックス、実験用ガラス器具、またはその他類似の材料でできた容器、機器、その他
の器具の使用は、食品加工処理／接触ゾーンでは許可されないものとします（ただし、製品がこれら
の材料でできた包装材に入っている場合や、ガラスダイヤルカバーのある測定機器である場合や、規
制によりMIG（水銀）温度計を必要とする場合は除く）。

ガラス製物品または類似の材料が食品取り扱い／接触ゾーンで必要とされる場合は、その場所と 
状態の詳細を含めて、ガラス登録に記載するものとします。

9.7.3.3  食品取り扱い／接触ゾーンの定期検査を実施して（第2.5.4.3項を参照）、そのゾーンにガラスやその
他同様の材料がないことを確認し、ガラス登録に記載された物品の状態の変更を確認するものとしま
す。

9.7.3.4  各シフトの開始時に、加工処理機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよびMIG温度計を点検し、破損
がないことを確認するものとします。
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9.7.3.5  ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けるエリアを分離、清掃して、完全に点検し
（清掃用具および靴を含む）、適切な責任者の承認を受けてから、業務を再開するものとします。

9.7.3.6  食品加工処理エリアおよび食品取り扱いエリアで使用される木製パレットおよびその他の木製器具
は、その目的専用とし、清潔で、良好な形状と状態で維持するものとします。その状態は定期点検の対
象となるものとします。

9.7.3.7  機器、機器カバー、頭上構造にある、固定されていない金属製物品は、除去するか、しっかりと固定し
てハザードをもたらさないようにするものとします。

9.7.3.8  加工処理および包装業務に使用する刃物および切断器具は管理し、清潔に保ち、良好に維持するも
のとします。カッターナイフのような折って使用する刃物は、製造または保管エリアで使用してはなら
ないものとします。

9.7.3.9  時間の経過とともに摩耗または劣化する材料で出来たガスケット、ゴム、インペラー、その他の機器は
定期的に検査するものとします（第2.5.4.3項を参照）。

9.7.4  異物の検知

9.7.4.1  異物を除去また検出するための、監視、維持、較正、およびスクリーンやふるい、フィルター、その他の
技術の使用に関する責任、方法、頻度は、文書化し実施するものとします。

9.7.4.2  検知システムおよび／または除去システムを用いる場合、サイトは、製品とその包装材のリスクアセス
メントに基づいて検知の限界を定め、プロセスにおける検知機の位置を特定するものとします。

9.7.4.3  金属検知機またはその他の物理的汚染検出技術に関して、その動作効果を日常的に監視、妥当性確
認、検証するものとします。機器は、リジェクトされた場合検出された製品が分離および識別されるこ
とができるように設計されていることとします。

9.7.4.4  異物検知装置によりリジェクトまたは除去された製品の検査記録、およびそれに対する是正処置と 
予防措置の記録は維持するものとします。

9.7.4.5  異物混入が起こった場合はすべて、影響を受けるバッチまたは品目の分離、検査、手直し、または廃棄
を行うものとします。処分の記録は維持するものとします。

9.8  廃棄物処理
9.8.1.1  乾燥、湿潤、液体の廃棄物の回収および取り扱いに用いる責任および方法、ならびに施設から除去す

るまでのその廃棄物の保管方法については、文書化し実施するものとします。

9.8.1.2  廃棄物は定期的に除去し、食品取り扱いまたは加工処理エリアに蓄積させないものとします。指定さ
れた廃棄物蓄積エリアは、外部の廃棄物回収が行われるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持
するものとします。
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9.8.1.3  桶、タンク、その他の機器からの廃水およびオーバーフロー水は、床排水システムに直接放出するか、
または地域の規制要求事項に適合する代替方法により放出するものとします。

9.8.1.4  トロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管エリアは、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・
消毒して、有害生物やその他の害虫をおびき寄せないようにするものとします。

9.8.1.5  トリミング屑、非食用材料、使用済み包装を含む、固体の処理廃棄物すべての廃棄について、適切な
設備が提供されるものとします。

9.8.1.6  該当する場合は、取り扱いまたはその他の理由で、商標登録材料または高リスクと見なされる廃棄物
の管理された廃棄のために文書化された手順を準備するものとします。廃棄サービス契約業者を使用
する場合は、廃棄プロセスを定期的に評価し、コンプライアンスを確認します。

9.8.1.7  動物飼料用に指定された非食用廃棄物は、動物またはさらなる加工処理にリスクをもたらさないよう
保管および取り扱うものとします。変性剤を用いて非食用廃棄物を識別する場合は、動物福祉に対す
るリスクをもたらさないことを明確に示すものとします。

9.8.1.8  廃棄までの間オンサイトに保持される廃棄物は、適切な防虫が行われ、ハザードをもたらさない場所
にある別の保管設備に保管するものとします。

9.8.1.9  加工処理および食品取り扱いエリアからのすべての液体廃棄物廃棄について、適切な設備が用意さ
れるものとします。液体廃棄物は、加工処理環境から継続的に除去されるか、あるいは、ハザードをも
たらさない場合は、廃棄までの間、指定保管エリアの蓋付きの容器内に保持するものとします。

9.8.1.10  廃棄物マネジメントの有効性のレビューは、サイトの定期点検（第2.5.4.3項を参照）の一部を構成し、
この点検の結果は相当する点検報告書に含めるものとします。
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産

• 
養
蜂

ウ
シ
、仔
羊
、ブ
タ
、家
禽
類
、卵
、牛
乳
、蜂
蜜
な

ど
。

2
生
鮮
青
果
と
発
芽
種
子
作

物
の
室
内
栽
培
お
よ
び
室

内
収
穫

Bl
：
植
物
生
産
物
の
農
作

（
穀
類
、豆
類
以
外
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
一
次

植
物
生
産

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

18
：
植
物
生

産
物
の
室
内
農
作
に
関
す

る
G

AP
（
適
正
農
業
規
範
）

環
境
制
御
型
農
業（

C
EA
）の
下
で
植
物
生
産
物

の
生
産
、収
穫
、調
整
、包
装
、オ
ン
サ
イ
ト
保
管

に
適
用
す
る
。室
内
栽
培
業
務
、温
室
、マ
ッ
シ
ュ

ル
ー
ム
農
園
、ス
プ
ラ
ウ
ト
業
務
で
栽
培
さ
れ
る
す

べ
て
の
製
品
を
含
む
。

以
下
を
含
む
が
、こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。

• 
す
べ
て
の
品
種
の
マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ー
ン

• 
す
べ
て
の
品
種
の
発
芽
種
子

 

• 
ト
マ
ト
、ピ
ー
マ
ン
類
、キ
ュ
ウ
リ
、レ
タ
ス

• 
キ
ノ
コ
類

3
生
鮮
青
果
と
ナ
ッ
ツ
類
の

栽
培
と
生
産

 
Bl
：
植
物
生
産
物
の
農
作

（
穀
類
、豆
類
以
外
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
植
物

生
産

シ
ス
テ
ム
要
素

モ
ジ
ュ
ー
ル

7：
植
物
生
産
物

の
屋
外
農
作
に
関
す
る

G
AP

（
適
正
農
業
規
範
）

全
形
の
生
鮮
果
物
、野
菜
、ナ
ッ
ツ
類
の
生
産
、収

穫
、調
整
、現
場
包
装
、オ
ン
サ
イ
ト
保
管
に
適
用

さ
れ
る
。

果
樹
栽
培
、ブ
ド
ウ
栽
培
、ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
、外

部
苗
床
運
営
を
含
め
、広
大
農
地
お
よ
び
集
中
園

芸
生
産
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
栽
培
生
産
物

を
含
む
。

す
ぐ
に
喫
食
で
き
る（

RT
E）
ま
た
は
以
下
の
さ
ら

な
る
加
工
処
理
の
た
め
の
す
べ
て
の
生
鮮
果
物
な

ら
び
に
野
菜
と
ナ
ッ
ツ
の
品
種
：

• 
熱
帯
性
お
よ
び
温
帯
性
果
樹
の
果
実
、ニ
ン
ジ

ン
、ビ
ー
ト
、イ
モ
、ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ

• 
食
用
ブ
ド
ウ
、イ
チ
ゴ
、ラ
ズ
ベ
リ
ー
、ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
、あ
ら
ゆ
る
種
類
の
葉
物
野
菜
、サ
ラ
ダ
用

ミ
ッ
ク
ス
、ト
マ
ト
、ピ
ー
マ
ン
類
、ハ
ー
ブ
お
よ

び
ス
パ
イ
ス
類
、ト
マ
ト
、ネ
ギ
、ベ
ビ
ー
ホ
ウ
レ

ン
ソ
ウ
、レ
タ
ス
、メ
ロ
ン
な
ど
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付録1：SQF食品セクター分類

FS
C

区
分

（
サ
イ
ト
の
認
証
の

 
対
象
範
囲
）

G
FS

I業
界
対
象
範
囲

適
用

SQ
Fの
コ
ー
ド
と

 
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
明

製
品
例

4
生
鮮
青
果
、穀
類
、ナ
ッ
ツ

類
の
包
装
作
業

Bl
ll：
植
物
生
産
物
の
前
処

理
取
り
扱
い

 
SQ

F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
植
物

生
産

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

10
：
植
物
生

産
物
の
前
処
理
に
関
す
る

G
O

P（
適
正
作
業
規
範
）

生
鮮
お
よ
び
前
包
装
済
み
の
未
加
工
全
形
果
実
、

野
菜
、お
よ
び
ナ
ッ
ツ
類
の
洗
浄
、殻
む
き
、包
装
、

分
類
、等
級
区
分
、お
よ
び
オ
ン
サ
イ
ト
保
管（
管

理
さ
れ
た
環
境
温
度
に
よ
る
保
管
を
含
む
）、
な
ら

び
に
穀
類
お
よ
び
豆
類
製
品
の
洗
浄
お
よ
び
包
装

が
適
用
さ
れ
る
。

包
装
施
設
で
パ
ッ
ク
さ
れ
、管
理
さ
れ
た
環
境
に

よ
る
保
管
を
受
け
得
る
よ
う
な
、す
べ
て
の
品
種
の

果
実
、野
菜
、ナ
ッ
ツ
類
を
含
む
。

5
大
規
模
農
業
の
操
業

Bl
l：
穀
類
お
よ
び
豆
類
の

農
作

 
SQ

F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
植
物

生
産

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

8：
穀
類
お
よ

び
豆
類
の
農
作
に
関
す
る

G
AP
（
適
正
農
業
規
範
）

豆
類
、禾
穀
類
、そ
の
他
の
穀
類
な
ど
大
規
模
農

業
作
物
の
生
産
、収
穫
、調
整
、輸
送
、保
管
に
適

用
。

動
物
飼
料
作
物
の
栽
培
と
収
穫
も
含
む
。

小
麦
、オ
ー
ツ
麦
、米
、豆
類
、麻
（
合
法
的
に
許

可
さ
れ
て
い
る
場
合
）、
大
豆
、マ
メ
科
植
物
、ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
、穀
類
、綿
花
、牧
草
、サ
イ
レ
ー
ジ
、干

し
草
を
含
む
が
、こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
、食
用

お
よ
び
飼
料
用
の
す
べ
て
の
穀
物
お
よ
び
穀
類
の

品
種
。

6
水
産
物
の
養
殖

 
Al

l：
魚
介
類
の
養
殖

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
水
産

養
殖

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

6：
水
産
物
の

養
殖
に
関
す
る

G
AP
（
適

正
養
殖
規
範
）

淡
水
魚
類
お
よ
び
貝
類
の
集
約
養
殖
に
適
用
さ

れ
る
。洗
浄
、輸
送
、保
管
を
含
み
、エ
ラ
取
り
、ワ

タ
抜
き
、皮
引
き
、冷
蔵
業
務
に
及
ぶ
。

養
殖
鮮
魚
類
お
よ
び
貝
類
の
全
種
で
、以
下
を
含

む
。

• 
マ
グ
ロ
、サ
ケ
、マ
ス
、そ
の
他
の
養
殖
魚
類

• 
カ
キ
、イ
ガ
イ
類
、エ
ビ
、ロ
ブ
ス
タ
ー
、カ
ニ
、

そ
の
他
の
養
殖
貝
類

7
食
肉
処
理
、脱
骨
、お
よ
び

食
肉
解
体

C
O：
畜
産
物
の
一
次
転
換

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
畜
産

物
製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

9：
畜
産
物
の

加
工
処
理
に
関
す
る

G
M

P

消
費
を
目
的
と
す
る
す
べ
て
の
動
物
種
お
よ
び
狩

猟
動
物
の
屠
殺
、食
肉
調
整
、加
工
処
理
、輸
送
、

オ
ン
サ
イ
ト
保
管
、冷
蔵
、冷
凍
、卸
売
に
適
用
さ

れ
、あ
ら
ゆ
る
肉
切
り
身
に
も
及
ぶ
。

未
調
理
の
家
禽
類
、豚
肉
お
よ
び
赤
肉
動
物
で
、

小
売
食
肉
店
、脱
骨
作
業
場
、食
肉
卸
売
市
場
に

お
い
て
調
整
す
る
も
の
、ひ
き
肉
を
含
む
。

豚
お
よ
び
赤
身
肉
類
の
骨
付
き
お
よ
び
骨
抜
き
肉

で
、ひ
き
肉
を
含
む
。

家
禽
類
の
骨
付
き
お
よ
び
骨
抜
き
肉
で
、家
禽
類

ひ
き
肉
を
含
む
。
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付録1：SQF食品セクター分類

FS
C

区
分

（
サ
イ
ト
の
認
証
の

 
対
象
範
囲
）

G
FS

I業
界
対
象
範
囲

適
用

SQ
Fの
コ
ー
ド
と

 
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
明

製
品
例

8
加
工
肉
類
お
よ
び
家
禽
肉

C
l：
生
鮮
畜
産
物
の
加
工

処
理

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
畜
産

物
製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

9：
畜
産
物
の

加
工
処
理
に
関
す
る

G
M

P

肉
類（
す
べ
て
の
赤
肉
類
お
よ
び
家
禽
類
）を
主

要
な
原
料
成
分
と
す
る
加
工
処
理
、製
造
、輸
送
、

オ
ン
サ
イ
ト
保
管
業
務
に
適
用
さ
れ
る
。す
べ
て
の

高
付
加
価
値
化
業
務（
調
理
後
冷
凍
、パ
ン
粉
付

け
、保
存
処
理
、燻
製
、調
理
、乾
燥
、発
酵
、真

空
包
装
）、
冷
蔵
、冷
凍
業
務
を
含
む
が
肉
類
お
よ

び
家
禽
製
品
の
缶
詰
作
業
は
除
く
。

家
禽
肉
、豚
肉
、赤
肉
の
混
合
物
お
よ
び
生
、熱

処
理
、発
酵
処
理
し
た
家
禽
肉
、豚
肉
、赤
肉
類
で

サ
ラ
ミ
、ソ
ー
セ
ー
ジ
類
、ベ
ー
コ
ン
、ペ
パ
ロ
ニ
、

ミ
ー
ト
ペ
ー
ス
ト
そ
の
他
を
含
む
。

9
水
産
加
工

C
l：
生
鮮
畜
産
物
の
加
工

処
理

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
畜
産

物
製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

9：
畜
産
物
の

加
工
処
理
に
関
す
る

G
M

P

全
魚
介
類
の
加
工
処
理
、製
造
、輸
送
、オ
ン
サ
イ

ト
保
管
に
適
用
さ
れ
、解
体
、発
酵
、パ
ン
粉
付
け
、

燻
製
、調
理
、冷
凍
、冷
蔵
、乾
燥
、真
空
包
装
を

含
む
高
付
加
価
値
化
業
務
に
及
ぶ
が
、水
産
物
製

品
の
缶
詰
作
業
は
除
く
。

含
ま
れ
る
も
の
：

鮮
魚
、フ
ィ
ー
レ
加
工
品
、成
形
練
り
製
品
、パ
ン

粉
付
き
魚
介
ポ
ー
シ
ョ
ン
、未
調
理
魚
介
製
品
、刺

身
、寿
司
、冷
蔵
ま
た
は
冷
凍
の
す
り
身
、燻
製
、

調
理
済
み
魚
介
製
品
で
、喫
食
前
に
さ
ら
に
調
理

す
る
必
要
の
な
い
も
の
。

10
酪
農
食
品
加
工

C
l：
生
鮮
畜
産
物
の
加
工

処
理

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）

集
乳
用
の
す
べ
て
の
種
か
ら
得
た
食
品
の
加
工
処

理
、輸
送
、保
管
に
適
用
さ
れ
、牛
乳
の
冷
凍
、低

温
殺
菌
、精
密
ろ
過
、蒸
発
脱
水
お
よ
び
濃
縮
、発

酵
、純
化
、培
養
、噴
霧
乾
燥
を
含
む
す
べ
て
の
高

付
加
価
値
化
業
務
に
及
ぶ
が
、
超
高
熱
処
理

（
UH

T）
業
務
は
除
く（

FS
C

 15
を
参
照
）。

牛
乳
の
代
替
品（
技
術
が
本
質
的
に
同
じ
も
の
）

を
含
む
。

牛
乳
、ク
リ
ー
ム
、バ
タ
ー
、カ
ッ
テ
ー
ジ
チ
ー
ズ
、

サ
ワ
ー
ク
リ
ー
ム
、あ
ら
ゆ
る
形
の
チ
ー
ズ
、ヨ
ー

グ
ル
ト
、ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、乾
燥
乳
を
含
む
。

豆
乳
や
豆
腐
な
ど
の
代
用
乳
や
乳
児
用
の
粉
ミ
ル

ク
も
含
む
。
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付録1：SQF食品セクター分類

FS
C

区
分

（
サ
イ
ト
の
認
証
の

 
対
象
範
囲
）

G
FS

I業
界
対
象
範
囲

適
用

SQ
Fの
コ
ー
ド
と

 
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
明

製
品
例

11
蜂
蜜
加
工

C
lV
：
常
温
保
存
畜
産
物

お
よ
び
植
物
生
産
物
の
加

工
処
理（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）

蜂
蜜
採
集
用
の
あ
ら
ゆ
る
種
か
ら
得
た
食
品
の
加

工
処
理
、包
装
、オ
ン
サ
イ
ト
保
管
に
適
用
さ
れ
、

純
化
お
よ
び
処
理
業
務
を
含
む
。

蜂
蜜
、蜂
の
巣
、花
粉
、ロ
ー
ヤ
ル
ゼ
リ
ー
を
含
む
。

 

12
卵
の
加
工
処
理

C
l：
生
鮮
畜
産
物
の
加
工

処
理

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）

集
卵
お
よ
び
加
工
処
理
用
の
す
べ
て
の
種
か
ら
得

た
食
品
の
等
級
区
分
、洗
浄
、加
工
処
理
、輸
送
、

オ
ン
サ
イ
ト
保
管
に
適
用
さ
れ
る
。

等
級
分
け
さ
れ
た
生
鮮
卵
お
よ
び
卵
を
主
要
な
原

料
成
分
と
す
る
高
付
加
価
値
化
製
品
。

13
パ
ン
お
よ
び
ス
ナ
ッ
ク
食

品
の
加
工
処
理

C
lV
：
常
温
保
存
畜
産
物

お
よ
び
植
物
生
産
物
の
加

工
処
理（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）

押
し
出
し
形
成
に
よ
る
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
お
よ
び

ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
調
整
品
の
加
工
処
理
、包
装
、オ

ン
サ
イ
ト
保
管
に
適
用
さ
れ
、製
パ
ン
業
務
の
す
べ

て
に
も
及
ぶ
。

ミ
ー
ト
パ
イ
、カ
ス
タ
ー
ド
パ
イ
、パ
ン
、ク
ッ
キ
ー
、

ケ
ー
キ
、ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
、あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ス

ナ
ッ
ク
菓
子
な
ど
オ
ー
ブ
ン
で
焼
い
た
食
品
を
含

む
。

14
果
物
、野
菜
、お
よ
び
ナ
ッ

ツ
類
の
加
工
処
理
、な
ら

び
に
果
物
ジ
ュ
ー
ス

C
ll：
生
鮮
植
物
生
産
物
の

加
工
処
理

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）

す
べ
て
の
果
物
と
野
菜
の
冷
凍
、発
酵
、乾
燥
、薄

切
り
、角
切
り
、裁
断
、雰
囲
気
調
整
処
理
、な
ら

び
に
ナ
ッ
ツ
類
の
焙
煎
、乾
燥
、裁
断
を
含
む
、す

べ
て
の
品
種
の
処
理
さ
れ
た
果
物
、野
菜
、お
よ

び
ナ
ッ
ツ
類
の
加
工
処
理
、包
装
、オ
ン
サ
イ
ト
保

管
に
適
用
さ
れ
る
。

果
物
と
野
菜
の
缶
詰
作
業
は
含
ま
な
い
。

 

調
整
済
み
サ
ラ
ダ
や
惣
菜
店
の
サ
ラ
ダ
な
ど
、冷

凍
、発
酵
、乾
燥
、薄
切
り
、角
切
り
、裁
断
、雰
囲

気
調
整
包
装（

M
AP
）さ
れ
た
果
物
、野
菜
、ナ
ッ

ツ
類
の
製
品
を
含
む
。

新
鮮
で
低
温
殺
菌
さ
れ
た
果
物
お
よ
び
野
菜

ジ
ュ
ー
ス
。
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付録1：SQF食品セクター分類

FS
C

区
分

（
サ
イ
ト
の
認
証
の

 
対
象
範
囲
）

G
FS

I業
界
対
象
範
囲

適
用

SQ
Fの
コ
ー
ド
と

 
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
明

製
品
例

15
缶
詰
、 U

H
T、
お
よ
び
殺

菌
処
理

C
lV
：
常
温
保
存
畜
産
物

お
よ
び
植
物
生
産
物
の
加

工
処
理（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

低
酸
性
缶
詰
食
品
の
加
工
処
理
、殺
菌（
レ
ト
ル
ト

処
理
）、

UH
T（
超
高
熱
処
理
）、
そ
の
他
の
高
温
プ

ロ
セ
ス
ま
た
は
高
圧
プ
ロ
セ
ス（

HP
P）
で
他
に
区

分
さ
れ
な
い
も
の
と
、そ
れ
に
伴
う
密
封
容
器
の

製
造
に
適
用
さ
れ
る
。

含
ま
れ
る
も
の
：

金
属
、ガ
ラ
ス
容
器
あ
る
い
は
レ
ト
ル
ト
パ
ッ
ク
入

り
の
魚
介
類
、肉
類
、果
物
類
、野
菜
類
、そ
の
他

低
酸
性
ス
ー
プ
お
よ
び
ソ
ー
ス
の
商
業
的
殺
菌
業

務
。

乳
製
品
、果
物
、ま
た
は
野
菜
ジ
ュ
ー
ス
の
低
温

殺
菌
は
含
ま
な
い
が
、以
下
の

UH
T処
理
は
含

む
。

• 
牛
乳
、乳
製
品

• 
卵
、卵
製
品

• 
果
物
ま
た
は
野
菜
ジ
ュ
ー
ス

• 
缶
詰
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド（

FS
C

 3
2を
参
照
）

16
氷
お
よ
び
飲
料
加
工

C
lV
：
常
温
保
存
畜
産
物

お
よ
び
植
物
生
産
物
の
加

工
処
理（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

発
酵
、濃
縮
、防
腐
剤
充
填
、ま
た
は
乾
燥
業
務

プ
ロ
セ
ス
に
適
用
さ
れ
る
。

粉
乳
、な
ら
び
に
牛
乳
も
し
く
は
乳
製
品
の
低
温

殺
菌
お
よ
び

UH
T処
理
、ま
た
は
果
物
お
よ
び
野

菜
の
ジ
ュ
ー
ス
製
造
業
務
を
除
く
。

乾
燥
飲
料
の
原
料
成
分（
紅
茶
、コ
ー
ヒ
ー
な
ど
）

に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

炭
酸
清
涼
飲
料
、炭
酸
お
よ
び
無
炭
酸
水
、ミ
ネ

ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
、氷
、液
体
茶
お
よ
び
コ
ー
ヒ
ー
、

栄
養
ド
リ
ン
ク
、ワ
イ
ン
、ビ
ー
ル
、そ
の
他
の
ア
ル

コ
ー
ル
飲
料
を
含
む
。

17
菓
子
製
造

C
lV
：
常
温
保
存
畜
産
物

お
よ
び
植
物
生
産
物
の
加

工
処
理（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

す
べ
て
の
種
類
の
菓
子
の
加
工
処
理
、包
装
、オ

ン
サ
イ
ト
保
管
に
適
用
さ
れ
、チ
ョ
コ
レ
ー
ト
お
よ

び
準
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
基
に
し
た
加
工
処
理
の
す

べ
て
に
及
ぶ
。

精
製
、コ
ン
チ
ン
グ
、デ
ン
プ
ン
成
形
、圧
縮
、押
出

し
、真
空
調
理
を
行
う
す
べ
て
の
菓
子
製
品
を
含

む
。
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付録1：SQF食品セクター分類

FS
C

区
分

（
サ
イ
ト
の
認
証
の

 
対
象
範
囲
）

G
FS

I業
界
対
象
範
囲

適
用

SQ
Fの
コ
ー
ド
と

 
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
明

製
品
例

18
保
存
食
品
の
製
造

C
lV
：
常
温
保
存
畜
産
物

お
よ
び
植
物
生
産
物
の
加

工
処
理（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

高
温
処
理
法
に
よ
り
保
存
さ
れ
る
す
べ
て
の
食
品

で
他
に
区
分
さ
れ
な
い
も
の
、高
温
処
理
さ
れ
ず

組
成
上
保
存
可
能
な
食
品
、そ
の
他
許
容
さ
れ
る

代
替
的
な
方
法
で
他
に
区
分
さ
れ
な
い
も
の
に
よ

る
加
工
処
理
、包
装
、オ
ン
サ
イ
ト
保
管
に
適
用
さ

れ
る
。

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
、マ
ヨ
ネ
ー
ズ
、各
種
ソ
ー
ス
、マ
リ

ネ
、酢
漬
け
食
品
、ピ
ー
ナ
ツ
バ
タ
ー
、マ
ス
タ
ー

ド
、ジ
ャ
ム
、各
種
フ
ィ
リ
ン
グ
を
含
む
。

19
食
品
原
料
成
分
の
製
造

K：
食
品
生
産
に
お
い
て
食

品
原
料
成
分
ま
た
は
加
工

助
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
る

生
化
学
品
ま
た
は
生
物
培

養
の
生
産

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

乾
燥
食
品
の
原
料
成
分
、培
養
菌
、酵
母
の
加
工

処
理
、調
合
、再
包
装
、オ
ン
サ
イ
ト
保
管
に
適
用

さ
れ
る
が
、乳
製
品
、発
酵
肉
、そ
の
他
の
発
酵
製

品
で
他
に
区
分
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。

チ
ー
ズ
、ヨ
ー
グ
ル
ト
、ワ
イ
ン
製
造
に
使
用
す
る

種
菌
、パ
ン
製
造
に
使
用
す
る
種
菌
、食
品
の
保

存
に
使
用
す
る
そ
の
他
の
製
品
を
含
む
。そ
の
他

の
製
品
と
し
て
、添
加
物
、保
存
料
、香
料
、色
素
、

ス
ー
プ
ミ
ッ
ク
ス
、ソ
ー
ス
、乾
物
、塩
、砂
糖
、香

辛
料
そ
の
他
の
調
味
料
を
含
む
。

乾
燥
製
品
の
紅
茶
、コ
ー
ヒ
ー
に
適
用
さ
れ
る
。

20
調
理
済
み
食
品
の
製
造

C
lll：
生
鮮
畜
産
物
お
よ
び

植
物
生
産
物
の
加
工
処
理

（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

喫
食
前
に
調
理
、加
熱
、冷
凍
、冷
蔵
保
管
を
要

し
、一
定
範
囲
の
原
料
成
分（
調
合
食
品
）か
ら
調

整
す
る
食
品
の
加
工
処
理
、受
入
、制
御
温
度
に

よ
る
オ
ン
サ
イ
ト
保
管
に
適
用
さ
れ
る
。

非
加
熱
喫
食
調
理
済
み（

RT
E）
の
冷
蔵
食
お
よ

び
デ
ザ
ー
ト
、ピ
ザ
、冷
凍
パ
ス
タ
、ス
ー
プ
、食
事

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
、真
空
調
理
食
品
、フ
リ
ー
ズ
ド
ラ

イ
お
よ
び
乾
燥
保
存
食
品
を
含
む
。

流
通
向
け
か
ら
食
品
サ
ー
ビ
ス
向
け
ま
で
の
サ
ン

ド
イ
ッ
チ
、ラ
ッ
プ（
ト
ル
テ
ィ
ー
ヤ
等
）、
プ
レ
ー
ト

ミ
ー
ル
ま
た
は
弁
当
、お
よ
び
高
リ
ス
ク
デ
ザ
ー
ト

を
含
む
。
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付録1：SQF食品セクター分類

FS
C

区
分

（
サ
イ
ト
の
認
証
の

 
対
象
範
囲
）

G
FS

I業
界
対
象
範
囲

適
用

SQ
Fの
コ
ー
ド
と

 
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
明

製
品
例

21
油
脂
お
よ
び
油
脂
ベ
ー
ス

の
ス
プ
レ
ッ
ド
製
造

C
lll：
生
鮮
畜
産
物
お
よ
び

植
物
生
産
物
の
加
工
処
理

（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

あ
ら
ゆ
る
動
物
性
お
よ
び
植
物
性
油
脂
の
製
造
お

よ
び
マ
ー
ガ
リ
ン
の
製
造
に
適
用
さ
れ
る
。純
化

お
よ
び
精
製
処
理
を
含
む
。

シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ（
動
物
性
お
よ
び
植
物
性
）、
油

脂
 -

 オ
リ
ー
ブ
油
、ピ
ー
ナ
ツ
オ
イ
ル
、コ
ー
ン
油
、

植
物
油
、サ
ン
フ
ラ
ワ
ー
油
、サ
フ
ラ
ワ
ー
油
、カ

ノ
ー
ラ
油
、ナ
ッ
ツ
オ
イ
ル
、種
油
、大
麻
油（
法
的

に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
）、
お
よ
び
マ
ー
ガ
リ
ン

な
ど
油
脂
ベ
ー
ス
の
ス
プ
レ
ッ
ド
を
含
む
。

22
穀
物
加
工

 
C

ll：
生
鮮
植
物
生
産
物
の

加
工
処
理

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

す
べ
て
の
品
種
の
シ
リ
ア
ル
の
加
工
処
理
に
適
用

さ
れ
、選
別
、等
級
区
分
、摘
み
取
り
、大
容
量
穀

物
の
取
り
扱
い
、製
粉
、圧
出
を
含
む
。

小
麦
、マ
メ
科
植
物
、米
類
、大
麦
、エ
ン
バ
ク
、キ

ビ
／
ア
ワ
／
ヒ
エ
、パ
ス
タ
、大
麻（
法
的
に
認
め

ら
れ
て
い
る
場
合
）、
朝
食
用
シ
リ
ア
ル
を
含
む
。

23
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
と
フ
ー
ド

サ
ー
ビ
ス

 
E：
ケ
ー
タ
リ
ン
グ

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
フ
ー

ド
サ
ー
ビ
ス

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

 

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

16
：
フ
ー
ド

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

G
RP

（
適
正
小
売
規
範
）

す
ぐ
に
喫
食
で
き
る
、消
費
者
に
よ
る
さ
ら
な
る
処

理
や
加
工
処
理
の
必
要
が
な
い
調
合
食
品
を
用

い
て
行
わ
れ
る
、保
管
お
よ
び
流
通
を
含
む
、オ
ン

サ
イ
ト
の
す
べ
て
の
食
品
準
備
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス

活
動
に
適
用
さ
れ
る
。

オ
ン
サ
イ
ト
で
準
備
さ
れ
た
、す
ぐ
に
喫
食
で
き
る

調
理
済
み
の
製
品
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。

ケ
ー
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
、小
売
惣
菜
お
よ
び
セ
ル

フ
サ
ー
ビ
ス
施
設
、レ
ス
ト
ラ
ン
、フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

販
売
店
、
惣
菜
店
、
校
内
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア（
学

食
）、
病
院
／
施
設
の
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
、託
児
所
、

移
動
店
舗
、宅
配
食
品
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。

オ
ン
サ
イ
ト
で
準
備
さ
れ
る
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、ラ
ッ

プ
、お
よ
び
高
リ
ス
ク
な
デ
ザ
ー
ト
を
含
む
。

24
食
品
小
売
業

Fl：
小
売
／
卸
売

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

小
売

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

 

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

15
：
小
売
に

関
す
る

G
RP
（
適
正
小
売

規
範
）  

常
温
保
存
あ
る
い
は
前
処
理
さ
れ
た
包
装
済
み

食
品
、お
よ
び
／
ま
た
は
消
費
者
が
さ
ら
に
調
整

す
る
こ
と
を
意
図
し
た
食
品
の
小
売
レ
ベ
ル
に
お

け
る
受
入
、取
り
扱
い
、保
管
、デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に

適
用
さ
れ
る
。

非
加
熱
喫
食
調
理
済
み（

RT
E）
食
品
を
準
備
す

る
小
売
業
者
に
は

FS
C

23
も
含
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

小
売
販
売
店
を
通
じ
て
流
通
お
よ
び
販
売
さ
れ
る

す
べ
て
の
食
品
を
含
む
。

オ
ン
サ
イ
ト
で
準
備
さ
れ
る
食
品
は
含
ま
な
い
。
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付録1：SQF食品セクター分類

FS
C

区
分

（
サ
イ
ト
の
認
証
の

 
対
象
範
囲
）

G
FS

I業
界
対
象
範
囲

適
用

SQ
Fの
コ
ー
ド
と

 
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
明

製
品
例

25
オ
ン
サ
イ
ト
で
製
造
さ
れ

な
い
製
品
の
再
包
装

C
lV
：
常
温
保
存
畜
産
物

お
よ
び
植
物
生
産
物
の
加

工
処
理（
調
合
製
品
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

全
生
産
お
よ
び
他
の
場
所
で
製
造
さ
れ
る
包
装
製

品（
ナ
ッ
ツ
類
、ハ
ー
ド
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
、ド
ラ
イ
フ

ル
ー
ツ
、ビ
ー
フ
ジ
ャ
ー
キ
ー
な
ど
）の
収
集
。

他
に
区
分
さ
れ
な
い
製
品
に
適
用
さ
れ
る
。

詰
合
せ
ギ
フ
ト
、祝
祭
用
詰
合
せ
、プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
パ
ッ
ク
を
含
む
。

26
保
管
お
よ
び
流
通

G：
XX

XX
Xに
対
す
る
保

管
お
よ
び
流
通
サ
ー
ビ
ス

の
提
供

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
保
管

お
よ
び
流
通

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

12
：
食
品
製

品
の
輸
送
お
よ
び
流
通
に

関
す
る

G
D

P（
適
正
物
流

規
範
）

傷
み
や
す
い
生
鮮
青
果
や
一
般
的
な
食
品
ラ
イ
ン

の
受
入
、保
管
、混
載
輸
送
、流
通
に
関
与
す
る
専

用
の
流
通
セ
ン
タ
ー
、倉
庫
、輸
送
作
業
者
に
適

用
さ
れ
る
。冷
蔵
、冷
凍
、乾
燥
原
材
料
、常
温
保

存
も
し
く
は
前
処
理
さ
れ
た
包
装
済
み
食
品
、お

よ
び
／
ま
た
は
消
費
者
が
卸
売
レ
ベ
ル
で
さ
ら
な

る
調
整
を
意
図
し
た
食
品
を
含
む
。

市
場
、小
売
、フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
施
設
を
通
じ
て
販

売
さ
れ
る
、常
温
保
存
可
能
な
傷
み
や
す
い
食
品

の
す
べ
て
の
輸
送
、保
管
、配
達
を
含
む
。

未
処
理
の
す
べ
て
の
種
類
の
生
鮮
果
物
、野
菜
、

ナ
ッ
ツ
製
品
の
輸
送
、保
管
、配
達
を
含
む
。

27
食
品
包
装
材
の
製
造

 
I：
食
品
包
装
材
の
製
造

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

包
装
材
の
製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

13
：
食
品
包

装
材
の
製
造
に
関
す
る

G
M

P（
適
正
製
造
規
範
）

食
品
セ
ク
タ
ー
用
包
装
材
の
製
造
、オ
ン
サ
イ
ト

保
管
に
適
用
さ
れ
る
。

ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
、ナ
プ
キ
ン
、使
い
捨
て
食
品
容

器
、ス
ト
ロ
ー
、か
き
混
ぜ
棒
な
ど
食
品
製
造
施
設

ま
た
は
食
品
サ
ー
ビ
ス
施
設
に
使
用
で
き
る
品
目

を
含
む
。

可
と
う
性
フ
ィ
ル
ム
、段
ボ
ー
ル
容
器
、金
属
容
器
、

可
と
う
性
パ
ウ
チ
、ガ
ラ
ス
容
器
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
お

よ
び
発
泡
容
器（

PE
T、
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
そ
の
他
）、

使
い
捨
て
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
製
品（
ペ
ー
パ
ー
タ
オ

ル
、ナ
プ
キ
ン
、使
い
捨
て
食
品
容
器
、ス
ト
ロ
ー
、

か
き
混
ぜ
棒
な
ど
）を
含
む
す
べ
て
の
食
品
グ
レ
ー

ド
用
包
装
材
。
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付録1：SQF食品セクター分類

FS
C

区
分

（
サ
イ
ト
の
認
証
の

 
対
象
範
囲
）

G
FS

I業
界
対
象
範
囲

適
用

SQ
Fの
コ
ー
ド
と

 
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
明

製
品
例

31
栄
養
補
助
食
品
の
製
造

K：
食
品
生
産
に
お
い
て
食

品
原
料
成
分
ま
た
は
加
工

助
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
る

生
化
学
品
ま
た
は
生
物
培

養
の
生
産

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
栄
養

補
助
食
品
の
製
造

シ
ス
テ
ム
要
素

モ
ジ
ュ
ー
ル

17
：
栄
養
補
助
食

品
の
加
工
処
理
に
関
す
る

G
M

P（
適
正
製
造
規
範
）

栄
養
補
助
食
品
の
製
造
、調
合
、包
装
、オ
ン
サ
イ

ト
保
管
に
適
用
さ
れ
る
。

ビ
タ
ミ
ン
、プ
ロ
バ
イ
オ
テ
ィ
ク
ス
、自
然
健
康
製

品
、プ
ロ
テ
イ
ン
調
合
、ラ
ベ
ル
補
助
食
品
を
含

む
。

32
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
の
製
造

C
l、

C
ll、

C
lll、
ま
た
は

C
lV

 
（
該
当
す
る
場
合
）

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
ペ
ッ

ト
フ
ー
ド
の
製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

4：
ペ
ッ
ト
フ
ー

ド
製
品
の
加
工
処
理
に
関

す
る

G
M

P（
適
正
製
造
規

範
）  

食
料
生
産
を
目
的
と
し
な
い
家
畜
お
よ
び
特
定

ペ
ッ
ト
に
よ
る
消
費
を
意
図
し
た
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
の

製
造
に
適
用
さ
れ
る
。

乾
燥
お
よ
び
湿
性
の
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
お
よ
び
お
や

つ
、半
処
理
、冷
蔵
、ま
た
は
冷
凍
の
製
品
を
含

む
。

缶
詰
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
は
含
ま
な
い（

FS
C

 15
を
参

照
）。

33
食
品
加
工
助
剤
の
製
造

K：
食
品
生
産
に
お
い
て
食

品
原
料
成
分
ま
た
は
加
工

助
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
る

生
化
学
品
ま
た
は
生
物
培

養
の
生
産

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
食
品

製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

11：
食
品
の
加

工
処
理
に
関
す
る

G
M

P
（
適
正
製
造
規
範
）  

食
品
加
工
セ
ク
タ
ー
で
使
用
す
る
化
学
物
質
お
よ

び
助
剤
の
製
造
、保
管
、輸
送
に
適
用
さ
れ
る
。

食
品
グ
レ
ー
ド
の
潤
滑
剤
、加
工
助
剤
、 C

IP
シ
ス

テ
ム
用
化
学
物
質
を
含
む
。

34
動
物
飼
料
の
製
造

D：
飼
料
の
生
産

SQ
F食
品
安
全
コ
ー
ド
：
動
物

飼
料
の
製
造

• 
シ
ス
テ
ム
要
素

• 
モ
ジ
ュ
ー
ル

3：
動
物
飼
料

製
造
に
関
す
る

G
M

P（
適

正
製
造
規
範
）

動
物
用
飼
料
の
製
造
、調
合
、輸
送
、保
管
に
適

用
さ
れ
る
。

化
学
飼
料
お
よ
び
医
薬
品
配
合
飼
料
を
含
む
。
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付録2：用語集

Accreditation（認定）：国際認定機関フォーラム
（IAF）の会員、かつ多国間認証協定（MLA）に加盟す
る認定機関による承認で、認証機関のマネジメントシ
ステムが、ISO/IEC 17065:2012（または後続版）お
よびSQF認証機関用評価基準の要求事項を遵守す
ること、ならびにライセンスされた領域でサービスを
提供するために、認証機関が、SQFIによるライセンス
付与対象として適格であることを確認する。

Airlock（気密区画）：ある環境と別の環境との間で、
同時に開かない連続した2つのドアによって、人の通
過を許容する空間。これにより、あるエリアから別の
エリアへの有害生物、埃、臭い、または空気の移動
が最小化される。

Allergens（アレルゲン）：一般的に食品中天然に存
在するタンパク質また誘導体で異常な免疫反応の原
因となる

Ambient Air（周囲空気）：密閉された食品施設内
の雰囲気。

Annual/Annually（毎年／年1回）：年に一度発生
する。

Approved Supplier (s)（承認済みサプライヤー）：
供給される商品とサービスに関するサイトの食品の
安全性および品質の要求事項を満たす能力を有する
ものとして、リスクアセスメントに基づき、サイトが評
価し承認したサプライヤー。

Audit（審査）：SQF審査を参照。

Audit Checklist（審査用チェックリスト）：登録済
みサイトの審査対象範囲に固有のSQF食品安全およ
び／または品質コード要素とSQFI評価データベー
スからダウンロードした日付をリスト化した書式で、
SQF食品安全および／または品質審査を実施する
際SQF食品安全および／または品質審査員が使用
する。

Auditor（審査員）：SQF審査員を参照

A

B

C

Blackout Period（ブラックアウト期間）：法的な事
業理由（メンテナンス、原材料不足など）により無通
告審査ができない場合にサイトが指定し認証機関が
同意する日数。

Central Site（セントラルサイト）：SQFマルチサイ
トプログラム（SQFIのマルチサイトプログラムの要求
事項を参照）内のSQF認証サブサイトのネットワーク
を管理するために活動を計画するSQF認証サイト。

Certificate（登録認証）：SQF食品安全審査および
／または品質認証審査および／または再認証審査
の合格完了を証明するためにライセンスをもった認
証機関がサイトに発行する、SQFIが承認する形式の
公式文書。
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Certification（認証）：認証審査または再認証審査
の後、該当する場合、SQFのライセンスをもった認証
機関が、サイトのSQF食品安全および／または品質
システムがSQF食品安全および／または品質コード
に適合していることを確認するプロセス。用語「認証
する」、「認証された」、および「認証済み」は、SQFプ
ログラム、SQF食品安全の完了および／または品質
認証審査および／または再認証審査の下では同様
の意味をもつものとする。

Certification Audit（認証審査）：サイトの完全な
SQFシステムの審査。サイトのSQFシステムがこれま
で認証を受けたことがない場合、または以前認証を
受けたことがあるが、その認証が取り消されたか、サ
イトが自発的に解除したため再度認証が必要な場
合に実施される。

Cert i f icat ion Body (also L icensed 
Certification Body)（認証機関（ライセンスを
もった認証機関とも呼ばれる））：SQFIとライセンス
契約を結んだ組織で、ISO/IEC 17065:2012（または
後続版）およびSQF認証機関用評価基準に従ってサ
イトのSQFシステムを認証するための権限が与えら
れている。

Certification Cycle（認証サイクル）：サイトの認
証／再認証審査が実施される年度の期間。

Certification Number（認証番号）：認証機関が
提供する固有の番号で、SQF食品安全審査または品
質認証審査に合格完了したサイトに発行される登録
認証に記載される。

Certification Program（認証プログラム）：国際
食品安全イニシアチブ（GFSI）が定義した体系的 
プランで、食品安全の対象範囲のために開発、実施、
および維持されている。プランは、規定されたプロ 
セスまたは食品安全サービスに関する規格と食品安
全システムで構成され、これらのプロセスまたは食
品安全サービスには同一のプランが適用される。食
品安全プログラムは少なくとも規格、明確に定義さ
れた対象範囲、および食品安全システムを含む必要
がある。

Certification Program Owner, or CPO (GFSI)
（認証プログラム所有者、またはCPO（GFSI））：国
際食品安全イニシアチブが定義するとおり、認証プ
ログラムの開発、マネジメント、およびメンテナンス
に責任を負う組織。

Codex Alimentarius Commission (Codex)
（コーデックス委員会（Codex））：食品に関する定
義、規格、要求事項の作成および確立を指導、推進
し、国際基準調和を援助するとともに国際貿易の円
滑化を目的として国際的に認知された組織である。
委員会事務局は、国連食糧農業機関（FAO）および
世界保健機関（WHO）のスタッフにより構成される。
コーデックス委員会は、1997年に危害分析重要管理
点（HACCP）システムの原則を採用した。

Competence（力量）：意図した結果を達成するた
めに知識とスキルを適用する能力（ISO 19011）。

Compressed Air Monitoring（圧縮空気のモニ
タリング）：圧縮空気またはその他の気体内での粒
子、水、油脂、微生物、および関連気体の試験を含む
プログラム。管理施設が整備する圧縮機のメンテナ
ンスとろ過作用の有効性の検証。

Contract Manufacturer (or co-man, co-
manufacturer)（契約製造業者（または外部委託
製造業者））：サイトのSQF認証の対象範囲に含まれ
る1つ以上の製品の一部または全部を生産、加工、包
装、保管するためにSQF認証サイトによって契約され
た施設。認証済みサイトと契約製造業者が製品を交
互に製造する場合がある。また、認証済みサイトの生
産を履行または補完するために、契約製造業者を断
続的使用に限定して使用する場合もある。契約製造
業者は、SQF食品安全コードで概説される要求事項
に従わなければならない。

C
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Corporation (or corporate)（法人（またはコー
ポレート））：ヘッドオフィス。製品の製造または取り
扱いを行うことはないが、法人が所有するSQF認証
サイトの食品安全および／または品質マネジメント
システムを監督し、食品の安全および／または品質
に寄与する組織。

Correction（修正）：検出された規格不適合性を排
除する処置。「修正した／修正済み」と同じ意味を有
する。

Corrective Action（是正処置）：食品安全審査で
特定された検出済みの規格不適合性、品質審査で
特定された逸脱、またはその他の好ましくない状況
の原因を排除するため、および再発を防止するため
の処置。また、「是正処置と予防措置」とも呼ばれる
（根本的な原因分析」を参照）。

Crisis Management（危機管理）：サイトが事象
（洪水、干ばつ、火災、パンデミック、その他）に対処
するためのプロセス。事象により、安全で高品質な食
品を持続的に提供するサイトの能力に有害な影響が
生じるため、危機管理計画の実施が必要となる。

Customer（顧客）：SQF認証サイトから商品または
サービスを購入する購入業者または個人。

C

D
Dietary Supplement（栄養補助食品）：1つ以上
のビタミン、ハーブ、酵素、アミノ酸、またはその他の
原料成分を含む製品。消費者の食事を補助または強
化するために経口摂取される。
製造国または販売国の食品安全性に関する規制で
は一般的に扱わない製品を含み、製造国または販売
国では規制されない代替または既存の医薬品を含
む場合がある。
栄養補助食品は自然健康製品と呼ばれる場合や、製
造国または販売国の特定の規制に合わせた代替名
で呼ばれる場合もある。

Deviation（逸脱）：SQF品質コードに照らして提起
された規格不適合。逸脱は以下のように等級分けさ
れる。
• 軽微な品質の逸脱とは、対処しないと品質への脅
威につながる恐れのある不満足な状態を生み出す
が、システム要素の崩壊の原因にはならない品質
システムの不備や欠如を意味する。

• 重大な品質の逸脱とは、品質への重大な脅威をも
たらす不満足な状態を生み出し、システム要素の
崩壊につながる結果を招く可能性のある品質シス
テムの不備や欠如を意味する。
致命的な逸脱は、品質システム審査では提起されな
い。



SQF食品安全コード：畜産物製造（第9版） 90

付録2：用語集

Environmental Monitoring Program (EMP)
（環境モニタリングプログラム（EMP））：加工処理ま
たは食品取り扱い環境における衛生状態のリスクを
検知するために必要に応じて行う病原体または指標
の拭き取り検査を含むプログラム。管理を行う施設
が実施している病原体管理の有効性の検証。

Exempt (or exemption)（免除）：サイトがSQF
システム審査内に含めることを希望せず、予定され
た審査活動の開始に先立って書面による除外要請を
認証機関に提出したSQF食品安全コードおよび品質
コードの要素に適用される用語。

SQF食品安全コードでは、システム要素の必須要素
については免除することはできない。認証機関は、サ
イト審査の一環で免除の理由を確認しなければなら
ない。
この用語は、サイトが審査対象からの除外を希望す
るサイトの製品、プロセス、またはエリアにも適用さ
れる。要請は審査活動前に書面で認証機関に提出し
なければならず、SQFI評価データベースのサイト説
明に記載される。

E

F
Facility（施設）：サイトの所在地住所にあるサイト
の施設。製品が生産、加工、包装、および／または保
管の用に供される生産、製造、保管エリアであり、関
与するプロセス、設備、環境、材料および人員が含ま
れる。施設は、同一の事業経営者によって管理およ
び監督される必要がある。施設は、オンサイト審査に
おいて審査の対象となるサイトである（「サイト」を参
照）。

Feed（飼料）：食料生産を目的とする動物に対する
直接的な給餌が意図される、加工処理済み、半加工、
未加工を問わず、単一または複合された任意の材
料。

Feed Safety（飼料の安全性）：飼料が動物や人間
に危害を及ぼさないことを確保するために、飼料の
生産および製造に適用される原則および規範。

Food（食品）：人間による消費が意図された、通常
は動物または植物に由来する任意の物質で、加工処
理済み、部分的加工、または未加工のいずれである
かを問わない。
水、アルコール飲料およびアルコールを含有しない
飲料、加工食品に含まれる材料、ならびに規制（法
規）により食品として特定されるその他任意の物質
が含まれる。

Food Contact Packaging（食品接触包装材）：
食品包装材は食品を包む材料で、サプライチェーン
を介する食品を封じ込めて保護する。食品接触包装
材は、食品との直接接触を抑制する材料である。

Food Defense（フードディフェンス）：米国食品医
薬品局での定義のとおり、食品供給において合理的
に発生する可能性のない生物的、物理的、化学的、
放射線的ハザードによる意図的な食品汚染を防止す
る取り組み。

Food Defense Plan（フードディフェンスプラン）：
フードディフェンスの原則に基づき、脆弱性評価を取
り入れ、軽減策を含み、遵守すべきフードディフェン
スのモニタリング、是正処置、検証手順について詳述
する一連の文書。（www.fda.gov）

Food Fraud（食品偽装）：ミシガン州立大学での定
義のとおり、食品、食品原料成分、飼料、もしくは食
品包装、および／またはラベル付けもしくは製品情
報等に対する故意で意図的な代替、水増し、不正加
工、または不当表示等に対する総称。または、経済
的利得を目的として行う、製品に関する誤解を招く
虚偽説明。グレーマーケット（生産者が意図していな
い取引）または盗品も含める場合がある。
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Food Fraud Mitigation Plan（食品偽装軽減計
画）：食品偽装脆弱性評価で特定されたリスク要因
に対処するために設計されたプラン。

Food Fraud Vulnerability Assessment（食
品偽装脆弱性評価）：食品の脆弱性に起因する食品
偽装に対するリスクアセスメント形式の評価。

FMI：食品業界全体と協力し、業界の代表を務める
非営利法人で、より安全で健康的な効率のよい消費
者食品サプライチェーンを促進する。本社所在地：
2345 Crystal Drive, Suite 800, Arlington, VA 
22202, United States of America。

Food Quality Plan（食品品質プラン）：SQF品質
コードに記載のとおり、コーデックスのHACCP方式
に基づいて作成されるプランで、生産の品質ポイント
におけるプロセス管理を含めて製品品質の監視を行
い、管理パラメーターからの逸脱を特定して、プロセ
スの管理を維持するために必要な修正を定義する。

Food Safety Culture (GFSI)（食品安全文化
（GFSI））：組織内、組織間、組織全体にわたり、食品
安全に対する考え方と行動に影響を及ぼす、共有価
値、信念、および規範。
食品安全文化の要素は、食品安全マネジメントシス
テムの要素であり、この要素を用いて、企業の上級管
理者は企業内の食品安全文化を推進することができ
る。食品安全文化の要素には以下を含むが、これら
に限定されない。
• 食品安全の方針と責任に関する伝達
• トレーニング
• 食品安全に関連する問題に対する従業員のフィー
ドバック

• パフォーマンスの測定

Food Safety Event（食品安全に関する事故）：食
品サプライチェーンにおけるリスク、潜在的リスクま
たは認識されている疾病リスク、既知の食品消費に
関連する疾病リスク等の、介入が必要なインシデント
（fscf-ptin.apec.org）。

Food Safety Fundamentals（食品安全性の基
礎）：新規および開発途上のビジネス（事業者）に対
するエントリーレベルのSQF規格で、基本的な適正
農業規範もしくは適正養殖規範（GAP）、適正製造
規範（GMP）、または適正物流規範（GDP）を網羅し、
関連する法規と顧客食品安全性要求事項を満たす
ために実施しなければならない必須の要素を定義す
る。食品安全の基礎に関するSQF規格認証のための
要求事項を遵守するサイトは、SQFIのライセンスを
もった認証機関から認証を受ける。

Food Safety Plan（食品安全プラン）：SQF食品安
全コードに記載のとおり、コーデックスのHACCP方
式に基づいて作成されるプランで、生産の管理点に
おけるプロセス管理を含めて製品の安全性のモニタ
リングを行い、管理パラメーターからの逸脱を特定
し、プロセスの管理を維持するために必要な修正を
定義する。

Food Sector Category (FSC)（食品セクター分
類（FSC））：SQF プログラムの管理に対するアプ
ローチの統一を補助するために設定された分類ス
キームで、製造、生産、加工処理、保管、卸売、流通、
小売、食品サービスの各活動、その他の食品セクター
サービスを定義する。食品セクター分類は、SQFIの
定義のとおり、サイト、審査員、トレーナー、およびコ
ンサルタントの登録に適用される。

F
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General Requirements（一般要求事項）：現行
版の文書で「SQF認証機関用評価基準：ISO/IEC 
17065:2012の適用に関するSQFガイダンス、認証機
関向け一般要求事項」と題するもの。SQFIが発行。

Global Food Safety Initiative (GFSI)（国際食
品安全イニシアチブ（GFSI））：国際食品安全イニシ
アチブ（GFSI）は、国際事業者団体「コンシューマ・
グッズ・フォーラム」が設立および管理する民間組織
である。GFSIは、食品サプライチェーン内の生産者、
製造業者倉庫、食品小売業者、その他の事業の認証
に用いる食品安全基準に対してベンチマーク評価を
行うスキームを維持する。

Good Practice Elements（適正規範要素）：マネ
ジメントと作業の規範。食品または飼料の製造、製
造、保管、輸送、および小売のために最適な規範の
取り扱い要素と衛生要素を定義する。
• 適正農業／作業規範（GAP/GOP）は果物、野菜、
および穀類栽培に適用される

• 適正養殖規範（GAP）は水産養殖に適用される
• 適正流通規範（GDP）は独立した食品倉庫と輸送
施設に適用される

• 適正製造規範（GMP）は食品と飼料の製造に適用
される

• 適正生産規範（GPP）は家畜農場に適用される
• 適正小売規範（GRP）は小売食品店に適用される

G

H
HACCP（GFSI）：T危害分析重要管理点。
食品安全に関連し、コーデックス委員会（CAC / RCP 
1-1969）が規定するハザードを識別、評価、管理、監
視するシステム。

HACCP Method（HACCP手法）：前提条件プログ
ラムの実施と、コーデックス委員会ガイドラインの現
行版で説明された12ステップの論理シーケンスによ
るHACCP原則の適用。SQF食品安全および品質
コードは、HACCP手法を利用して、検討中のフード
チェーン内の区分の食品安全性のハザードと品質へ
の脅威を管理する。

HACCP Plan（HACCPプラン）：コーデックスの
HACCP方式に従って準備する文書で、検討中の製
品の食品安全に重大なハザードまたは品質への脅
威の識別を確実に管理する。

HACCP Training（HACCPトレーニング）：コー
デックス委員会の食品衛生の一般原則の付録に基づ
くHACCPシステムの基本原則と適用のトレーニン
グ。
トレーニングは以下であるものとする。
1. 国内で広く使用されているHACCPトレーニング
コースとして認められているもの

2. 認定機関が運営、実施するもの
3. トレーニング受講者が獲得した知識は教育訓練プ
ログラムの一部として評価されるものとする
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Hazardous Chemicals and Toxic Substances
（危険化学物質と有害物質）：洗剤、消毒剤、有害生
物防除用薬品、潤滑剤、塗料、加工助剤、生化学的
添加剤が含まれるがそれらに限定されない、放射
性、燃焼性、爆発性、腐食性、酸化性、窒息性、病原
性、またはアレルゲン性の固体、液体、または気体で
あって、不正確に使用または取り扱われた場合、ある
いは使用量の増量により、取扱者および／または消
費者に危害を及ぼす可能性があるもの。
危険化学物質や有害化学物質は、規制により「危険
物」と定められる場合があり、法域によっては「毒物」
「危険物」「薬物取り扱い表示法」ラベルを貼ること
がある。

High Risk Area（高リスクエリア）：高リスク食品の
プロセスが実行される隔離された部屋またはエリア
で、病原体による高リスク食品の汚染を防ぐために、
より高レベルの衛生慣行が求められる。

High Risk Food（高リスク食品）：微生物の増殖、
物理的もしくは化学的汚染について既知の属性をも
つ食料もしくは食品、または病原性微生物叢の生存
もしくはその他の汚染を発生させる可能性があり、
管理されない場合、消費者の疾患の原因の1つとな
る場合がある。顧客により高リスクと見なされる食
品、関連する食品規制により高リスクと定められた
食品、または食品伝染疾患の発生原因となったこと
のある食品にも適用されることがある。

High Risk Food Process(es)（高リスク食品の
加工）：病原体の食品汚染を防止するために特定の
管理および／またはより高レベルの衛生慣行が求め
られる加工。

H

I
Industry Code of Practice（業界行動規範）：規
制に合致すると同時に業界のニーズを満たす、業界
特有の実践的なガイドラインを提供する業界の規
範、規則、プロトコル（業界団体の設定による）。

Information Communication Technology 
(ICT)（情報通信技術（ICT））：情報の収集、保管、
検索、処理、分析、送信のための技術の利用。技術に
は、スマートフォン、ハンドヘルドデバイス、ラップトッ
プコンピューター、デスクトップコンピューター、ド
ローン、ビデオカメラ、ウェアラブル技術、人工知能な
どのソフトウェアとハードウェアが含まれる。（参考資
料：IAF MD:4、Mandatory Document for the 
Use of Information and Communication 
Technology (ICT) for Auditing/Assessment 
Purposes（審査／アセスメントを目的とした情報通
信技術（ITC）の利用に関する必須文書）、国際認定
機関フォーラム）

Ingredients（原料成分）：食品製造プロセスにおい
て原材料の転換を補助するために用いる微少材料
（香辛料など）（「原材料」を参照）。

Inspection Area（検査エリア）：食品安全および
／または品質属性とパラメーターをモニタリングす
る目的で製造ラインの近辺に指定された場所。
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Legality（適法性）：適法性とは、製造国および意図
する市場において認証済み製品に適用される国法、
連邦法、州法、および／または地域の規制のことで
ある。

Licensed Certification Body（ライセンスをもっ
た認証機関）：「認証機関」を参照。

L

M

N

Mandatory Elements（必須要素）：サイトがSQF
食品安全認証を達成するために実施および審査さ
れなければならないシステム要素。必須要素は認証
／再認証審査では免除できない。

Maximum Residue Limits (MRLs)（最大残留
基準値（MRL））：地域の規制またはコーデックス委
員会が定める基準値で、農産物、特にフードチェーン
に入る農産物の農薬および動物用化学物質の最大
残留許容レベルに適用される。

Multi-site Certification（マルチサイト認証）：マ
ルチサイト認証は、セントラルサイト（製造業者、包
装業者、倉庫業者）の指名と認証に関与し、同じ機
能を運用している認証済みのすべてのサブサイトか
ら成るネットワークがそのセントラルサイトに組み込
まれる。セントラルサイトとすべてのサブサイトは、1カ
国内に配置され、同じ食品安全法規の下で運用され
る（付録4：SQFマルチサイト認証の要求事項を参
照）。

Multi-site Program（マルチサイトプログラム）：
SQFマルチサイトプログラムは、SQF認証を受けたセ
ントラルサイトで構成され、この下で行われる活動
は、法的または契約提携に基づき、サブサイトのネッ
トワークの食品安全マネジメントシステムを管理およ
び制御するよう計画される（付録4：SQFマルチサイ
ト認証の要求事項を参照）。

Non-conformance (or non-conformity)
（不適合（または規格不適合性））：要求事項の不達成
（ISO/IEC 19011）。SQF食品安全コード内の不適合
のレベルおよび定義は以下のとおり。
• 軽微な不適合は、要求事項への適合を維持する上
で偶発的なまたはめったに起こらない支障の証拠
だが、食品安全マネジメントシステムの破綻や食
品安全が損なわれていることを示すものではな
い。軽微な不適合は、SQFの不完全なまたは不適
切な実施の証拠であり、修正されない場合は、シ
ステム要素の崩壊を招く可能性がある。

• 重大な不適合は、システム要素における支障で、
食品安全マネジメントシステムのシステム破綻、要
求事項からの重大な逸脱、および／または適用シ
ステム要素もしくは適正作業規範の遵守を示す証
拠の欠損等がある。重大な不適合は、認証の対象
範囲に含まれる製品における食品安全リスクの証
拠である。

• 致命的な不適合は、重要管理点（CCP）、前提条
件プログラム、またはその他のプロセスステップに
おける管理の破綻のことで、著しい公衆衛生上の
危険を招く可能性がある状態および／または製品
が汚染されている状態と判断されるものである。
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致命的な不適合は、認証機関が食品安全管理およ
びSQFシステムに関連する記録が全体的に改ざんさ
れていると見なす場合にも提起される。

Non-conforming Equipment（不適合機器）：
意図した目的に適さない加工処理、包装、保管、輸
送、または取り扱い機器で、潜在的に食品または飼
料の安全性および／または品質を侵害する可能性
がある。

Non-conforming Product（不適合製品）：食品
安全および／または品質の仕様を満たさず、安全で
ない可能性がある仕掛品または最終食品もしくは飼
料。

N/A（該当なし）：「適用外」を意味する。審査員の判
断により、要素が適用されない場合、食品安全審査
員および／または品質審査員がSQF食品安全審査
および／または品質審査中に該当なしと報告するこ
とがある。
「該当なし」は、二重の減点を回避するために報告さ
れることもあります。例えば、ある同様の要素に対し
て規格不適合性が提起されているが、より適切な要
素に対しても規格不適合性が提起された場合。この
場合、同様の要素は「該当なし」と報告される。

N

O

P

On-site Laboratories（オンサイトの検査室）：化
学的、微生物学的、その他の製品試験が実施される
サイトの指定された密閉エリア。管理されない場合
には、汚染につながる可能性があり、適正検査室規
範の使用が義務付けられる。

On-site Visit（オンサイト訪問）：前回の再認証審
査での一時停止から発生した是正処置の効果的な
実施を検証するための権限のある認証機関の審査
員によるサイトへの無通告訪問。一時停止の原因に
応じて、サイト訪問は、サイトの是正処置プランの認
証機関の受入から30日以内か、60日以内のいずれ
かで発生する。

Pests（有害生物）：疾病を運び、包装、飼料、または
食品にリスクをもたらす可能性がある鳥、齧歯（げっ
し）類、昆虫、その他望まない種を含む害虫。

Pet Food（ペットフード）：家畜（食料生産を目的と
しない）および特定ペットによる消費が意図された任
意の物質。これには、乾燥および湿性のペットフード
およびおやつ、半加工、缶詰、冷蔵、または冷凍の製
品が含まれる。

Plan（プラン）：ISO 9001の定義に従って、顧客要求
事項と組織の方針に沿った結果を実現するための目
的およびプロセスの確立に使用する文書（「食品安
全プラン」、「食品品質プラン」を参照）。

Potable（飲用水）：飲用の安全な水。
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Pre-requisite Program（前提条件プログラム）：
実施により食品安全性のハザードまたは食品品質へ
の脅威が発生する可能性を低減するが、生産中に行
われる活動に直接関係しない可能性のある手順的
手段。

Primary Producer or Producer（一次生産者ま
たは生産者）：独占的管理のもとに、農場内での生
産、場内での包装、保管、ならびに生産および／また
は収穫された農畜産物の供給に携わる単独の組織。

Processing（加工処理）：食品の性質が変化する一
連の作業ステップ。加工処理には、食品の再包装、上
袋掛け、ラベルの貼り直し、屠畜、解体、選別、等級
区分、洗浄、処理、乾燥、塩漬け、燻製、調理、缶詰、
精製、食品の加熱殺菌を含むがそれに限らない。

Processing Aid（加工助剤）：処理または加工処
理中に特定の技術目的の達成のために原材料、食
品、または原料成分の加工処理に意図して用いる物
質。ただし、最終製品の一部を形成しない。

Product（製品）：SQFIの定義に従って、特定の食品
セクターに適用される食品または飼料の物質。

Proficiency Testing（技能評価試験）：技能評価
試験では、原料、材料、仕掛品、完成品、加工環境の
微生物学的、化学的、または物理的分析を行う実験
室要員および工程内試験者の能力に対し、検査室相
互の比較によって較正を行う。

Program（プログラム）：顧客要求事項と組織の方
針に沿った結果を実現するための目的およびプロセ
スの確立に使用する計画 例：アレルゲンマネジメン
トプログラムや環境モニタリングプログラムなど。

Purity（純度）：食品安全性のハザードの原因となる
潜在的な汚染物質がないこと。

P

Q

R

Quality（品質）：顧客または組織の期待を超え、欠
陥、不備、および顕著な変動がない状態の尺度。

Quality Threat（品質に対する脅威）：管理されな
い場合、製品の品質に影響を及ぼす可能性がある特
定されたリスク。

Raw Materials（原材料）：食品製品または飼料製
品の製造に用いる一次材料。原材料は、未処理の場
合（一次農業材料）や処理済み（サイトの受入前に形
態が実質的に変更されている）がある（「原料成分」
を参照）。

Re-certification（再認証）：サイトのSQF食品安
全または品質システムに対する認証機関による再認
証審査の結果としての再認証。「再認証された」は対
応する意味を有する。
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Re-certification Audit（再認証審査）：初回認証
審査の最終応当日の前後30暦日以内に行うサイト
のSQF食品安全または品質システムの審査。

Relevant Authority（管轄機関）：サプライチェー
ン全体の農業製品と食品の安全性に関する法的要
求事項を定めて管理する国内、州、もしくは地域の
政府、委員会、または法定機関。

Recoup（再梱包）：完全な製品でそれ以上の加工
処理や取り扱いは必要ないが、流通のために再包装
されるもの。例えば、不完全なケースを合わせて完
全な1ケースを作ること。「再包装」と呼ばれる場合も
ある。

Regulatory Warning（規制当局からの警告）：法
的要求事項の違反に関する管轄機関から認証済み
サイトへの公式の通知または勧告。

Remote Activites（リモート活動）：完全なシステ
ム審査の一部として、認証を受ける組織の物理的所
在地以外の場所から客観的証拠の収集を行う活動。

Rework（手直し）：仕掛品を含む食品、材料、およ
び原料成分で、通常の製品フロー外にあり、リリース
が容認される前に処置を講じる必要があり、プロセ
ス内での再利用に適しているもの。

Risk Assessment（リスクアセスメント）：計画さ
れた活動が予定どおりに発生しない場合に、有害な
食品安全（または品質）事象を防止または排除する
ために必要な処置のレベルを確認するプロセスまた
は有害な食品安全（または品質）結果の可能性と影
響を確認するプロセスである。リスクアセスメントは
リスクマネジメント戦略の一部である。

Root Cause Analysis (or RCA)（根本的な原因
分析（またはRCA））：規格不適合性、逸脱、または
その他の有害な食品安全事象もしくは品質事象の原
因となる中心的な問題を特定および解決するための
問題解決の方法。

Rules of Use（使用規定）：SQFロゴおよび／また
は品質シールドの使用規定に含まれる規則および手
順で、登録認証別表およびSQF商標使用規定の変
更、差異、差替えのすべてを含む。

R

S
Scope of Certification（認証の対象範囲）：認証
で対象とする特定のサイト、食品セクター分類、およ
び製品。

Season or Seasonal（季節、季節的）：主な活動
が暦年中5カ月を超えない範囲で実施される期間。
例えば、リンゴのシーズン中の収穫や包装など。

Service（サービス）：サプライヤーと顧客との間で
行われる1つ以上の活動で、一般的に有形なものであ
る（ISO/IEC 17065）。

SQFI Select Site（SQFI選択サイト）：毎年の無通
告再認証審査を自発的に実施しているサイトに対す
るSQFI認証における表彰（「無通告審査」を参照）。

Senior Site Management（サイトの最上級管理
者）：業務運営、食品の安全性および品質マネジメン
トシステムの実施と改善に責任を負うサイトにおけ
る最高責任者。
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Site（サイト）：SQF食品安全または品質システムが、
食品、飲料、包装材、動物飼料、またはペットフード
の生産、製造、加工処理、輸送、保管、流通、または
販売に関与する食品事業によって実施される特定の
場所。

Site Audit（サイト審査）：認証審査または再認証審
査のオンサイトの構成要素で、サイトの製品およびプ
ロセスをレビューし、サイトのSQF食品安全または品
質システムの効果的な文書化および実施を判定する
もの（「オンサイト訪問」を参照）。

SQF Audit（SQF審査）：SQF食品安全審査員およ
び／または品質審査員が独自に、サイトのSQF食品
安全および／または品質システムを体系的に検査す
ることにより、食品安全、品質システム、衛生および
管理に関する活動がそのシステム文書に従って実施
され、SQF食品安全および／または品質コードの要
求事項を遵守して適切に行われているかどうかを判
定し、このような手配が効果的に実施されているか
どうかを検証する。
審査の一部を審査サイトの物理的所在地以外の場
所から情報通信技術（ICT）を用いたリモート活動に
より実施できる。

SQF Auditor（SQF審査員）：SQFIによって登録さ
れ、サイトのSQF食品安全および／または品質シス
テムを審査する者。審査員はライセンスをもった認証
機関に代わり仕事をする必要がある。用語「SQF審
査員」、「SQF契約審査員」は同じ意味を有するもの
とする。

SQF Consultant（SQFコンサルタント）：SQFIに
よって登録され、登録の対象範囲に適した食品業界
の分類内でSQFシステムの開発、妥当性確認、検証、
実施、および維持をクライアントであるサイトに代
わって行う者。

SQF Logo（SQFロゴ）：SQFロゴの使用規定に描か
れたSQFロゴを示す。

SQF Practitioner (also SQF Quality 
Practitioner)（SQFプラクティショナー（SQF品質
プラクティショナーでもある））：サイトが指名する個
人で、そのサイトのSQFシステムの開発、実施、レ
ビュー、および維持を監督する者。SQFプラクティショ
ナーの資格の詳細は、SQF食品安全または品質の審
査員が認証／再認証審査中に、SQF食品安全および
／または品質コードの要求事項に合致させて検証す
る。
SQF食品安全プラクティショナーとSQF品質プラク
ティショナーは、同一人物であってもなくてもよい。

SQF Program（SQFプログラム）：SQF食品安全お
よび／または品質コードとそれに関連するすべての
規則、品質シールド、知的財産権、および文書類。

SQF Quality Shield（SQF品質シールド）：SQF品
質シールドの使用規定に描かれたSQFシールドを示
す。

SQF System（SQFシステム）：リスクマネジメント
および予防システムで、サイトが食品安全プランまた
は食品品質プランを実施および操業する場合、食品
安全または品質を保証することになる。SQFプラク
ティショナーが実施および維持するもので、SQF食品
安全または品質審査員が審査し、SQF食品安全また
は品質コードに関連する要求事項に合致させて、ラ
イセンスをもった認証機関が認証する。

SQF Trainer（SQFトレーナー）：認定SQFトレーニ
ングセンターと契約した個人で、応募によりSQFIの
発行する「SQFトレーナーの基準」に記載の要求事
項に合致した者。承認を受けてSQFIに登録の上、
SQFプログラムに関して一貫性のあるトレーニング
を提供する。

SQFI：SQF INSTITUTE（FMIの一部門）。

SQFI Assessment Database（SQFI評価データ
ベース）：オンラインデータベースで、SQFIがサイト
登録、サイト審査、是正処置の対処、およびサイト認
証を管理するために使用する。

S
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System Elements（システム要素）：SQF認証のサ
プライチェーンを通じてすべてのサイトが適用する各
SQFコードのSQF食品安全または品質マネジメント
の要求事項（第2.1～2.9項）。

Standard（規格）：規範的文書および定義されたそ
の他の規範的文書。統一見解により制定され、ある
状況下で最適な結果の達成を目指す活動または活
動の結果に対し、共通使用と繰り返し使用のために、
規則、ガイドライン、または特性を提供する機関によ
り承認される。

Sub-site（サブサイト）：SQF認証を受けたサイト
で、SQF認証を受けたセントラルサイトとの契約提携
により、SQFマルチサイトプログラムの範囲内で操業
するもの（付録4：SQFマルチサイト認証の要求事項
を参照）。

Supplier（サプライヤー）：SQF認証サイトに製品ま
たはサービスを提供する組織。

Surveillance Audit（サーベイランス審査）：サイ
トが最後の認証または再認証で「C - 適合」評価を
受けた場合、またはサイトがサーベイランス審査ま
たは再認証審査で「F- 不適合」評価を受けて一時
停止される場合に実施されるサイトのSQFシステム
の6カ月の審査。

S

T

U

Technical Expert（専門技術者）：SQFのライセン
スをもった認証機関に雇用され、認証審査チームに
高度な技術的サポートを提供する個人。専門技術者
は、認証／再認証審査の前にSQFIにより承認され、
調査対象の食品セクター分類に関する高度な専門
知識と技術的力量、およびHACCP手法に関する確
実な知識と理解を示すものとする。

Trademarks（商標）：認識可能なラベル、ロゴ、ま
たはマークで、これにより特定の生産者、製造業者、
または小売業者の原材料または最終製品を識別す
る。

Training Center（トレーニングセンター）：SQFシ
ステム実施トレーニングコース、上級SQFプラクティ
ショナーコース、SQF基礎実施コースなどのSQFIの
ライセンスを受けたトレーニングコースを提供するた
めにSQFIとライセンス契約を結んでいる組織。

Unannounced Audit（無通告審査）：SQF認証サ
イトへの事前の通知なしに、3年に一度、初回認証の
契約応当日の前後30日に実施される再認証審査。
最初の3年サイクルは、初回認証審査日から開始さ
れる。認証の最初の3年以内に、サイトは無通告審査
を1回受ける必要がある。その後は、3年ごとに無通
告審査がある。

サイトは、3年の認証サイクル要求事項を見合わせ、
自発的に年度の無通告再認証審査を選択することも
できる。年度の再認証審査に無通告審査を選択した
サイトは、「SQFI選択サイト」として正式に承認され、
SQFIの認証に記載されるものとする（「SQFI選択 
サイト」を参照）。
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Validation（妥当性確認）：HACCP食品安全（また
は品質）プランが、適切に実施されたとき、そのプラ
ンがハザードを効果的に管理するようになるかどう
かを判断するために科学技術情報の収集と評価に
重点を置く検証の当該要素（コーデックス）。

Verification（検証）：HACCP食品安全（品質）プラ
ンの妥当性を判断するモニタリング以外の活動で、シ
ステムがプランに従って作動していることを確認する
（コーデックス）。

Verification Schedule（検証スケジュール）：
HACCPシステムが正しく完了したこと、関連する
SQFシステムが関連する食品安全および／または食
品品質プランに遵守していること、それが持続的に
有効であることを判定するため、モニタリングに使用
される、方法、手順、および試験の実施に関する頻度
と責任について概説したスケジュール。

V

W
Water Treatment（水処理）：水の処理または浄
化に使用する微生物学的、化学的、および／または
物理的処理で、その水が確実に飲用可能で使用に適
したものにすること。
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付録3：SQFロゴ使用規定
1 はじめに
1.1 SQFロゴはSQFIが所有します。サイトがSQFロゴの財産権を取得することはできません。

1.2  SQFIは、SQFI認証機関ライセンス契約に定めたとおり、ライセンスを受けた認証機関（CB）に対して、
ここに記載した機能の一部またはすべての代理権限を与えます。

1.3  この使用規定の規制対象は、認証済みサイトによるSQFロゴの使用に限られます。この使用規定は、
当文書またはその他に別段の定めがない限り、SQFI、認証機関（CB）、またはSQFIから使用のライセ
ンスを得たその他の組織がSQFロゴを使用することを規制するものではありません。

2 使用条件
2.1  SQF食品安全の基礎、SQF食品安全コード、および／またはSQF品質コードの認証を取得して維持す

るサイトは、認証機関からSQFロゴの使用許可が与えられます。SQFロゴの電子版は、認証機関から
入手しなければなりません。

2.2  サイトは、認証期間の間、SQFロゴを使用する権利を有するものとします。認証の取得および維持に必
要な料金以外に、サイトがSQFロゴの使用権に関して支払うべき料金はありません。

2.3  登録認証に含まれていない子会社およびサイトの所在地は、SQFロゴの使用を認められません。

2.4  サイトは使用規定に従う場合に限ってSQFロゴを使用することができます。この使用規定は、SQFロゴ
の完全性を保護し、価値を高めることを目的としたものです。

3 複製
3.1  SQFロゴの複製は、最高の品質で明確かつ正確に行い、以下の表に示す、使用に関するガイドライン

に従わなければなりません。

色形式 使用先

フルカラー印刷による複製：以下の第3.2項で概説

または

単色複製：白黒

• パンフレット、リーフレット、広告、プレスリリース、企業ウェブサイト、電子メール
の署名行

• 内部文書およびトレーニング資料

3.2 フルカラー印刷による複製は、以下のガイドラインに従って行います。

PMS 3005C
CMYK：C=100, M=34, Y=0, K=2
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3.3  確実に読み取ることができるよう、SQFロゴを以下に示す寸法より小さく複製してはいけません。以下
の寸法に比例する場合には、この寸法を大きく変更することが許可されます。

    8 mm

18 mm

3.4  SQFロゴの代替的な複製が、SQFロゴおよび／またはSQFIの地位を高めることが示されている場合、
認証機関に承認されることを条件にその代替案は許可されます。要請はすべて書面により、認証済み
サイトごとに認証機関とSQFIに対して提供しなければなりません。

4 サイトの義務
4.1 サイトには、以下の事項が義務付けられています。

a. SQFロゴの使用目的に関するすべての質問は、登録認証を発行した認証機関に対して行うこと

b. SQFIまたは認証機関が合理的な理由によりSQFロゴの使用に反対する場合、そのSQFロゴの使用を中止すること

c. 認証スケジュールを含め、すべて登録認証の対象範囲内で活動すること

d. SQFI、その認証機関、および／または代理人に、この使用規定および登録証書への準拠を確認する目的で、SQF 
ロゴが付けられている、または表示されているすべての物品を検査するためのアクセス権を認めること

5 SQFロゴの使用の中止の根拠
5.1  サイトに対するSQFロゴの使用許可は以下の場合に、一時停止および／または取り下げが行われま

す。

e. サイトの認証に対して一時停止、取り下げ、もしくは放棄が行われる場合、または更新が行われない場合

f. サイトがこの使用規定に違反するか遵守を怠る場合

g. サイトによるSQFロゴの使用が、SQFロゴあるいはSQFプログラム全体に害を及ぼす、または公衆の誤解を招く、
または法令に反すると、SQFIまたは認証機関により判断される場合

h. 当該サイトの資産に管財人、財産保全管理人、財産保全管理人兼管理人、公的管理人、暫定清算人が任命され
ている場合、または当該サイトの閉鎖に関して命令が下される場合もしくは決議が可決される場合（合併や再建
目的を除く）、または当該サイトが営業停止もしくは倒産して、倒産や破産者の救済のために法の恩恵を受ける場
合もしくは債権者と取り決めや和議を行う場合

5.2  SQFロゴの使用が一時停止されたか取り下げられた場合、サイトは認証機関により書面で通知を受
けるものとします。

6 免責事項
6.1  SQFIでは、この使用規定を変更することや新しい規定を定めることがあります。別途SQFIで規定され

ている場合を除き、そのような変更や新しい規定はまずSQFIのウェブサイト（sqfi.com）で公表し、そ
の日から6カ月が経過するまで、そのような変更や新しい規定がサイトのSQFロゴの使用に影響するこ
とはありません。
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付録4：SQFマルチサイト認証の要求事項 
（一次生産における、包装、取り扱い、または製造）

1 対象範囲
1.1  この付録では、リスクに基づくアプローチにより低リスク活動に関与していると判断されたSQF認証を

受けたセントラルサイト（一次生産における、包装作業、穀物取り扱い／穀物倉庫、または製造）が管
理するマルチサイトプログラムの認証を確立し、維持するための要求事項を概説します。

2 定義
2.1  SQFマルチサイトプログラムはセントラルサイトで構成され、行われる活動は法的または契約的提携

に基づき、サブサイトのネットワークの食品の安全性および品質マネジメントシステムを管理および制
御するよう計画されます。

2.2  本コードのために、「付録2：用語集」に概説する定義と次の定義を適用します。

2.3  セントラルサイトは、SQF食品安全コードに基づき認証された組織（製造、包装作業場、または穀物 
取り扱い施設）、またはそのような認証資格を有する組織であり、これらの組織は、適切なSQF食品 
安全コードの認証資格を有し、かつすべてが以下の第3.7項に従って同様の活動に関与する一次サプ
ライヤーサブサイトのネットワークを有しています。セントラルサイトとすべてのサブサイトは、1カ国内
に配置され、同じ食品安全法規の下で運用されます。

3 マルチサイト組織の資格基準 
3.1  セントラルサイトは、SQFマルチサイトプログラム対して責任を有する組織です。

3.2  サブサイトは、法的または契約的な取り決めによってセントラルサイトにリンクされるものとします。

3.3  マルチサイトプログラムに含まれるセントラルサイトとすべてのサブサイトは、1つの認証機関による 
審査を受けるものとします。セントラルサイトは、認証機関と契約を結ぶものとします。サブサイトは、 
認証機関と契約を結ぶ必要はありません。

3.4  セントラルサイトは、サブサイトの管理とサブサイトの内部監査を含む、SQFシステムを実施するものと
します。セントラルサイトとサブサイトは、SQF食品安全コードに基づき認証されるものとします。

3.5  セントラルサイトはSQF品質コードに基づき認証できるが、サブサイトはSQF品質コードの認証資格を
有しません。

3.6  サブサイトは、セントラルサイトによる継続的なサーベイランス、メンテナンス、マネジメントの対象と
なるSQFシステムを実施するものとします。
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3.7  セントラルサイトは、いずれかのサブサイトに必要が生じた場合にトレーサビリティ、顧客の苦情、是正
処置の実施を含む、すべてのサブサイトの食品安全マネジメントシステムを権限に基づき管理するも
のとします。セントラルサイトは、サブサイトに関連するすべての文書類の発行、維持、保管も行うもの
とします。文書類には、セントラルサイトとサブサイト間の契約書が含まれるものとします。

3.8  各サブサイトから供給される製品またはサービスは、同一の基本的方法および手順に従って生産さ
れ、実質的に同種であるものとします。各サブサイトの規模および／または複雑度は同様であるもの
とします。

3.9  セントラルサイトは、SQFマルチサイトプログラムの期間にわたり、SQF認証を確立および維持するも
のとします。

3.10  セントラルサイトのSQFマネジメントシステムは、中央管理計画に基づいて実施され、中枢のマネジメ
ントレビューとSQFシステムの内部監査を受けるものとします。

3.11  セントラルサイトは、以下の十分なマネジメントと技術的能力を利用可能であることを明確に示すも
のとします。

i. セントラルサイトを含むすべてのサイトからデータを収集して分析する

ii. セントラルサイトとサブサイトの内部監査プログラムを実施および維持する

iii. 必要に応じて組織変更を承認して開始する

3.12  中央管理機能とサブサイトは、セントラルサイトの内部監査プログラムの対象となり、そのプログラム
に従って内部監査を受けるものとします。セントラルサイトの認証審査の前に、認証機関がサイトの遵
守性を評価でき、かつサブサイトのサンプルの選択に適用できる十分な数のサブサイトで内部監査を
実施するものとします（以下の第8.0項を参照）。すべてのサブサイトは、以下の第4.2項に従って、1暦
年以内または1つの季節内に内部監査を受ける必要があります。

4 内部監査
4.1  セントラルサイトは、内部監査手順を文書化して効果的に実施できるようにするものとします。内部監

査手順には以下を含めるものとします。

i. サブサイトとセントラルサイトのリスクプロファイリングに基づく内部監査スケジュール

ii. サブサイトとセントラルサイトの監査を実施する方法および責任

iii. すべてのサブサイトと全体のセントラルサイトのSQFシステムの毎年の完了を確認する頻度

4.2  内部監査は、少なくとも年1回、マルチサイト認証に含まれるすべてのサブサイトの繁忙期間中に実施
するものとします。内部監査には、SQF食品安全コードのすべての関連要素、および食品セクター分類
（FSC）に適用される適正農業／養殖規範（GAP）または適正製造規範（GMP）モジュールが含まれ
ます。
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5 内部監査員 
以下の第5.1～5.3項に照らして行う内部監査員の評価は、認証機関がセントラルサイトのSQF審査報
告書の内部監査セクションに文書化するものとします。

5.1  内部監査を実施する人員は、以下の条件を満たすものとします。

i. SQFシステム実施トレーニングコースを問題なく完了している

ii. 内部監査員トレーニングを問題なく完了している

iii. 同一の食品セクター分類における作業経験（最低2年）を通じて内部監査の力量を示している

iv. 学位または同等の教育およびトレーニングを取得している

5.2  マルチサイト組織の内部監査を管理する人員は以下の条件を満たすものとします。

i. 内部監査を実施する人員とは別の者である

ii. 内部監査トレーニングを完了している

iii. SQFプラクティショナーの基準を満たしている

iv. 規格不適合性に対する対処を含む、内部監査の結果を技術的にレビューし、評価する

v. 内部監査員の評価、検査、モニタリング、割り当てにおいて公平さを維持する 

5.3  内部監査を外注契約する場合：

i. 契約業者はSQFの審査員またはコンサルタントに登録されているか、またはSQFの審査員またはコンサルタント
の要求事項を満たすものとする 

ii. セントラルサイトは、その契約業者が完了した作業の処置と有効性に説明責任を有するものとする

iii. 契約手配は、適用されるSQF食品安全コードの第2.3.2項に従うものとする

6 マルチサイト組織の審査と認証 
6.1  SQFマルチサイト組織の審査および認証は、SQFライセンスと認定資格を有する認証機関によって完

了されるものとします。審査には以下の事項が含まれます。

i. セントラルサイトの認証審査（初回文書審査およびサイト審査を含む）

ii. 選択されたサブサイト限定のサイト審査の認証

iii. サーベイランス審査

iv. 再認証審査

6.2  マルチサイト組織の初回認証審査とその後のサーベイランスおよび再認証審査は、セントラルサイト、
内部監査機能、およびサンプリングされたサブサイトを中心とするものとなります。サブサイト活動の
記録レビューは、サブサイトのサイト審査で完了します。
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7 審査頻度 
7.1  セントラルサイトとサブサイトの1つのサンプル（第8.0項を参照）に対する認証審査を12カ月ごとに実

施します。

7.2  セントラルサイトの再認証審査は、初回認証審査最終日の応当日の前後30暦日以内に実施します。
季節操業では、サブサイトの期間は、セントラルサイトが内部監査プログラムを完了するために必要な
期間に加え、天候依存の収穫日から導く必要があります。

7.3  認証と再認証の各審査サイクル内で、セントラルサイトは、サブサイトの大多数のサンプルより前に審
査されるものとします。季節操業では、収穫期間にセントラルサイトで製品を利用可能にするために、
セントラルサイト審査の前にいくつかのサブサイト審査を実施することが必要となる場合があると認識
されています。

7.4  サーベイランス審査は、「C - 適合」の評価を受けるマルチサイトプログラム内の任意のサイトに対し
て実施されます。サーベイランス審査は、最後の認証審査の最終日から数えて6カ月後の前後30暦
日、または季節操業においてはパートAの第4.3項に従って実施します。サブサイトが「C - 適合」の評
価を受けたためにサーベイランス審査を受ける場合、セントラルサイトは当該サブサイトの内部監査
もレビューするものとします。サブサイトがサーベイランス審査のための最大6カ月の期間操業してい
ない場合、そのサブサイトは、連続した収穫の最初の2週間以内に審査を受けて、自動的にサブサイト
のサンプリング計算に入れられるものとします（第9.0項を参照）。

7.5  セントラルサイトまたはサンプリングされたサブサイトのうちのいずれか1つが、審査で致命的な規格不
適合性を有するとされた場合、あるいは「F - 不適合」評価のみであった場合は、そのセントラルサイト
とサブサイトの1つのサンプルでのさらなる審査で「C - 適合」評価以上が達成されるまで、そのセント
ラルサイトとすべてのサブサイトの認証は、一時停止するものとします。「F - 不適合」評価を受けるサ
ブサイトは、次回の審査サイクルのサブサイトの選択プロセス（第8.0項を参照）に入れられるものとし
ます。

8 サブサイトの選択 
8.1  サンプルの選択は、認証機関の責任で行います。

8.2  サンプルは、下記に定める要因に基づき一部選択的に、一部が非選択的であり、サンプリングの無作
為的要素を除外せずに、様々なサブサイトの範囲が選択される結果となるものとします。選択された
サブサイトの少なくとも25％が無作為選択に基づくものとします。

8.3  サブサイトのサンプルは、登録認証の有効期間の中で、選択されたサブサイト間の違いがなるべく大き
くなるように選択するものとします。
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8.4  サブサイトの選択基準には、特に、以下の側面を含めるものとします。

i. 内部監査の結果または以前の認証評価

ii. 修正および是正処置に対する苦情およびその他関連する事項の記録

iii. サブサイトの規模における顕著な相違

iv. 作業手順の相違

v. 最後の認証評価以降に行われた変更

vi. 地理的な分散

vii. プログラムに追加された新しいサプライヤー（第10.0項を参照）

8.5  認証機関は、サンプルを構成するサブサイトについてセントラルサイトに通知します。タイムリーな通知
により、セントラルサイトは余裕をもって審査を準備できます。

8.6  セントラルサイトは、サブサイト審査の選択プロセスに入れられていると記載されたすべてのサブサイ
トを確実にSQFに登録するものとします（パートAの第1.3項）。また、セントラルサイトは、前年のマル
チサイトプログラムから削除されたサブサイトを反映するために、SQFデータベースが更新されること
を保証するものとします。

9 サブサイトサンプルサイズの決定 
9.1  認証機関は、この節の記述以外のサンプルサイズを適用する場合は、その理由を記録するものとしま

す。

9.2  認証審査または再認証審査で審査されるサブサイトの最低数は、以下のとおりです。

i. サブサイト数が75未満の場合、1.5を係数としたサブサイト数の平方根（y=1.5√x）である。結果は大きい方の整数
に丸める。サブグループ数が20未満の場合、最低数は5とする。

ii. サブサイト数が75～100の場合は、2.0を係数としたサブサイト数の平方根（y=2.0√x）である。

iii. サブサイト数が100を超える場合、サブサイト数の20%である。

サブサイトの選択プロセスでは、すべてのサブサイトが5年間審査を受けること、および年度のサブサイ
トサンプルの少なくとも20%が無通告審査を受けることを確保するものとします。

9.3  一次サブサイトが、4カ所以上の二次サイト（例えば栽培エリア）を有する場合、その一次サブサイトと、
二次サイトの50％が、審査されるものとします。さらなる審査時間を正当化する根拠がある場合には、
50％を超える二次サイトが審査される場合があります。

9.4  サンプルサイズは、認証の対象となるマネジメントシステムによってカバーされる活動に対する認証機
関のリスク分析が、以下のような要因に関して特殊な状況を示している場合、増やすものとします。

i. 各サブサイトで実施されるプロセスに大きな相違がある

ii. 修正および是正処置に対する苦情およびその他関連する事項の記録
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i. 食品安全管理の全体的な破綻が示されている

ii. 内部監査の所見により提起された不適切な内部監査または処置がある

10 追加のサブサイト
10.1  新規のサブサイトまたはサブサイトグループが認証済みSQFマルチサイトプログラムに参加する場合、

新規の各サイトまたはサブサイトグループを次回の再認証審査の審査サンプルに含めるものとします。
新規サブサイトは、今後の再認証審査のサンプルサイズを決定するために既存のサイトに追加される
ものとします。別のマルチサイトグループから移行するサブサイトまたは独立した認証から移行するサ
ブサイトは、無作為選択プロセスの一部でない限り、または審査員／認証機関の判断が働かない限り、
「新規」には分類されず、かつサブサイト審査サンプルにも入れられません。

10.2  年度のサンプルサイトの選択プロセスにおいて、サブサイトリストがセントラルサイトと認証機関により
すでに検証および合意されている場合、新規のサブサイトはそのサブサイトリストに追加されないもの
とします。これらのサイトは、そのSQFシステム構成要素（SQF食品安全システム要素）の管理をセント
ラルサイトに任せることができますが、独立した業務として認証され、初回認証要求事項の対象になり
ます。

11 規格不適合性
11.1  セントラルサイトの内部監査でいずれかのサブサイトに規格不適合性が見つかった場合は、調査を行

い、他のサブサイトに対する影響の有無を判断するものとします。認証機関は、内部監査中に見つかっ
たすべての規格不適合性を正すための対処をそのセントラルサイトが行ったこと、および、すべてのサ
ブサイトに該当する全体的なシステム欠陥を示唆しているか否かを判断するため、すべての規格不適
合性がレビューされたことについて、証拠を求めるものとします。そのように行われたことが確認され
た場合、セントラルサイトおよび個々のサブサイトで適切な是正処置を行うものとします。セントラルサ
イトは、認証機関に対し、フォローアップ処置の理由を示すものとします。

11.2  認証機関による審査で、セントラルサイトまたはいずれかの個々のサブサイトで規格不適合性が見つ
かった場合、パートAの第3.2項の記述に従い、認証機関による処置が行われるものとします。

11.3  セントラルサイトでシステム要素に規格不適合性が見つかった場合、認証機関は、当該セントラルサイ
トで管理が十分に再確立されるまでの間、サンプリング頻度を増やすものとします。

11.4  初回認証時およびそれ以降の再認証時に、すべての規格不適合性を排除するための満足のいく是正
処置が実施されるまで、そのセントラルサイトおよびサブサイトへの登録認証は発行されないものとし
ます。

11.5  認証審査、サーベイランス審査、再認証審査中に、1カ所のサブサイトでの規格不適合性の存在によっ
て生じた障害を解決するため、セントラルサイトがその「問題のある」サブサイトを認証の対象範囲か
ら免除するよう求めることは、容認されないものとします。
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12 マルチサイト組織に発行される登録認証
12.1  SQFマルチサイトプログラムのサンプルプログラム内のセントラルサイトおよび審査対象のサブサイト

に、登録認証が発行されるものとします。セントラルサイトの登録認証には、そのマルチサイトプログラ
ムに参加している全サブサイトをリストした付録が含まれるものとします。サブサイト認証には、それが
マルチサイト認証の一部として認証の対象範囲内にある旨が記述され、すべての一次サブサイトと二
次サブサイトが記載されるものとします。業務の対象範囲が第3.7項の要求事項を満たし、マルチサイ
トプログラムに含まれない製品の収穫活動中に認証機関が現地審査を実施した場合、サブサイトの登
録認証に記載される製品はセントラルサイトの登録認証と異なる場合があります。認証機関は、サン
プルプログラムに含まれないサブサイトに適合の公式文書を送付する場合があり、マルチサイト組織
の任意のメンバーが、認証下の対象範囲と製品についてサプライチェーンとの正確で明確な連絡を維
持するものとします。

12.2  セントラルサイトとサブサイトの認証日は、その認証サイクルにおいて最後の審査が実施された日とす
るものとします。認証の有効期限日は、サブサイト審査の最終日の登録認証決定に基づくものとしま
す。

12.3  セントラルサイトまたはいずれかのサブサイトが、認証維持に必要な基準を満たさない場合、マルチサ
イトプログラム内のすべてのサイトの認証は取り下げられるものとします。

12.4  サブサイトのリストは、セントラルサイトによって最新状態に維持されるものとします。セントラルサイト
は、認証機関に対し、いずれかのサブサイトの閉鎖または新規サブサイトの追加について通知するも
のとします。そのような情報の提供を行わなかった場合、認証機関はこれを認証の悪用と見なし、マル
チサイト組織の認証は、認証機関が満足するよう是正されるまで、一時停止となるものとします。
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